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番号 
34.川口市民公園 

（旧八幡市立運動広場） 

占用

目的 
運動場 許可受者 八幡市 場所 

左岸 2.8k+12m～3.0k+149.5m 

左岸 2.4k+161m～2.6k+62m 

１．施設の概要                                (占用者作成) 

位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現況写真 

 

現在の 
利用形態 

・野球場２面（兼サッカー場） 
・ソフトボール場２面 

都市計画 
の有無 

都市計画決定無し 

（都市公園として位置付け） 

占用面積 29,649.86 ㎡ 付帯施設等 

便所 １基 

事務所 １基 

物置 １基 

ベンチ １２基 

看板 ６箇所 

バックネット ４箇所 

サッカーゴール ２対 

許可の経緯 
＜当初許可＞ S56.10.16 

＜許可期限＞ H32.3.31 

利用者数 

平成 25 年度  4,237 人 

平成 26 年度  3,702 人 

平成 27 年度  6,645 人 

平成 28 年度  6,173 人 

平成 29 年度  3,621 人 

※実際の利用人数を現地にてカウン 

ト、集計。 

堤内地･ 
堤外地 

堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地 

周辺の 
土地利用の

状況 

・堤内地は、第一種中高層住居専用地域（中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため

の地域）となっており、市街地を形成している。 

・占用地付近の堤外地は、上下流とも自然の形態である。 

関連諸計画

における 
占用地の 
位置付け 

・第 5次八幡市総合計画では、市民生活に定着した河川公園の自然と調和した整備の促進をは

かる地域と位置づけている。 

・八幡市都市計画マスタープランでは、「市民レクリエーション拠点」として位置づけている。 

・地域防災計画では、緊急時に大型ヘリコプターが離着陸できる指定地として位置づけている。 

・八幡市みどりの基本計画では、「みどりの拠点」として位置づけている。 

その他 
特記事項 

・昭和 59 年 7 月、運動施設のある公園が不足し、野球場等の市民の要求が充足できない状況

にあり、堤内地における用地の確保も困難であったことを受け、占用許可申請を行ったもの。 

 

・平成 16 年 10 月台風 23 号、平成 21 年 10 月台風 18 号、平成 23 年 9 月台風 12 号、平成 25

年 9 月台風 18 号、平成 26 年 8 月台風 11 号、平成 29 年 10 月台風 21 号で冠水被害。 

 

 
  

ランク：A 
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ランク：A 
 

番号 
34.川口市民公園 

（旧八幡市立運動広場） 

占用

目的 
運動場 許可受者 八幡市 場所 

左岸 2.8k+12m～3.0k+149.5m 

左岸 2.4k+161m～2.6k+62m 

２．施設の現状                                (占用者作成) 

占用の 
必要性 

・当該施設は、年間 5,000 人程度（過去 5 年平均）の利用者があり、市民の交流の拠点とし

て、地域住民に親しまれながら、身近な運動広場として、益々重要になっており、今後も必

要不可欠なため、引続き施設を維持することが必要である。 

・一人当たりの公園面積 現状：7.67m2/人（平成 30 年 4 月 1 日現在、街区公園以上の面積）

※公園整備目標なし 

・各種計画にて、「市民レクリエーション拠点」、「みどりの拠点」、「緊急時のヘリ離発着地点」

と重要な位置付けをしている。 

・当該施設は恒久的な占用である。 

管理状況 

・管理主体は、公益財団法人八幡市公園施設事業団（指定管理者）である。 

・利用規則を設けている。 

（利用に当たっての注意事項、禁止事項を施設内に掲示。） 

・主な管理内容（管理規則等で規定）は、以下のとおりである。 

・利用者の予約受付（先着順）を実施している。 

・天気予報により洪水が予測される場合は、便所、物置、バックネット等の付帯施設を占

用地外に移動させている。 

・洪水時の撤去訓練を年 1 回（出水期前）実施している。 

・その他：施設点検、除草作業、清掃作業、グラウンド維持作業（適宜実施） 

利用状況 

・ソフトボールチーム、サッカーチーム等の複数の団体が、年間を通じて利用している。 

・市役所職員、自治会団体等の合同の防災訓練にも使用している。 

・車両駐車については、管理人が常駐し管理を行っている（占用区域内への駐車）。また、乗

り合い等で乗り入れ台数を減らす指導を行っている。 

・平成 24 年に市内河川敷公園のグラウンド機能の入れ替えを行い、利用者による上流部の不

法占用の解消に努めた。 

前回審議の

意見と対応 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・啓発広報を実施する際には、希少種や外来種

に関する説明等、市民の環境理解を進めるよ

う配慮されたい 

「八幡のまちの小さな仲間たち２０１６」と
いう市内の生物生態調査報告書でも希少種
や外来種の説明をしている。 

環境保全 
に向けて 
申請者の 
取り組み 

・八幡市内の生物生態調査報告書「八幡のまちの小さな仲間たち２０１６」を活用した自然環

境学習などの実施を検討している。 

・平成 21 年度に占用施設の入口及び水辺付近に生息する生物の案内看板を設置しており、今

後も利用者の自然環境意識の向上に努める。 

・平成 29 年度に自然観察ハイクという三川合流域の自然を紹介するイベントを行った。 

 

その他 
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ランク：A 
 

番号 
34.川口市民公園 

（旧八幡市立運動広場） 

占用

目的 
運動場 許可受者 八幡市 場所 

左岸 2.8k+12m～3.0k+149.5m 

左岸 2.4k+161m～2.6k+62m 

３．施設の自然環境的状況                        （河川管理者作成） 

占用地及び周辺の 

自然環境 

・占有地は運動広場として整備されている。 

・澪筋が大きく蛇行している区間である。 

・水際は自然河岸で、上流部分の前面に大規模な砂州が形成されている。 

・砂州には大規模なオギ群落があるが、外来種のセイタカアワダチソウも広く

見られる。 

・水際には自然裸地が広く見られる。 

・下流部分はヤナギなどが見られる自然河岸である。対岸には、自然裸地が広

く形成されている。 

・対岸砂州にはツルヨシ、セイタカヨシ、ヤナギなどが見られる。 

・オオヨシキリなどのヨシ類の群落に依存する鳥類が見られる。 

・堤防天端は自転車道として整備されている。 

・背後地は新興住宅地で、現在も宅地化が進んでいる。 

自然環境上重要な場所 

・占有地周辺の低水路内には、蛇行した澪筋を中心に、砂河川である木津川特

有の大規模な河原が形成されていることから、河原やヨシ原で生息・繁殖す

る鳥類にとって貴重な場所である。 

・重要な種として鳥類ではオオヨシキリ等が確認されている。 

水際の 

状況 

水域までの

距離 

・水域までの距離：10～100ｍ 

・下流部分の河岸は自然河岸であるが、流水に洗われた状態で急峻で、前面の

水域は深い。 

・上流部分も自然河岸で、砂州が形成され、高水敷から砂州に入る道路も見ら

れる。 

・高水敷の端部には柵（一部板状）が設置されている。 

水面との 

高低差 

・約 6ｍ 

 

 

環境面から見た 

望ましい利用方針 

・下流部分は水際が急峻かつ前面が深い流れで危険であることから水際の利用

の場合には、安全性確保が必要である。 

・上流部分は砂州に近づきやすい環境であるが、車の乗り入れなどの制限が望

まれる。 

・砂州部が重要と考えられることから、特に、春～秋にかけての生物の繁殖期

には生物の忌避行動につながるような行為（多くの人が集まる、大きな音が

出るなど）は避けた方がよい。 

・昆虫等の生息域となる自然環境を広げるために、管理区域等の草地の刈り残

しを図る。 

・法面に貴重な植物等が生育している可能性があるため、除草等については別

途出張所等と調整を行う。 

・利用範囲の認知のために、占用範囲を看板、標識等により明示する。 

・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用地及び周

辺での利用のあり方や環境保全への意識向上を図る。 

・環境啓発の一環として、利用施設周辺の清掃を行う。 

・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと

連携した環境教育のあり方を検討する。 
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ランク：A 
 

番号 
34.川口市民公園 

（旧八幡市立運動広場） 

占用

目的 
運動場 許可受者 八幡市 場所 

左岸 2.8k+12m～3.0k+149.5m 

左岸 2.4k+161m～2.6k+62m 

４．占用許可期間の更新についての意見                   （委員会作成） 
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ランク：A 
 

番号 
34.川口市民公園 

（旧八幡市立運動広場） 

占用

目的 
運動場 許可受者 八幡市 場所 

左岸 2.8k+12m～3.0k+149.5m 

左岸 2.4k+161m～2.6k+62m 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真                （写真撮影者：占用者） 

(平面図) 
 

 

(断面図：3.0k) 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (H30.9.6 事務局撮影) 
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ランク：A 
 

番号 
34.川口市民公園 

（旧八幡市立運動広場） 

占用

目的 
運動場 許可受者 八幡市 場所 

左岸 2.8k+12m～3.0k+149.5m 

左岸 2.4k+161m～2.6k+62m 

               (写真撮影者：委員会事務局) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(H30.9.6 事務局撮影) 
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
1
/
2
）

記
入

者
：
木

花
大

地
（
八

幡
市

役
所

道
路

河
川

課
）

●
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
占

用
地

　
名

称
：
3
4
.川

口
市

民
公

園
_）

N
o

確
認

の
視

点
確

認
事

項
過

年
度

意
見

過
年

度
意

見
に

つ
い

て
の

対
応

と
進

捗
占

用
者

に
よ

る
確

認
河

川
管

理
者

に
よ

る
確

認
河

川
保

全
利

用
委

員
会

の
意

見
評

価
欄

評
価

区
分

備
考

1
占

用
の

必
要

性

自
治

体
等

が
策

定
す

る
計

画
に

当
該

施
設

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
※

計
画

名
を

挙
げ

た
う

え
、

具
体

的
な

記
載

箇
所

を
記

す
（
例

）
総

合
計

画
、

都
市

計
画

、
緑

の
基

本
計

画
等

・
第

5
次

八
幡

市
総

合
計

画
で

は
、

市
民

生
活

に
定

着
し

た
河

川
公

園
の

自
然

と
調

和
し

た
整

備
の

促
進

を
は

か
る

地
域

と
し

て
位

置
づ

け
て

い
る

。
・
八

幡
市

都
市

計
画

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
で

は
、

「
市

民
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
拠

点
」
と

し
て

位
置

づ
け

て
い

る
。

・
八

幡
市

み
ど

り
の

基
本

計
画

で
は

、
「
み

ど
り

の
拠

点
」
と

し
て

位
置

づ
け

て
い

る
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

2
避

難
場

所
等

の
防

災
上

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
（
例

）
地

域
防

災
計

画
等

・
八

幡
市

地
域

防
災

計
画

で
は

、
緊

急
時

に
大

型
ヘ

リ
コ

プ
タ

ー
が

離
着

陸
で

き
る

指
定

地
と

し
て

位
置

づ
け

て
い

る
。

大
型

機
が

離
着

陸
で

き
る

所
は

、
市

内
で

3
箇

所
の

み
で

あ
る

。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

3
堤

内
地

に
お

い
て

代
替

施
設

を
設

置
、

又
は

既
存

施
設

に
よ

り
機

能
を

代
替

す
る

計
画

は
あ

る
か

・
計

画
は

無
い

。
・
堤

内
地

は
、

第
一

種
中

高
層

住
居

専
用

地
域

で
あ

り
、

市
街

地
を

形
成

し
て

い
る

た
め

、
代

替
施

設
の

設
置

は
難

し
い

。
・
そ

の
他

の
既

存
施

設
に

お
い

て
も

、
利

用
予

約
を

多
数

受
け

付
け

て
い

る
た

め
、

当
該

グ
ラ

ウ
ン

ド
の

代
替

施
設

と
し

て
の

利
用

は
難

し
い

。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

4

川
ら

し
い

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
に

転
換

す
る

計
画

は
あ

る
か

（
例

）
・
水

際
部

の
占

用
面

積
を

縮
小

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

を
親

水
公

園
に

変
更

・
河

川
敷

内
で

場
所

移
動

　
　

　
　

等

・
計

画
は

無
い

。
・
現

在
、

ソ
フ

ト
ボ

ー
ル

チ
ー

ム
、

サ
ッ

カ
ー

チ
ー

ム
等

が
年

間
を

通
し

て
継

続
的

に
利

用
し

て
い

る
た

め
、

現
状

の
グ

ラ
ウ

ン
ド

を
縮

小
す

る
こ

と
は

難
し

い
。

・
近

年
頻

繁
に

河
川

増
水

に
よ

る
冠

水
被

害
を

受
け

て
い

る
た

め
、

可
能

な
ら

ば
冠

水
頻

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

5
検

討
体

制

占
用

施
設

の
代

替
地

の
検

討
や

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
へ

の
転

換
に

向
け

て
、

環
境

や
ま

ち
づ

く
り

の
関

係
部

局
と

連
携

し
て

い
る

か
※

連
携

部
局

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

名
称

も
合

わ
せ

て
記

す

・
八

幡
市

環
境

保
全

課
、

八
幡

市
教

育
委

員
会

な
ど

と
連

携
し

た
、

自
然

環
境

学
習

な
ど

の
実

施
を

検
討

し
て

い
る

。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

6
占

用
目

的
占

用
目

的
は

「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

合
致

す
る

か

・
平

成
2
1
年

に
自

然
環

境
啓

発
看

板
を

設
置

し
て

お
り

、
利

用
者

に
周

辺
環

境
へ

の
配

慮
を

呼
び

か
け

て
い

る
が

、
今

後
は

自
然

環
境

学
習

等
の

実
施

、
看

板
内

容
精

査
な

ど
に

よ
り

川
ら

し
い

利
用

を
推

進
す

る
。

○
：
合

致
す

る
△

：
一

部
合

致
す

る
×

：
合

致
し

な
い

7
特

定
の

利
用

者
・
団

体
に

限
定

せ
ず

、
公

平
な

利
用

が
で

き
る

か

・
年

間
予

約
は

年
に

2
回

抽
選

会
を

行
い

、
窓

口
で

の
通

常
予

約
は

先
着

順
で

の
受

付
を

行
っ

て
い

る
。

ま
た

、
京

都
府

の
公

共
施

設
案

内
予

約
シ

ス
テ

ム
に

よ
り

、
イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト

上
で

広
く
一

般
の

方
か

ら
の

利
用

を
受

け
付

け
て

い
る

。

○
：
公

平
に

利
用

で
き

る
△

：
公

平
に

利
用

で
き

な
い

場
合

が
あ

る
×

：
特

定
の

者
が

利
用

8
利

用
状

況
は

占
用

目
的

に
合

致
し

て
い

る
か

・
当

該
施

設
は

「
運

動
場

」
と

し
て

占
用

許
可

を
受

け
て

お
り

、
野

球
場

、
ソ

フ
ト

ボ
ー

ル
場

、
サ

ッ
カ

ー
コ

ー
ト

と
し

て
利

用
し

て
い

る
。

○
：
合

致
し

て
い

る
△

：
合

致
し

て
い

な
い

場
合

が
あ

る
×

：
合

致
し

て
い

な
い

9
連

携
体

制
「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

関
す

る
取

組
に

つ
い

て
、

施
設

利
用

者
や

地
域

住
民

、
市

民
団

体
等

と
連

携
し

て
い

る
か

・
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

な
ど

と
連

携
し

た
、

自
然

環
境

学
習

な
ど

の
実

施
を

検
討

し
て

い
る

。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

・
「
八

幡
の

ま
ち

の
小

さ
な

仲
間

た
ち

」
と

い
う

市
内

の
生

物
生

態
調

査
報

告
書

に
よ

り
、

野
鳥

、
昆

虫
等

の
生

息
を

把
握

し
て

い
る

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

・
縦

断
方

向
に

つ
い

て
は

西
か

ら
東

へ
、

横
断

方
向

に
つ

い
て

は
南

か
ら

北
へ

勾
配

が
つ

い
て

い
る

た
め

、
比

較
的

東
側

、
北

側
が

冠
水

し
や

す
い

。
・
平

成
1
6
年

1
0
月

台
風

2
3
号

、
平

成
2
1
年

1
0

月
台

風
1
8
号

、
平

成
2
3
年

9
月

台
風

1
2
号

、
平

成
2
5
年

9
月

台
風

1
8
号

、
平

成
2
6
年

8
月

台
風

1
1
号

、
平

成
2
9
年

1
0
月

台
風

2
1
号

で
冠

水
被

害

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

9



Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
木

花
大

地
（
八

幡
市

役
所

道
路

河
川

課
）

●
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
占

用
地

　
名

称
：
3
4
.川

口
市

民
公

園
_）

N
o

確
認

の
視

点
確

認
事

項
過

年
度

意
見

過
年

度
意

見
に

つ
い

て
の

対
応

と
進

捗
占

用
者

に
よ

る
確

認
河

川
管

理
者

に
よ

る
確

認
河

川
保

全
利

用
委

員
会

の
意

見
評

価
欄

評
価

区
分

備
考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

・
占

用
箇

所
と

隣
接

し
て

い
る

河
岸

は
自

然
河

岸
で

あ
り

、
ヤ

ナ
ギ

や
オ

ギ
群

落
が

見
ら

れ
る

。
従

来
の

自
然

環
境

を
破

壊
す

る
こ

と
な

く
、

環
境

に
配

慮
し

て
施

設
利

用
を

行
っ

て
い

る
。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

・
定

期
的

に
清

掃
、

除
草

を
行

い
、

自
然

環
境

の
保

全
に

努
め

て
い

る
。

・
平

成
2
1
年

に
自

然
環

境
啓

発
看

板
を

設
置

し
て

お
り

、
自

然
環

境
学

習
に

お
け

る
活

用
を

検
討

し
て

い
る

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

啓
発

広
報

を
実

施
す

る
際

に
は

、
希

少
種

や
外

来
種

に
関

す
る

説
明

等
、

市
民

の
環

境
理

解
を

進
め

る
よ

う
配

慮
さ

れ
た

い

「
八

幡
の

ま
ち

の
小

さ
な

仲
間

た
ち

２
０

１
６

」
と

い
う

市
内

の
生

物
生

態
調

査
報

告
書

で
も

希
少

種
や

外
来

種
の

説
明

を
し

て
い

る
。

現
地

に
自

然
啓

発
看

板
の

設
置

を
す

る
な

ど
、

利
用

者
へ

の
自

然
保

護
啓

発
に

努
め

て
い

る
。

・
自

然
啓

発
看

板
設

置
に

よ
り

、
周

辺
の

自
然

環
境

へ
の

配
慮

を
呼

び
か

け
て

い
る

。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

・
関

係
部

局
と

連
携

を
取

り
、

生
物

生
態

調
査

報
告

書
、

自
然

啓
発

看
板

な
ど

を
活

用
し

た
自

然
学

習
会

の
開

催
を

検
討

し
て

い
る

。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

・
設

置
さ

れ
て

い
な

い
。

○
：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

・
占

用
区

域
外

は
使

用
し

て
い

な
い

。

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

　
　

 あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

利
用

時
は

ボ
ー

ル
が

飛
び

交
う

た
め

、
水

辺
へ

の
ア

ク
セ

ス
の

支
障

と
な

る
場

合
が

あ
る

。
・
水

辺
へ

の
ア

ク
セ

ス
路

が
無

い
。

○
：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
支

障
が

あ
る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か （
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

・
迷

惑
な

利
用

は
な

い
。

○
：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

・
管

理
運

営
規

則
を

定
め

て
い

る
。

・
利

用
ル

ー
ル

を
定

め
て

い
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
1

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・

再
生

に
関

す
る

事
項

は
定

め
て

い
る

か

・
使

用
後

の
清

掃
、

ゴ
ミ

の
持

ち
帰

り
等

の
指

導
は

行
っ

て
い

る
が

、
管

理
運

営
規

則
・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

関
す

る
明

確
な

項
目

は
無

い
た

め
、

見
直

し
を

検
討

し
て

い
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

　
　

 ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

【
管

理
運

営
規

則
】

・
指

定
管

理
委

託
の

仕
様

書
に

記
載

。
【
利

用
ル

ー
ル

】
・
施

設
利

用
手

続
き

時
に

説
明

を
行

っ
て

い
る

。
・
現

地
看

板
に

て
利

用
ル

ー
ル

を
周

知
し

て
い

る
。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

　
　

 ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

1
0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考資料】河川保全利用委員会速記録 

（関連部分のみ抜粋） 
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平成 27 年度 

木津川下流保全利用委員会 

 

平成 27 年 12 月 16 日 
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２）平成２７年度 審議対象案件 

 

２－１）川口市民公園（八幡市） 

 
審議事項の２番目、平成２７年度審議対象案件の１つ目、川口市民公園（八幡市）、

これをよろしくお願いします。 
○司会（髙橋） それでは、占用者の方は前の席にお移りください。 

審議の順番をご説明させていただきます。 
案件の順番といたしましては、議事次第にございますような順番でございます。５件

ございます。 
初めに、事務局から審議対象案件の概要と前回審議の意見等につきまして簡単に説明

させていただきまして、その後、チェックリストを中心にしまして、各占用者様からご

説明をいただきたいと思います。 
全体の審議時間がトータルで２時間ということでございますので、できるだけポイン

トを押さえた簡単な説明に心がけていただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 
それでは、事務局から１番目の案件、川口市民公園につきまして簡単に概要を説明さ

せていただきます。 
〇事務局（峠） 審議資料２ですけれども、２ページをご参照ください。 
  ３４番の川口市民公園でございます。占用目的は運動場となっております。 

場所につきましては、左岸側の２.８キロぐらいのところにございます。 
１番の施設の概要ですけれども、上から２つ目、現在の利用形態でございますが、野

球場が２面、ソフトボール場が２面ございます。その下、占用面積でございますが、２.
９万平米程度となっております。 
利用者数でございますが、平成２６年度ですと３,７００人程度が利用されていると

いうところでございます。 
次に、４ページに飛んでいただきまして、地域の状況ということで、３番の表の一番

上になります。「占用地及び周辺の自然環境」というところでございますけれども、か

いつまみますと、上から６個目、下流部につきましては、ヤナギなどが見られる自然河

岸になっております。対岸には自然裸地が広がっているという状況にあります。さらに

その２つ下、地域にはオオヨシキリなどのヨシ類の群落に依存する鳥類が生息している

という環境にございます。 
このような中でということで、３ページに戻っていただきまして、下から３つ目の

「前回審議の意見と対応」というところでございます。前回の審議でございますけれど

も、ご意見を３ついただいておりまして、土砂を持ち込まずに災害復旧を実施するなど、

昨年度の指摘事項をほぼ１００％改善されている点は評価できる。市民が主体となった

清掃活動や自然環境学習への資料や情報提供など、積極的に支援されたい。３つ目の意

見としては、河川敷グラウンドとしてふさわしい利用に関する利用者の意識の向上にも

努力されたい。このような３つのご意見をいただいているという状況にあります。 
以上になります。 

13
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〇村上委員長 占用者の方、お願いします。 
〇占用者（八幡市） 八幡市役所の東でございます。よろしくお願いいたします。 

前回審議でいただいております意見と対応についてでございます。 
前回のご意見で、土砂を持ち込まずに災害復旧するなどということで評価をいただい

ているんですけれども、残念ながら２６年度にまた冠水がありまして、芝が生えていな

いところを中心に土が流れてしまいました。それについては、どうしても中での処理と

いうことができませんでしたので、客土をすることによってその復旧を行ったところで

ございます。 
復旧につきましては、また流れるということを少しでも減らすために、野芝の播種を

しまして、それでなるべく草地の部分を増やして、万が一災害が起こったときでも流出

量を防ぐというような対策を講じているところでございます。 
次に、市民が主体となった清掃活動の件でございますけれども、今、八幡市、かなり

古い本なんですけれども、「八幡のまちの小さな仲間たち」という格好で本を作成して

おります。これについては、作成してから相当の年月がたっておりまして、これが１９

９３年（平成５年）の発行になっているんですけれども、平成２６年度と平成２７年度

でこれの改訂というか、更新版を今発注・制作をしている最中でございます。またこれ

の新しい版ができますと、それを使っての学習会なんかも企画する計画も今進めている

ところでございますが、まだ具体のものもできておりませんので、案は進んでおりませ

ん。 
それとあと、背割堤のところの三川の合流部で毎年夏に七夕まつりを８月の２週目ぐ

らいにやっているんですけれども、そこで河川レンジャーの方のお力をかりまして、い

ろいろブースを出すんですけれども、そのブースの一つに河川レンジャーさん、国交省

さんのブースを設けていただいて、そこに水槽を持ってきて生き物を来場者に見てもら

うとか、パンフレットを配布するとかというようなＰＲ活動は毎年やってきているとこ

ろでございます。七夕まつりにつきましては、今年第７回目ということで、私の記憶に

よりますと、ここ４回、５回ぐらい、河川レンジャーさんが毎年出していただいている

というような状況でございます。 
それと、先ほど申しました本につきましては、２１ページにその本のコピーをつけて

おります。 
３点目の河川敷グラウンドとしてふさわしい利用に関するという件につきましては、

看板の設置と、それと占用の範囲がどこまでかということを利用者に明確にわかってい

ただけるようにというようなことで、平成２８年度に向けた予算要求、まだ要求の段階

ですけれども、境界が一般の方にもわかるように、ここが占用範囲内でありますという

ようなことがわかる杭の設置。それと、２０ページになりますけれども、既存の看板を

新しいものに更新するなり、設置を追加するなりというような予算措置をして、自然啓

発の意識向上なんかにも努めていきたいというぐあいに考えているところでございます。 
以上でございます。 

〇村上委員長 委員の方、どうぞ。 
〇久保田委員 よくされているんじゃないかなというふうに思いますけれども、グラウン

ドの土の面を少なくして芝生の面を増やすということで、土砂の流出を防ぐというよう
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な対策が進んでいるということですが、この辺は利用者の方々の理解というのは大丈夫

ですかね。ぜひ進んでほしいなと思うんですけれども。 
〇占用者（八幡市） 基本的に野球、ソフトボールで、内野部分にまで芝生を生やすとい

うのは、利用者にとってはイレギュラーとかいろいろ発生しますので、実際あんまり人

気ないです。蒔かんといてくれと。ですから、今あるところで、蒔けるところで蒔くと

いうような対応になっています。 
〇宗田委員 土砂を客土したというお話ですが、幾らぐらいかかりましたか。 
〇占用者（八幡市） ２６０立米を入れまして、播種とかいろんな工事もありますけれど

も、全体で２４０万円で発注をしたものでございます。 
〇宗田委員 冠水の頻度という問題もありますが、二、三年に一度２４０万円かかるとい

うふうに考えると、内野でイレギュラーのボールのはね方がする、しないのために２４

０万円を八幡市民全員が負担するということの妥当性に関しては、市役所としてどうお

考えですか。 
〇占用者（八幡市） なかなか難しいですけれども、毎回河川の冠水については、災害扱

いみたいな格好になっています。補助金もいただいています。 
〇宗田委員 そういう話であれば、補助金も国民の税金ということになりますから、そこ

は慎重に対応していただいたほうがいいと思うんですね。 
〇占用者（八幡市） 利用については、八幡市内にそのようなグラウンドをとるスペース

がありませんので、市としては、そのグラウンドはやはりずっとこのまま持続したいとい

うのがありますので、基本的にはやむなしというような判断を…… 
〇宗田委員 ２４０万はやむなしと。 
〇占用者（八幡市） はい。 
〇宗田委員 それは市民の皆さんには十分伝わっていることですかね。 
〇占用者（八幡市） 今回の復旧工事について、これが是か非かみたいなことでの市民に

対するＰＲはできてないですけれども、一応議会制をとってますので、議会のほうにも

報告をし、今年の被害の状況がどうであったのかというようなことも報告しております

ので、そういう意味から一定の理解はいただいているというぐあいに判断はしておりま

す。 
〇宗田委員 それは公式のお立場でしょうけれども、ただ、こういうことが一個一個明ら

かになってくると、本当に妥当な公金の支出であるかどうかということに関しては、い

ろいろ厳しい目も出てくると思うんですね。だから、八幡市さんが今でも十分財政の豊

かな自治体だということは今のお話でよく理解できましたが、本当に適正な支出である

かどうかということです。 
非常に大勢の方が野球をされるところなのでしようがないと言えばそうなんですが、

今そういうことが許されないようなことはたくさんありますので、必要だとわかってい

ても削らなければいけないような予算というのはいっぱいあるわけですよね。その中で、

国の補助金を使って復旧していることを、利用者の方にもちゃんとお伝えするべきだと

思うんですね。既得権のようにグラウンドだから使いたいというつもりでおられる。河

川法も変わりましたし、国の財政状況も変わってる中で、本当は対話をすべきことでは

ないかと思うんですね。 
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すみません、もうこれ以上言いません。 
〇村上委員長 僕の気になるのは、表土が流出したから入れたというんですが、国交省は

それを認めたというんですが、河川の中に土を入れること自身は基本的にはだめですね。

そうすると、どこまでだったら許したのかという、その辺のことはどうなってるんです

か。 
〇河川管理者（増田） 村上委員長がおっしゃったように、河川法２７条で、川の中に土

を入れるというのは基本的にはだめですよということになっています。ただ、今回、こ

ういった占用地を利用するという目的で、管理者がしっかりしているところの占用地で

ある程度の原状復旧、それ以上になったらアウトですけれども、必要最小限の原状復旧

という話になりましたら、その状況とかを個別に、いついつこういうことをするからね

というのを届けていただいたら、それだけは認めると。認めるというか、それだけはや

むを得ないと形になっておるというのが現状でございます。 
〇村上委員長 だから、２６０立方メートルというのが妥当かどうか。要するに僕が前に

気にしていたのは、地盤高が高くなっているのはおかしいだろうと。だから、地盤高は

維持しないといけないでしょうという話をしたわけですね。それは明らかに持ち込みに

なりますから。その後、結局、それはもう辻本先生の分野ですけれども、河川の流量が

減りますね、それだけ。それは治水上非常に困ったことになりますから、その部分に関

してそういうことが起こってないということが保証されないといけないですね。そうす

ると、その許可の基準というものをある程度持たないといけないですね。 
その辺のところが、前は地盤高が上がっていくことに関しては全然議論にならなかっ

た。僕が初めて、何かベンチが全部埋まってしまってるじゃないかということを言い出

して、そういうこともあるんだと言い出したんですけどね。だから、その辺のところは、

原状復旧という言葉によってどこまでかというのは、やっぱりきっちりしておかないと

あかんと思います。そうせんと、それは河川法違反ですからね。 
〇河川管理者（増田） 従前、先生がおっしゃったみたいに、復旧で立派になり過ぎてお

るというのはありました。それで、それはもうのけろとかいう話も出てきました。それ

からあと、実際復旧にすごい金をかけてやるんだということになるんだったら、これは

占用者の方には申しわけないけれども、可能性としてもう利用できなくなったね、縁が

切れたねという話にもなろうかというレベルのものだったら、そこまではよう直させま

せんとかいうのも可能性はあります。 
人力とか、変な話ですけど、トラックとかを入れて小まめにやりますということにな

るんだったら、基本的にはある土を使ってくださいと。それで土がどうしてもなかった

ら、必要最小限度、従前の写真なり、そのレベルにするんですよというところで見て、

後でうちの巡視が見て立派になり過ぎておったらあかんよとか、広がっておるんじゃな

いかとかいうのは、見させてもらっておるというのが現状でございます。 
〇村上委員長 だから、平成２４年度の申請のときはそういうことを言ったものだから、

ちゃんとそれでやりはって、うまいこといったなと思ったら、今度はぼんと入ってると

いうね、これはちょっと逆行しとるわけですね。 
そういう意味では、その点に関しては、もう少し入れるときのことを、その点は全然

僕、報告を受けていなかったんですが、やっぱりそういうことも保全利用委員会の審議
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事項だと思うんですよ。だから、そういうことがあるときには、やっぱり一言声をかけ

てもらったほうがいいと思うんですけどね。そうしないと、何か実質が決まっておって、

いつの間にか後追いをしているという話になるのは困ると思いますね。 
○辻本委員 今の話ですけれども、結局、占用者と河川管理者がお互いどんなところを分

担してチェックしているのかということなんでしょうね。いわゆる出水の後、地形の変

化がどんなふうになったかというのは、やはり河川管理者のほうできっちり把握される

話と、占用者のほうで施設としての不具合がどんなものかという調査なり申し出がきっ

ちり合っているのかどうかというものを両方で準備してもらって、それをやっぱり委員

会とかで見ておくということが大事なんでしょうね。感覚だけで、大体削れているんだ

からという話でなくて。 
それから、やはり量が問題なんでしょうから、量もきっちり測量とともに明示されて

おいたほうが、問題なくやれるんじゃないですかね。 
〇村上委員長 これね、ここに限ったことでなしに、いろんな災害が起こった災害復旧に

対してどうするかというのは一般原則を含んでいるので、そこで気にしているんですけ

どね。だから、やっぱりそのことに対しては、一定の基準でちゃんとやってますよとい

うことを示さないと問題が起こると思う。 
それでこの前言ったことは、過剰に直しとるやないかという話があって、それが対岸

の人と災害を受けるほうにとっては、自分とこは災害を受けておるのに、相手は高くし

ていきよるという形で、非常に欲求不満が起こってくるというので問題が起こったわけ

ですね。その辺のことは、やはり僕は河川は考えるべきだと思うんですよ。それは河川

管理者が考えないと考えられることではないと思いますので、そういう点で、僕はこの

前からかなり気にしていたわけです。 
これはちょっと、全体の利用委員会の中でもそういうことは何かルールをつくって、

内規的なものをつくってもらったら一番いいと思いますね。だから、災害復旧に関する

内規的なものですね。どうするかということは、そちらでつくっておいたほうが、どこ

の河川でも起こることやと思うんです。そういうお願いをして……。 
○辻本委員 占用の場合、一番最初のときは、基盤整備は河川管理者がやっているんです

か。 
〇河川管理者（増田） 占用は、基本的には現状有姿でそのまま使ってくれというのが占

用ですので、あえて手をつけなければならないというんだったら、環境面とかを考えて

どこまでどうするというのは全部許可行為で、申請を受けて、申請者、占用者にやって

もらうという形になっております。 
○辻本委員 高水敷整正を治水整備の中でやられるようなときには、基盤整備を河川管理

者がやって、基盤整備した上でそれを占用させるというふうな、基盤整備については河

川管理者になっているところも結構ありますね、新しく河川断面を計画どおり整備して

いくようなときには。このときには、そういうことはしていなくて、現状のまま占用し

てくださいという話なんですね。 
〇河川管理者（増田） そうですね。平面的に使えるところがあるんだったら、占用とし

てのエリアは受けるんですけれども、その利用目的とかそういうので何か手をつけなけ

ればならないということになるんだったら、どの方向に何が来るんですか、を全部図化
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して、それをいついつするんですよというのを全部、２４条、２６条の申請という形で

チェックさせてもらうというふうになっています。 
○辻本委員 そうすると、河川敷の整備まで河川管理としてやって占用させているやつと

は話が違うわけですね。そうすると、そのときの災害復旧というのは、どういう災害復

旧になるんですか。いわゆる災害確認と災害復旧のルールはどんなふうになっているん

ですか。 
基盤整備をきちっと河川管理者がやってると、その部分はいわゆる河川災害でとって

いくわけですね。基盤が高水敷の断面をきっちり決めているときには。今のように自然

の河岸ですよというふうな形の中で占用しているときに、災害復旧というのは、河川の

中での災害復旧になるんですか。 
〇河川管理者（増田） 基本的には、高水敷というのはもう水が乗るところですという認

識にうちは立ってますので、占用者の方もそれはわかっててやっていらっしゃるという

ことなので、その後占用を継続をするのか、それともちょっとでもやっぱり使うんだと

いう意思を確認した上で、占用者のほうから、地元のご意向とかも含めてこうするんだ

という方針を立ててもらうということで、うちのほうから直しますとか、直さないとい

けないという形ではなくて、さてどうしますかという問いかけになっております。 
〇久保田委員 ということは、土砂がなくなったら、そこに何ぼ埋めようかということに

ついては、占用された方が基本的には今判断しているということになっているんですか。 
〇河川管理者（増田） それを占用申請とかで受けて、それがレイアウトも含めてどうな

のかというのを見させていただくということになっております。 
○辻本委員 じゃあ、極端に占用しているところに堆積したときには、それを削りなさい

とは言わないわけですか。それも自然現象ですよと。今のは浸食だけが問題になってい

るけれども、占用地にどかっと土砂がたまったときには、疎通能力が減りますわね。だ

から、それは河川管理上問題がある話になってきますね。 
〇河川管理者（増田） 治水上の問題ということで、別途見る面がありましたら、そのと

きには、占用者に言った上で、直轄で動くというのも十分あります。それはもう状況に

応じてということになります。ただ、もこもこしているとかいうぐらいの話になりまし

たら、さてどうしますかという話は占用者で考えてくださいと。 
〇久保田委員 この場所じゃなくて、先日、久御山町さんの運動広場──久御山町さんで

すか、それとも京都府さんですかね、そのときにベンチが大分埋まっていて、土が大分

底にたまって満遍なくレベルが上がっているような気がしたんですけれども、そういう

ことについては、対策としては特に今のところしていないという感じなんですか。それ

とも、あれ、たまたまベンチが埋まったんですかね。 
○辻本委員 埋まって、それをきれいにならして、高め高めになっていくというふうなこ

とに対してどうかです。 
〇久保田委員 だんだんなってきてる印象を受けましたね。ベンチがほとんど埋まってい

るような状況だったんです。 
○辻本委員 浸食だけじゃなくて、堆積する場合もあって、そのときにならして使います

と言われたときに、現地盤が上がっていっているわけでしょう。だから、掘れたから埋

めますという話と、たまったからならしますという話のところは、ちょっとやっぱり河
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川管理者の目で見ておく必要はあるんでしょうね。 
〇村上委員長 そうですね。 
〇宗田委員 それに、言わせていただくと、高水敷に土がさらわれるたびに２５０万円を

国庫から出すということを考えると、本当にこの河川を占用していただくことは妥当な

のかという、そこまでの公益性はあるのかということは、納税者としては感じるんじゃ

ないかと思うんですけどね。 
〇河川管理者（寺内） ちなみに、災害復旧につきましては、例えば２５０万、２４０万

かかったうちの満額が国費にはなっていません。災害査定官というものが我々から派遣

されまして、最悪出ないという場合ももちろんあります。割合は我々はちょっとわかり

かねますけれども、例えば２４０万のうちの１０分の１とか、３分の１とかいう率にな

っておりますので、そこだけちょっと参考の情報でお知りおきいただければと思います。 
〇宗田委員 そもそも、市町村の河川敷、高水敷にグラウンドがなかったら、災害は起こ

りにくいですよね。 
〇村上委員長 災害と言わないですね。 
〇宗田委員 河川敷に水がつくのは当たり前なことであって、普通のグラウンドが災害に

遭う頻度と比べたら、それは本当に災害なのかというところが、一国民としては、その

制度はともかく疑問だと思うんですね。 
  当然低コストだし、八幡市に限らず、多くの自治体がグラウンドを整備するには多大

な資金が要ると。それが不足しているので、河川敷をとりあえず使うということはわか

るんだけど、いつまで復旧に２５０万とか、それは４回あれば１,０００万円になるし

という話になるわけですけど、そこまでかけるんだったら、最初から災害を受けないグ

ラウンドをつくってもらうほうがいいのかもしれないという議論は当然出てくると思う

んですね。 
だから、こういうときに、国民の納税者の視点でどう見ているかということも重要な

視点だと思います。それはこの河川占用の議論とはちょっと外れますので、これでやめ

ますが、一納税者として疑問が湧いているので申し上げているということです。 
○辻本委員 河川占用の議論としては、治水上問題のある箇所の災害復旧と、占用してい

る占用が不自由になったために河川管理という視点で災害復旧に上乗せしていくという

ことを同一で見ていいのかという話は、占用の問題にかかわってくる話でしょうね。 
〇村上委員長 そうですね。それは分けたほうがいいですね。 
〇河川管理者（松原） 通常であれば、もし土がかぶったということになりましたら、そ

の状態でまだ使いたいという占用者がいらっしゃれば、当然占用者のほうでどけるとい

う話になってますのでね。 
○辻本委員 その話はそれで済む話ですね。基盤までやられたときに、基盤の問題が河川

災害なのか。 
〇河川管理者（松原） そこまでいったときには、ちょっとうちのほうも入ると。 
○辻本委員 そういう問題のあるようなときには、やっぱり問題視して資料は残しておか

ないと。 
〇宗田委員 整理するために言うと、この委員会は長年やっていまして、河川敷の野球は

草野球でいいじゃないかという議論をさんざんしてきたわけですよね。それが環境にも
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調和する河川敷のあり方ではないかという議論をずっとしてくる中で、いや、内野だけ

は芝生を植えませんという、その点だけなんですよ。ほかは草を植えていただいている

だけですからね。だから、今後徐々に河川占有のあり方も検討されていく中で、やがて

内野にも芝生を植えてもらえれば、これ以上のことは起こらないわけで、内野グラウン

ドは裸地でなきゃいけないという立場の方がおられるんだろうと思うんですが、その方

と今後同意妥協点を見出していくかということだろうと思う。 
納税者の視点とか言うと大げさになりますけど、ポイントはそこに、内野グラウンド

が芝生を張るか張らないかというところにあるということを確認しておきたいと思いま

す。 
〇村上委員長 だから、もしそういうことになったら、占用地のもっと比高の高いところ、

氾濫が起こらんところへ持っていくというのがやっぱり一つの考え方。余りたびたび起

こると、それは無駄です。まさに無駄なことなので、氾濫場所というのは自然環境がい

いところだと。だから、そういうところはなるべく人が使うんじゃなしに、自然に任せ

て、河川の攪乱が少ないところに持っていって、そうすると、今の問題も、別に土を盛

ってやることもないですし、そういうふうにしたらどうですかと、この前からずっと言

っているんですよ。周辺のいいところがあったら、そっちへ持っていきなさいと、その

ほうがよっぽど合理的ですよと。自然環境に与える影響も少ないし、それから使用に対

しての維持コストも少ないでしょうと。それは納税者の観点としても非常に合っている

のと違うかという話を、だから、僕はそういう項目をチェックリストに入れてくれとい

う話で、どこかにそういうところがないかということを検討するということを入れてい

るわけですね。その辺のところが、きょうの話の一つのポイントやと思います。 
  それであとは、この前行ったときに、看板なんかが建ってましたけれども、少し環境

学習みたいなものも意識した形でやろうとした面で、その辺は僕は評価していいと思う

んです。やはり河川にあるグラウンドという性格をちゃんと踏まえたものにしてほしい

というのが、一番大きな視点やと思うんです。 
〇久保田委員 生き物とか、草とか、そういったものの案内看板でわかりやすいのがあっ

たので、今回回ったところでは、八幡市さんだけがそんなふうにきちんとと言ったら変

ですけれども、ちゃんとされているなあと思ったので、この調子で環境に対する啓発な

どを進めていただけたらありがたいなと思っています。 
〇村上委員長 理想を言ったら、個別の指標をちょっと言ったんですけれども、このあた

りはこういう群落やとか、その中で言ったほうがいいんですけどね。例えばヨシ群落が

あって、ヨシというのはこうですよと。ヨシとオギとセイタカヨシとツルヨシを区別で

きる人はほとんどいないんですよ。だから、１種類だけじゃなしに、その辺のやつを紹

介してもらったらおもしろいと思うんですけどね。 
  ヨシとオギは特に間違いはるんですよ。今見たら、オギはもうススキみたいに真っ白

になってますし、ヨシは茶色ですから、ぱっと見たらわかるんですけど、そういうこと

も含めて書いてもらったら。この前見たら、書くのならこういうことを書いてほしいな

というのがあって、僕から見たら、せっかく看板をつくるのにもったいないなと思って

見たんですけどね。つくるときに多少でも聞いてもらったら、手伝いますから。なるべ

く市民に対してわかりやすい看板にしたほうがいいと思うので、そういう点ではもう少
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し勉強が要るなあと思って見ていました。 
  でも、最初の一歩が非常に重要なので、つくられたことは非常にいいことやなと、僕

は評価してます。 
  ほかにございますか。 
〇久保田委員 利用者数がこの２年間ちょっと減っているのは、やっぱり災害の影響があ

ったということですね。わかりました。 
〇村上委員長 かなり影響してますね。１万ぐらいはコンスタントにあったんですが、３,

０００から４,０００に落ちてますからね。 
  そうしますと、この件はこれで結構でございます。 
〇占用者（八幡市） ありがとうございました。 
 
２－２）木津川河川敷運動広場（久御山町） 

２－３）京都府木津川運動広場（京都府） 

 
〇村上委員長 ２番目の木津川河川敷運動広場と３番の京都府市木津川運動広場を一緒に

やったほうがスムーズだと思いますので、そうしましょう。 
○司会（髙橋） そうしましたら、２番目と３番目の審議を一緒にするということでござ

いますので、久御山町様と京都府様、同時に前に移動していただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 
〇事務局（峠） そうしましたら、資料の３４ページをご参照ください。まず、上のほう

に記載がありますけれども、３３番、木津川河川敷運動広場ということになっておりま

す。場所につきましては、右岸側の３.８キロ周辺となってございます。 
  現在の利用形態でございますけれども、野球場が１面、球技場が２面、自由広場が２

面となっておりまして、その占用面積につきましては、約４万平米となってございます。 
利用者数でございますけれども、平成２６年度は約１万３,０００人というふうにな

ってございます。 
続きまして、地域の状況ということで、３６ページでございます。占用地及び周辺の

自然環境でございますが、下流部の水際は、砂州や湿生の草地となっているほか、ヤナ

ギ類などの河畔林が帯状に見られる状況です。それから、地域にはオオヨシキリなどの

ヨシ類の群落に依存する鳥類が見られる、そのような地域となってございます。 
前回の意見ということで、３５ページの真ん中辺をご参照いただきまして、ご意見を

４ついただいている状況です。 
１つ目が、チラシの配布等、環境啓発の取り組みを始めていることは評価できるので

その内容等について質を高めるように配慮されたい。２つ目に、自然観察教室のチラシ

等には担当者名を記載し、開催に当たっては責任を持って実施されたい。３つ目、ヌー

トリアなどの外来種に関する知識など、スポーツを目的として占用地を利用している人

にも河川環境に興味を持たせるような取り組みを進められたい。４つ目が、上記の取り

組みに当たっては、河川レンジャー等と連携されたいというふうにご意見をいただいて

いる次第です。以上です。 
〇村上委員長 説明するときに、３８ページみたいな利用状況と４０ページの航空写真、
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■過年度審議結果のレビュー
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平成16年 委員会 「都市計画マスタープラン」では河川の自然環境を重視した公園と位置付けられている
が、「みどりの基本計画」ではスポーツ施設の充実を図る、というように読み取れる。整合
が図られていないのではないか

⇒ 両計画の作成時期がずれているため、表現の不整合がある。基本的にグラウンドとし
ての位置づけであり、平成17年度以降の都市計画見直しにおいて整合を図りたい

冠水頻度の少ないところをグラウンドとして活用し、冠水しやすい水辺は親水機能を持た
せる、というような発想が重要だと思う
施設の面積が大きいこともあり、占用地のうち水辺に近い部分を自然に返してはどうか

⇒ 当該施設は市北部の交流拠点の中心となっており、人と自然の共存する地区として位
置付けていきたい

川でなれければならない利用を優先し、その他は堤内地で、という基本原則に沿った形
を踏襲すると、水辺は親水機能を持った場に変えていってもらいたい

スポーツ利用を完全に否定するわけではないが、市内にはほかにもたくさん公園が整備
されている。スポーツ施設としての機能は堤内側に重点を置き、当該公園は川の自然環
境に親しむ場として位置づけられるとわかりやすいと思う

⇒ 施設ごとに使用可能スポーツの種類が限られる。硬式野球は市内の球場では実施で
きず、河川敷でやらせていただきたい

整備計画原案において「基本的に縮小ないし廃止」ということが決まっているので、河川
敷公園をスポーツ利用していく方向性は問題がある。生物の利用に配慮し、水辺を返還
してもらいたい

【木津川下流】

「No.34 川⼝市⺠公園(⼋幡市)」

■過年度審議結果のレビュー
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平成17年(第1回)
委員会

当該箇所は木津川の最下流に位置し、過去に河床低下も生じている。水量も多く流速も
早いため、水に入って親しむような活動は不可能ではないか

木津川は生物多様性の意味でかなり優れた場所といえる。単なる利用空間としてではな
く、自然教育の場としても活用できるポテンシャルを有している

⇒ 水辺プラザの整備を行い、カヌーのような水面利用ができるような方策について模索し
ていきたい。自然教育は、既往調査結果等も生かし、啓発に取り組んでいきたい

「水と緑のネットワーク」、「水辺の整備」、「親水目的に活用する」などの記載があるが、
具体にどのような取り組みを考えているか

⇒ 流れ橋付近の水辺プラザ整備（国交省）との連携や、周辺の府管理河川での親水空間
整備等とのネットワーク等を検討中である
訪問者が川に関心を持ってもらうような取り組みを展開していただきたい

今回の更新にあたって、面積縮小の方向性を出していただきたい。今後縮小を進めるた
めには利用者の意識が非常に重要。木津川の河川空間に位置していること自体が教育
的にも意味があるということを理解してもらうことが重要

⇒ 利用区域から低水護岸までの20mの緑地帯（600㎡）の占用を縮小する方向としたい

平成17年(第2回)
委員会

スポーツ利用する市民以外の市民が、当該占用地を利用できない、というような状況が
生じていないかどうか検証する必要がある。偏った利用は是正すべき

野球場としての需要量を把握する必要がある。野球練習時の騒音が原因で、市街地で
の活動には苦情が出るので河川敷を利用したい、というのは建設的でない

⇒ 小学校の校庭解放などの対応を進めているが、学校再編なども含め、市内の様々な
施設の適正規模を検討している。次回の総合計画で整理したい

環境に対する市民意識の啓発、環境学習の取り組みを進めていく必要がある。環境学
習については河川レンジャーとの連携などを図り、利活用の具体化を検討されたい

【木津川下流】
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平成17年(第3回)
委員会

（過年度指摘への回答）

⇒ 占用地におけるスポーツ以外の環境教育の場としての利用については、市内の関係
各課、教育委、市民団体等の協力を得ながら検討を進めている

自然環境学習の場として整備を進めていく方向で具体化していってほしい。河川空間の
なかでしかできない利用を活かす、といった方向性を出されたい
上位計画の「グラウンドとしての機能充実」という表現については再考されるのか

⇒ 計画に記載されているが具体の予算措置はない。次回更新時に訂正する予定

石清水八幡宮という重要な社寺があり、京都府民にとって非常に大きな財産、文化遺産
を有しているということを勘案すれば、この区域の河川環境を保全する意義は大きい
市民の社会教育、生涯教育という観点でも、河川空間の利用を前向きに考えてほしい

⇒ 三川合流点を重要な拠点として考えている

グラウンド利用以外にも、スポーツを楽しみながら水辺での自然環境教育も進めていく、
という方向にシフトしてくことが重要

⇒ スポーツ少年団の指導者に、施設利用の際は周辺の生物を観察することを促すような
指導を進めており、これらの取り組みについてほかにもPRしていきたい

平成19年 委員会 新たな施設拡充を行わず、環境の保全・再生に一層配慮すること
関係機関と連携のうえ、人と川とのつながりを重視した取り組みを行うこと
川らしい自然環境を保全再生する観点から、将来の施設のあり方を検討すること

⇒ 安全に水辺に降りられるような構造、整備ができれば、自然環境学習に活用しやすくな
ると考えている

【木津川下流】
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平成21年 委員会 新たな施設の拡充を行わず、河川環境の保全再生に一層配慮されたい

占用区域外を駐車場として利用しているところは、利用実態を把握して適正な台数を定
め、駐車場を占用範囲内に収めるようにされたい

自然を知ってもらうことが自然に親しむきっかけとなる。訪問者に木津川の自然環境を認
識してもらうため、河川レンジャーの協力を得ながら教科書、ガイドブック、小冊子等でそ
のようなきっかけを与えていただきたい

⇒ 「八幡の小さな仲間たち」という冊子を自然環境教育で活用しているが、内容のリバイ
スが必要となっている。また、水生生物紹介の看板を公園内に設置した

平成27年 委員会 啓発広報を実施する際には、希少種や外来種に関する説明等、市民の環境理解を進め
るよう配慮されたい

平成24年 委員会 （前回指摘への対応）

⇒ 駐車スペースについて、乗り合いを推奨するなどして台数の縮減を図ったが是正の方
向性が見られず、近隣小学校跡地の利活用について検討を進めている

土砂を持ち込まずに災害復旧を実施するなど、過年度指摘事項をほぼ１００％実施され
ており評価に値する

⇒ 平成24年度は浸水被害が軽微であったため土砂の持ち込みを行わずに復旧すること

ができた。浸水深が大きいと土砂流出が激しくなるため、土砂流失対策として野芝の播
種を実施している

【木津川下流】
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33. 木津川河川敷運動広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
記入者：今道 

（事業建設部 都市整備課 都市整備係） 

   

24



   ：占用区域 

    

番号 
33.木津川河川

敷運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 久御山町 場所 

右岸3.8k-40m～3.8k+150m 
4.2k－137m～4.2k+80m 

１．施設の概要                                (占用者作成) 

位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現況写真 

上流側   

   

 

 

        

下流側 

 

   

 （写真撮影者：占用者） 

現在の 
利用形態 

野球場(１面)・球技場(２面) 
自由広場(２面) 

都市計画 
の有無 

無し 

占用面積 40,150.38 ㎡ 付帯施設等 
可搬式便所 3基･サッカーゴール（可搬

式）12 基・バックネット（取外式）1基 

等 

許可の経緯 
＜当初許可＞ S57.12.13 

＜許可期限＞ H32.3.31 

利用者数 

平成 25 年度 14,285 人 

平成 26 年度 12,907 人 

平成 27 年度 10,852 人 

平成 28 年度 11,077 人 

平成 29 年度 6,624 人 

堤内地･ 
堤外地 

堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地 

周辺の 
土地利用の

状況 

・久御山町にあっては都市化が進む中で、農地の保全に努め都市近郊に特徴的な野菜生産が盛

んに営まれており、耕作放棄等による広大な未利用地は確認できない。 

・H29 国土地理院資料：久御山町面積 13.86k ㎡、農地 5.888k ㎡（H27 国勢調査：15,805 人） 

・久御山町は国道 1 号、第 2 京阪道路、京滋バイパス等の主要道路でネットワークされてお

り、その利便性から商工業への土地利用も多い。 

・上記のとおり、京都府内でも比較的狭隘な久御山町で、グラウンドを確保できるほどの一体

地となった遊休地の確保は困難な状況である。 

関連諸計画

における 
占用地の 
位置付け 

・「久御山町第５次総合計画」及び「久御山町都市計画マスタープラン」では本広場を公園・

緑地ゾーンに位置づけている。 

・地域防災計画における位置づけはない。風水害時には冠水となるため避難地としては不適。 

その他 
特記事項 

・昭和 40･50 年代に住宅地開発が進み、人口が著しく増加したものの、運動施設は町所有グラ

ウンド 1面及び学校体育施設しかなく、利用希望者に応えられない状態となっていた。 

・使用されなくなった牧草採取地の当該地について、久御山町長が運動広場としての占用許可

申請を行い、昭和 57 年 12 月に占用許可を得て、野球場 1面及び自由広場 1面を整備。 

・その後、昭和 59 年に球技場 2 面･自由広場１面を、平成 2 年には多目的広場 1 面･ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

場１面･自由広場１面を各々申請・占用許可を受け、新設した。 

・平成 7 年 5 月の大雨で全面冠水し、多目的広場及びｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場が被害を受け、利用ができな

い状態であったため、この部分を返還し、野球場 1面・球技場 2面・自由広場 2面の占用申

請を行い、平成 20 年 5月 15 日に許可を受けた。 

・復旧については、隣接する京都府野球場の復旧と連携しての作業となる。 

・平成 28 年度には台風 16 号の影響で冠水したため、流出分の 57 立米の土を補充し、約 1 ヶ

月、130 万円かけて復旧工事を行った。また、平成 29 年度には台風 5 号、21 号の影響で冠

水したため、120 立米の土を補充し、約 1ヶ月、300 万円かけて復旧工事を行った。 
  

ランク：A 
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ランク：A 
 

番号 
33.木津川河川

敷運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 久御山町 場所 

右岸3.8k-40m～3.8k+150m 
4.2k－137m～4.2k+80m 

２．施設の現状                                (占用者作成) 

占用の 
必要性 

・本運動広場は設置後多くの利用があり、町内におけるスポーツ人口の増加もあって占用の拡大も行っ

てきた。 

・現在においてもスポーツ振興の拠点として大会等も開催され、消防訓練の場としても利用されるなど、

当広場の果たす役割は重要でかつ必要不可欠なものである。利用者の数値的な目標は設定していない。 

・野球、サッカー他で使用。サッカーは毎月のように大会がある。 

管理状況 

・管理主体 ：施設管理及び貸出業務は(公財)久御山町文化スポーツ事業団に委託。 

・管理規則の有無：有（施設の設置及び管理に関する条例の他、管理運営要領・施設点検整備要領有り）。 

・管理内容 ：上記委託業者による芝刈りは年 10 回程度、専門業者による周辺草刈りを年３回程

度実施。草刈りに際し、除草剤は使っていない。洪水時にはサッカーゴール・移動

式トイレ・バックネット・看板を役場駐車場へ移動する。また、毎年、出水期を前

に撤去訓練等を実施している。 

利用状況 

・利用規則の有無 ：有（施設の設置及び管理に関する条例の施行規則）。休日には入口ゲート

を施錠しているので進入はない。 

・排他独占利用の有無 ：無。 

・申請内容と異なる利用等 ：無。 

前回審議の

意見と対応 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・２つの自治体が、隣接する同一箇所を占用す

る必要性を明確にされたい 

木津川河川敷運動広場において、京都府が占用し

ている部分については、「広く府内在住者の利便性

の向上を図る」、「少年の使用を優先」と位置付け、

使用料を免除するなど、久御山町の運動広場と性

格を異にしている点があり、そのため、利用者の

大多数が久御山町外の方が占めている。 

また、運動広場開設時において、京都府南部にお

ける人口あたりの公園面積が京都府全体の平均を

かなり下回っており、都市公園に位置づけられな

いながらも、京都府としての一定の責をはたして

いくとの当初の考えがあり、その意味からも、今

後も京都府の責により占用許可を得ていくのが妥

当としている。 

・今後の河岸侵食に備え、占用箇所の移転や利

用形態の変更など、利用者の安全に配慮した対

策をとっていただきたい 

自然災害による河岸の浸食から、利用者の安全を

守っていくためには、河岸からの十分な離隔距離

を確保する中で運動広場として提供していくべき

であり、現状を確認した上で、占用面積の縮小な

ど必要に応じて対応していきたい。 

・河川空間を利用した自然観察プログラムなど

の参加者数や、参加者の感想などについても把

握されたい 

・木津川観察教室 H28.H29.H30 年 1 回開催 参加

人数計 25 名 

・木津川クリーン大作戦 H28 参加人数 74 名 

感想等：「河川レンジャーからの木津川やゴミ問題

の現状についての解説がわかりやすかった」「今後

もこのような活動があれば参加したい」などの意

見を頂いている。 

環境保全 
に向けて 
申請者の 
取り組み 

長期的展望 ：利用者数の増加を見せている中で一部返還も行いつつ、自然との共生を

図っていく。 
利用者への環境保全の周知：受付時の周知として、ゴミを出さない、グランド以外に立入らない等啓発

を行っている。 
環境イベント等 ：（公財）久御山町文化スポーツ事業団が主催し、町内在住の小学生などを

対象とした教室を春から秋にかけて実施している。 
その他 ：利用者が清掃活動等を行っている。 

その他 
特になし 
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ランク：A 

 

番号 
33.木津川河川

敷運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 久御山町 場所 

右岸3.8k-40m～3.8k+150m 
4.2k－137m～4.2k+80m 

３．施設の自然環境的状況                        （河川管理者作成） 

占用地及び周辺の 

自然環境 

・占有地は運動広場として整備されている。下流部分は草地の状態である。 

・下流部の水際は、砂州や湿生の草地となっているほか、ヤナギ類などの河畔

林が帯状にみられる。 

・周辺の草地には、オギやチガヤ、クズのほか、外来種のセイタカアワダチソ

ウも少なくない。占用地の周囲には、チガヤ草地が目立つ。 

・上流側は前面から上流にかけて砂州が形成され、セイタカヨシなどが見られ

る。 

・占有地の対岸は水際に河原裸地が形成されており、背後にはセイタカヨシ、

ヤナギなどが見られる大規模な砂州が広がっている。 

・オオヨシキリなどのヨシ類の群落に依存する鳥類が見られる。 

・背後地は、上流部の国道１号沿いは住宅地や工場であるが、下流部周辺はほ

とんどが農地である。 

自然環境上重要な場所 

・占有地の対岸には、砂河川である木津川特有の大規模な河原が形成されてい

ることから、河原やヨシ原で生息・繁殖する鳥類にとって貴重な場所である。 

・占用地の下流部分の草地状態の区域は、オギ群落なども見られ、鳥類にとっ

て重要な場所である。 

・重要な種として鳥類ではオオヨシキリ等が確認されている。 

水際の 

状況 

水域までの

距離 

・水域までの距離：10～20ｍ 

・下流部分の河岸は自然河岸であるが、流水に洗われた状態で急峻で、前面の

水域は深い。 

・上流部分も自然河岸で、砂州が形成されている。 

・高水敷の端部には柵が設置されている。 

水面との 

高低差 

・約 5ｍ 

・冠水実績：近年では、平成 23 年から平成 26 年まで毎年洪水で冠水してい

る。 

環境面から見た 

望ましい利用方針 

・中央部から下流部は水際が急峻かつ前面が深い流れで危険であることから、

水際の利用の場合には、安全性確保が必要である。 

・河川内を利用する生物への影響を緩和するため、バッファーゾーンとなる河

畔林などはできるだけ保全することが望まれる。 

・砂州部の環境が重要と考えられることから、特に、春～秋にかけての生物の

繁殖期には生物の忌避行動につながるような行為（多くの人が集まる、大き

な音が出るなど）は避けた方がよい。 

・昆虫等の生息域となる自然環境を広げるために、管理区域等の草地の刈り残

しを図る。 

・法面に貴重な植物等が生育している可能性があるため、除草等については別

途出張所等と調整を行う。 

・利用範囲の認知のために、占用範囲を看板、標識等により明示する。 

・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用地及び周

辺での利用のあり方や環境保全への意識向上を図る。 

・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと

連携した環境教育のあり方を検討する。 
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ランク：A 
 

番号 
33.木津川河川

敷運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 久御山町 場所 

右岸3.8k-40m～3.8k+150m 
4.2k－137m～4.2k+80m 

４．占用許可期間の更新についての意見                   （委員会作成） 
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ランク：A 
 

番号 
33.木津川河川

敷運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 久御山町 場所 

右岸3.8k-40m～3.8k+150m 
4.2k－137m～4.2k+80m 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真                （写真撮影者：占用者） 

(平面図)  
 

 
 

(断面図：4.0k) 
  

 
 
 

   
①トイレ                        ②水際の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 30 年 5月 28 日撮影                 平成 30 年 11 月 12 日撮影 

① ② 

③ 

⑥ 

⑤ 

⑦

⑧
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ランク：A 
 

番号 
33.木津川河川

敷運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 久御山町 場所 

右岸3.8k-40m～3.8k+150m 
4.2k－137m～4.2k+80m 

               (写真撮影者：委員会事務局) 

③占用に関する看板                  ④上流側より球技場 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 30 年 10 月 11 日撮影                 平成 30 年 10 月 11 日撮影 
 
⑤上流側より全景 

 
平成 30 年 10 月 11 日撮影 
 
⑥府占用区域と町占用区域の境界            ⑦サッカーゴール 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
平成 30 年 10 月 11 日撮影                 平成 30 年 10 月 11 日撮影 
 
⑧球技場全景 

 
平成 30 年 10 月 11 日撮影                  
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別紙 
 
 
・利用実態に係る図面 
 

 

 
・利用者数の把握方法 
 予約する際に必要な利用人数を集計している。 
 
・連絡調整を行った機関について 
  

社会教育課 ： 占用地の運用について確認 
  

(公財)久御山町文化スポーツ事業団 ： 占用施設の使用人数の確認 
                 自然観察プログラムについて確認 
  

建設総務係 ： 自然観察プログラムについて確認 
  
 工事管理係 ： 復旧工事内容について確認 
 
 

バックネット 

サッカーゴール 
（12 基） 

球技場 

野球場 

トイレ 

進入路 
自由広場 
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【チェックリスト】 
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設
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づ
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総
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計
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2
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る

」
、

「
少

年
の

使
用

を
優

先
」
と

位
置

付
け

、
使

用
料

を
免

除
し

て
お

り
、

利
用

者
の

大
多

数
が

久
御

山
町

外
の

方
が

占
め

て
い

る
。

京
都

府
が

占
用

し
て

い
る

部
分

に
つ

い
て

は
、

「
広

く
府

内
在

住
者

の
利

便
性

の
向

上
を

図
る

」
、

「
少

年
の

使
用

を
優

先
」
と

位
置

付
け

、
使

用
料

を
免

除
し

て
お

り
、

利
用

者
の

大
多

数
が

久
御

山
町

外
の

方
が

占
め

て
い

る
。

○
：
合

致
す

る
△

：
一

部
合

致
す

る
×

：
合

致
し

な
い

7
特

定
の

利
用

者
・
団

体
に

限
定

せ
ず

、
公

平
な

利
用

が
で

き
る

か
利

用
申

請
を

す
れ

ば
誰

も
が

利
用

で
き

る
。

○
：
公

平
に

利
用

で
き

る
△

：
公

平
に

利
用

で
き

な
い

　
　

 場
合

が
あ

る
×

：
特

定
の

者
が

利
用

8
利

用
状

況
は

占
用

目
的

に
合

致
し

て
い

る
か

運
動

広
場

と
し

て
の

利
用

が
さ

れ
て

い
る

。

○
：
合

致
し

て
い

る
△

：
合

致
し

て
い

な
い

場
合

が 　
　

 あ
る

×
：
合

致
し

て
い

な
い

9
連

携
体

制
「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

関
す

る
取

組
に

つ
い

て
、

施
設

利
用

者
や

地
域

住
民

、
市

民
団

体
等

と
連

携
し

て
い

る
か

で
き

て
い

な
い

。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

占
用

地
の

下
流

部
分

の
草

地
状

態
の

区
域

は
、

オ
ギ

群
落

な
ど

が
見

ら
れ

、
ヤ

マ
ガ

ラ
な

ど
の

小
型

鳥
類

に
と

っ
て

重
要

な
場

所
と

な
っ

て
い

る
。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

占
用

地
に

お
い

て
は

、
冠

水
記

録
が

あ
る

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

3
3



Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
今

道
（
事

業
建

設
部

 都
市

整
備

課
 都

市
計

画
係

)
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
3
3
.木

津
川

河
川

敷
運

動
広

場
）

N
o

確
認

の
視

点
確

認
事

項
過

年
度

意
見

過
年

度
意

見
に

つ
い

て
の

対
応

と
進

捗
占

用
者

に
よ

る
確

認
河

川
管

理
者

に
よ

る
確

認
河

川
保

全
利

用
委

員
会

の
意

見
評

価
欄

評
価

区
分

備
考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

占
用

区
域

と
河

川
流

水
部

と
の

間
に

は
緑

地
帯

が
あ

り
、

葦
や

柳
な

ど
が

茂
っ

て
い

る
。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

水
際

へ
の

人
工

的
な

改
良

は
し

て
お

ら
ず

、
占

用
区

域
で

は
除

草
等

の
管

理
を

専
門

業
者

に
よ

り
3

回
/
年

実
施

し
て

い
る

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

自
然

環
境

を
周

知
す

る
た

め
の

チ
ラ

シ
を

作
成

し
、

配
布

し
て

い
る

。
看

板
設

置
な

ど
を

行
っ

て
い

く
必

要
性

が
あ

る
と

考
え

て
い

る
が

、
実

現
に

は
至

っ
て

い
な

い
。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

河
川

空
間

を
利

用
し

た
自

然
観

察
プ

ロ
グ

ラ
ム

な
ど

の
参

加
者

数
や

、
参

加
者

の
感

想
な

ど
に

つ
い

て
も

把
握

さ
れ

た
い

・
木

津
川

観
察

教
室

H
2
8
.H

2
9
.H

3
0
年

1
回

開
催

　
参

加
人

数
計

　
2
5
名

・
木

津
川

ク
リ

ー
ン

大
作

戦
　

H
2
8

参
加

人
数

 7
4
名

感
想

等
：
「
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

か
ら

の
木

津
川

や
ゴ

ミ
問

題
の

現
状

に
つ

い
て

の
解

説
が

わ
か

り
や

す
か

っ
た

」
「
今

後
も

こ
の

よ
う

な
活

動
が

あ
れ

ば
参

加
し

た
い

」
な

ど
の

意
見

を
頂

い
て

い
る

。

年
に

数
回

、
木

津
川

観
察

会
等

の
活

動
を

実
施

し
て

い
る

。
（
（
公

財
）
久

御
山

町
文

化
ス

ポ
ー

ツ
事

業
団

）

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

設
置

さ
れ

て
い

な
い

。

○
：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る ×
：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

使
用

し
て

い
な

い
。

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

　
　

 あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か

支
障

と
な

っ
て

い
な

い
。

○
：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合

が
あ

る ×
：
支

障
が

あ
る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か
（
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

利
用

申
請

時
に

指
導

も
し

て
お

り
、

迷
惑

と
な

る
利

用
は

見
受

け
ら

れ
な

い
。

○
：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る ×
：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

定
め

て
い

る
。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
1

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

関
す

る
事

項
は

定
め

て
い

る
か

定
め

て
い

な
い

が
、

利
用

者
に

啓
発

チ
ラ

シ
を

配
布

し
て

い
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

　
　

 ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

周
知

し
て

い
る

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

　
　

 ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

3
4
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し勉強が要るなあと思って見ていました。 
  でも、最初の一歩が非常に重要なので、つくられたことは非常にいいことやなと、僕

は評価してます。 
  ほかにございますか。 
〇久保田委員 利用者数がこの２年間ちょっと減っているのは、やっぱり災害の影響があ

ったということですね。わかりました。 
〇村上委員長 かなり影響してますね。１万ぐらいはコンスタントにあったんですが、３,

０００から４,０００に落ちてますからね。 
  そうしますと、この件はこれで結構でございます。 
〇占用者（八幡市） ありがとうございました。 
 
２－２）木津川河川敷運動広場（久御山町） 

２－３）京都府木津川運動広場（京都府） 

 
〇村上委員長 ２番目の木津川河川敷運動広場と３番の京都府市木津川運動広場を一緒に

やったほうがスムーズだと思いますので、そうしましょう。 
○司会（髙橋） そうしましたら、２番目と３番目の審議を一緒にするということでござ

いますので、久御山町様と京都府様、同時に前に移動していただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 
〇事務局（峠） そうしましたら、資料の３４ページをご参照ください。まず、上のほう

に記載がありますけれども、３３番、木津川河川敷運動広場ということになっておりま

す。場所につきましては、右岸側の３.８キロ周辺となってございます。 
  現在の利用形態でございますけれども、野球場が１面、球技場が２面、自由広場が２

面となっておりまして、その占用面積につきましては、約４万平米となってございます。 
利用者数でございますけれども、平成２６年度は約１万３,０００人というふうにな

ってございます。 
続きまして、地域の状況ということで、３６ページでございます。占用地及び周辺の

自然環境でございますが、下流部の水際は、砂州や湿生の草地となっているほか、ヤナ

ギ類などの河畔林が帯状に見られる状況です。それから、地域にはオオヨシキリなどの

ヨシ類の群落に依存する鳥類が見られる、そのような地域となってございます。 
前回の意見ということで、３５ページの真ん中辺をご参照いただきまして、ご意見を

４ついただいている状況です。 
１つ目が、チラシの配布等、環境啓発の取り組みを始めていることは評価できるので

その内容等について質を高めるように配慮されたい。２つ目に、自然観察教室のチラシ

等には担当者名を記載し、開催に当たっては責任を持って実施されたい。３つ目、ヌー

トリアなどの外来種に関する知識など、スポーツを目的として占用地を利用している人

にも河川環境に興味を持たせるような取り組みを進められたい。４つ目が、上記の取り

組みに当たっては、河川レンジャー等と連携されたいというふうにご意見をいただいて

いる次第です。以上です。 
〇村上委員長 説明するときに、３８ページみたいな利用状況と４０ページの航空写真、

37
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これを最初にちょっと見てもらって説明していただいたほうが、現場がよくわかるんで

す。これはわざわざ利用状況に関する図をつくってもらっているので、やはり入れても

らったほうがわかりやすいなと思いますので、よろしくお願いします。 
〇事務局（峠） わかりました。 
  場所はほぼ同じところですけれども、続きまして、７０ページをご参照いただいて、

京都府木津川運動広場となっております。 
場所は、同様に右岸の３.８キロ程度になっています。 
現在の利用形態でございますが、野球場が１面、それから占用面積は約１.４万平米。

利用者数につきましては、約３,０００人となっております。 
場所等につきましては、７４ページ、７５ページに地域の状況がございます。 
以上でございます。 

〇村上委員長 そしたら、占用者の方、お願いします。 
〇占用者（久御山町） 久御山町の池田でございます。よろしくお願いいたします。 
  前回ご審議をいただいたご意見の中で、まず１番目の、チラシの配布等、環境啓発の

取り組みを始めていることについては評価できるので、その内容等について質を高める

ように配慮されたいといった件でございます。 
  管理を任せております久御山町文化スポーツ事業団が主催をいたしまして、町内在住

の小学生などを対象にいたしまして、木津川観察教室などを実施しておりまして、また

自然との共存、環境保全を図るべく、環境啓発のチラシ等の配布を行ってきたところで

ございます。今後も関係機関と連携を深めまして、利用者を初め広く住民の方が興味を

持っていただけるような観察教室などの取り組みを進めてまいりたいというふうに考え

てございます。 
  資料といたしまして、６７ページ、６８ページ等にそのときのチラシ等が載っており

ますので、ご参考にしていただきたいと思います。 
次に、自然観察教室のチラシ等に担当者名を明記し、開催に当たっては責任を持って

実施されたいというご意見がございました。これにつきましては、先ほどありましたよ

うに、６６、６７ページの一番下段のほうに、問い合わせ先なり、責任者、担当者の名

前を明記したところでございます。 
次に、３点目、４点目、これをあわせてのことなんですが、ヌートリアなどの外来種

に関する知識など、スポーツを目的として占用地を利用している人にも河川環境に興味

を持たせるような取り組みを進められたい。また、上記の取り組みに当たっては河川レ

ンジャー等と連携をされたいといったご意見をいただいております。 
これにつきましては、河川レンジャーさんとの連携というのは今のところちょっと難

しいところではございますが、今後、各種団体が河川環境に興味を持っていただけるよ

うに河川レンジャーさんのご指導なり助言をいただく中で、啓発等に取り組んでいきた

いというふうに考えております。 
以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

〇占用者（京都府・関口） 京都府山城北土木事務所の管理室の関口でございます。よろ

しくお願いいたします。 
  京都府の状況につきましては、７１ページが前回いただいたご意見と対応でございま
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す。 
  ７４ページをお開きいただきまして、地図がございますが、真ん中の茶色に塗ってご

ざいます部分が京都府の運動広場ということでございまして、その上流部と下流部につ

きまして久御山町さんの河川敷公園ということで、挟まれたような一体的な土地という

ことで利用させていただいているというところでございます。 
７１ページに戻っていただきまして、前回審議の意見と対応ということで、チラシの

配布等の取り組みには評価をいただいておりまして、その内容について質を高めるよう

に配慮されたいということにつきまして、管理・運営につきましては、先ほど見ていた

だいたような地理の関係上、運営・管理につきまして久御山町さんのほうに京都府から

委託をしておりまして、基本的に久御山町さんと協力しながら河川敷の運動広場と一体

的に対応をするということで、チラシ等の配布をしていただいているところでございま

す。 
次の自然観察教室のチラシ等には担当者を明記し、開催に当たっては責任を持って実

施されたいということでございますが、久御山町文化スポーツ事業団さんが主催をされ

まして、木津川観察教室等を実施していただいております。その内容につきましては、

先ほど説明がございましたように、チラシ等には連絡先とか担当者の名前を記入してい

ただいているというところでございます。 
ヌートリアなどの外来種に関する知識など、スポーツを目的として占用地を利用して

いる人にも河川環境に興味を持たせるような取り組みを進められたい。また、取り組み

に当たっては、河川レンジャーと連携されたいということにつきまして、管理運営につ

きまして、久御山町さんに委託をしてございますので、久御山町さんと協力しながら、

関係機関等と連携をして実施をしてまいりたいというふうに考えております。 
〇村上委員長 そうしましたら、これに対する質問ないし意見を……。 

これ、京都府が管轄する必要はどこにあるんですか。久御山町さんが全部とったら、

全部管理されたんですか。なぜ京都府がそこに出てくるんですか。 
〇占用者（京都府・関口） 利用形態を見てみますと、久御山町以外の利用者が８割以上

というような状況になっております、京都府の部分については。久御山町にお住まいの

方の利用は少なくて、それ以外の京都市内とか、そういうところの利用者が多いという

ことで、その分については京都府のほうで提供しているというふうな考え方で、京都府

が占用しているという形です。 
〇村上委員長 京都府のグラウンドだということで、久御山町以外の人の利用が盛んであ

ると。そうしておいたほうがいいと。 
〇占用者（京都府・関口） そうですね。実際、８割以上が久御山町以外の方の利用とい

うのが実態でございます。 
〇村上委員長 それで、その申し込みとか管理は久御山町がやっているんですか。 
〇占用者（京都府・関口） 一体的な場所にございますので、申し込みとかそういったこ

とについては、久御山町さんのほうに委託をいただいておりまして、そちらのほうでお

世話になっております。 
〇村上委員長 そしたら、久御山町さんの管理しているところはどうなっていますか、利

用者の分布は。久御山町以外の人と久御山町の人とに分けたら、どうなるんですか。要
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するに、どういう人がそこを利用しているのかということ。なぜかというと、こんなん、

一括で管轄したらしまいやないかと思うんですけどね。 
〇久保田委員 今、京都府さんの占用されているところの利用者の８割は久御山町以外だ

という説明ですね。久御山町さんの占用されているところは、どのくらいが町外でどの

くらいが町内かというデータはあるんですか。 
〇占用者（久御山町） ちょっとそこまでのデータは持ち合わせておらないんですが、利

用形態としましては、久御山のサッカーなり野球の団体もかなり利用はされておられる

というところで、詳しいデータまでは今ちょっと持ち合わせはしておりません。 
〇村上委員長 次回からは、利用実態のこともちょっと知りたいですね。それで、京都府

が単なる名義貸しなのか、それともちゃんと意味があるのかというのは、ちゃんとして

おいたほうがいいと思うんですよ。だから、久御山町の名前になっていると使いにくい

けれども、京都府のやったら使いやすいとか、そういうことがあるとすれば、それは意

味があるんでしょうしね。 
〇久保田委員 グラウンドじゃなくて、例えば公民館を使うとかいうときは、その市域も

しくは町内の人でしたら半額だとか、そういう理由があると思うんですけれども、この

グラウンドについては、利用料なんかについては特に差をつけてないわけですね。 
〇占用者（久御山町） 町外の方については、町内の利用の方の２倍と言いますか、要は

町内の方が利用される場合は半額と。 
〇久保田委員 そういうのをやっているんですか。 
〇占用者（久御山町） 内と外では、使用料は分けております。 
〇久保田委員 じゃあ、今データがないということであって、帰ればデータはあるという

ことですね。 
〇村上委員長 そういうことですね。一応それはデータの上ではあるわけですね、町内、

町外の別は。それは、きょうは無理でも、少しは用意しておいてもらったほうが、僕は

いいと思いますね。 
○辻本委員 ここも割合低くて、毎年のように冠水しているんだけれども、先ほどのとこ

ろのように、災害関連というのはないのかなと。グラウンドが掘れたり、それに対する

災害対応の工事をやったり、もう一つ気になるのは、川崖というか、もうすぐ水際です

ね。 
〇村上委員長 あそこは怖いんですよ。 
○辻本委員 あそこの浸食が進んでないのかとか、これだけ浸水していて、そんなことは

気にならないのか。その辺どうなんですかね。冠水する割には、あんまり変化はないん

ですか。 
〇村上委員長 いや、大分変わってますよ。僕が見たら、大分落ちてますね。 
○辻本委員 崖が大分浸食してそうな感じが……。 
〇村上委員長 浸食が進みましたよ。 
〇占用者（久御山町） 直近では、２４年に台風１７号の関係で全面冠水をしております。

２５年度は台風１８号で、これも全面冠水。２６年度は台風１１号による全面冠水。そ

れによって、全部使えなくなったという被害状況でございます。 
今のお話のように、水べりといいますか川べりにつきましては、気にはなっておると
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ころでございます。私どもとして、利用者に対する予防策としましては、区切りを…… 
○辻本委員 陸側のほうでね。陸側のほうで一応境界面を置いて安全柵を…… 
〇占用者（久御山町） 陸側のほうに安全を見て設けているというのと、月１回、業者に

委託はしておるんですが、パトロールも実施する中で、そのあたり大きく変化があれば

把握できるというような形での一定の対応はしておるところでございますが、なかなか

中まで入ってという部分では、目視だけの話にもなろうかと思いますので、その辺はち

ょっと難しい部分もあろうかと思います。 
○辻本委員 グラウンド面自身の被害というのはないんですか、掘れたり堆積したりとい

うのは。 
〇占用者（久御山町） 先ほど池田のほうから申しましたように、２６年に台風１７号の

関係で冠水したときに、うちのほうも野球場のグラウンド面、そのときは土、クレイの

部分が、全部クレイやったんですけれども、それの復旧もありますので、必要最小限に

持っていかれる分は減らすという意味で、内野部分、そちらのほうに芝を張りまして、

流出を極力しないようなということでの施工で対応はさせていただいたところです。 
○辻本委員 それはそれでいいんだけれども、その出水で掘れた分を補うようなことはさ

れなかったんですね。 
〇占用者（久御山町） いや、しております。 
○辻本委員 土を入れられたわけ……。 
〇占用者（久御山町） 土を必要最小限入れました。 
○辻本委員 先ほどのところは何立米という話があったけれども。 
〇占用者（久御山町） 木津川出張所さんのほうとも協議させていただく中で、流された

部分、草なり芝生の上に表土が堆積した部分は、できる限りもとに戻しなさいというこ

とで、取れる範囲は取りまして、もとに戻しての利用というような形もさせていただい

たところなんです。 
○辻本委員 持ち込まずに、切り盛りで大体いけたわけ……。 
〇占用者（久御山町） いや、やはりすき取るにしましても、やはり全部が全部の量が戻

りませんので、ある程度は入れさせていただいたという形にはなるんですけど。 
〇村上委員長 ここのところには入ってないんですけれども、たしかそういうことは書く

ようにというのがあったと思うんですけどね。チェックリストのほうには必ず書いてく

れと言ったんだけれども、施設の現状のところ、自然的状況やったか、どっちか忘れま

したけれども、何年度に冠水した、それで災害復旧したとか、そういうものは必ず書い

てくださいということになっていると思いますが、これ、触れてませんね。 
〇宗田委員 ３４ページの一番下の特記事項のところにその記述はあるんですが、何立米

土を入れたまでは書いてないし、必要最小限客土されて土を入れ、なおかつおたくは内

野にも芝を張ったんですね。 
〇村上委員長 そうそう、それは見ました。 
〇占用者（久御山町） 内野部分に張りました。ベース周りはちょっとあれなんですけど、

内野部分には張り芝はしました。 
〇村上委員長 芝を張ったから、持っていかれてないですね。 
〇占用者（久御山町） 今年の出水時にも３回ほど浸かりはしたんですけれども、張った
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おかげもありまして、流されるということはなかったです。 
〇村上委員長 それは見ました。 
〇宗田委員 最低限カバーはし、芝生を張ったので、これ以上はもう客土しなくて済みそ

うだということですね。 
〇占用者（久御山町） そうですね。 
○辻本委員 問題は、むしろ浸食のほうが進んでくるので、川崖が浸食するのを防止する、

これをずっと使いたかったら、崖をかなり手当てしないといけないというような話が出

てきたら本末転倒なことになりそうなんだけれども、いつごろまでもちそうなのかなと

いう心配な、変化しそうなところですね。 
〇久保田委員 多分、徐々に浸食が進むと思うんです。 
○辻本委員 進みますね。何か施設があれば、抑えたいところなんでしょうね、浸食防止

をしたいと。 
〇久保田委員 それと、資料７５ページに写真が載っているんですけれども、上から２番

目の左側の写真を見ますと、ベンチがほとんど埋まってしまっているような状況で、こ

れは多分、水がかかったときに土も持ってこられて、それで埋まったんじゃないかとい

うふうに思うんですけれども、こういうのを考えると、掘られたところに新しく土を持

ってくる、外から持ってくるんじゃなくて、この中の土をならしてというようなことが

できれば、そのほうがいいんじゃないかというふうに思ったりするんですが。 
〇宗田委員 それもある程度おやりになったということですね。 
〇久保田委員 そういうことなんですかね。 
〇占用者（久御山町） そうですね。取れる分では、ぐっとこうユンボといいますか、あ

れでずっと押して……。 
〇村上委員長 多少は下がったと思います。昔はもっと高かった。 
〇宗田委員 だから、沈んでくるのもあるでしょう。ベンチがそこにあれば、そのベンチ

の足のところが掘られますからね。 
〇村上委員長 でも、あのときには大分堆積してましたからね。 

だから、浸食に関する話は、どうなのですかね、グラウンドにしているところの浸食

は、治水面で問題が起こりかけていますね。もう数メートルでどんと落ちてますね。特

に水が流れるところは浸食されて大変ですけど、この辺の問題は難しいですね。こうい

う場所にはあんまりつくるべきではないと思ってるんですけどね。危ないしね。 
〇河川管理者（増田） 河川敷で言いましたら、やっぱり水が来て河岸が削られておると

いうところになったら、そこをあえて復帰までして占用させるのかというのは、ちょっ

と別議論で絶対出てくると思います。そこで、それはもう占用者の方にはきつい話にな

るんですけれども、先ほど申し上げたように、河川敷はこんなことになっておる、水が

来ることが前提でやっておると。で、縁が切れたときが来たんだという話で判断する可

能性がやっぱり出てくると思います。利用のためなのか、治水のためなのかということ

になったら、治水を犠牲にして利用を復活させるのかといったら、その勇気はちょっと

出てこないと思います。 
〇宗田委員 それはそうでしょう。 
〇河川管理者（増田） ただ、今現在ちょっとずつ浸食を小まめにどうする、ああすると
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いうメンテナンスの話だったら別なんですけれども、状況がもうこれだと判断できると

きが来たときにはというのはですね。それで、狭い面積でまだやりますということだっ

たら、その変更とかはあるんですけれども、こうじゃないとできませんと言われたら、

もうその条件は厳しいですというのを正直に言うしかないと思います。 
〇村上委員長 ７６ページの図を見ると、京都府の管轄している場所が特に水当たり部分

になってましてね、それで狭い面積になっているわけですよ。そしたら、ちょっとずら

してそこのところへ持っていけば、広い河川敷があるわけですよ。だから、この辺のと

ころは、僕は多少配置みたいなことも考えたほうが得だなと思っているんですけどね。 
〇河川管理者（増田） そこら辺を考えたら、チェックリスト、例えば４９ページの４番

なんですけれども、川らしい自然環境に影響が少ない施設に転換する計画はあるかとい

うところで、例えば河川敷内で水のかぶらないところにいっそのこと引っ越したらどう

ですかとかいうのも、このチェックリストの中で何かお考えないですかと投げかけさせ

てもらっているところではあるんです。 
〇村上委員長 だから、これを見ていたら、河川敷の広いところはそれなりに自然環境は

おもしろいんですけれども、でも、しょっちゅう水をかぶるところは、ほっておいたら

割と自然に戻っていくんですよ。そういう意味では、ちょっと移動することも考えたら

どうかというのは、僕は思いますね。これだけ毎年やられて、そんなんやったら損やな

いかと。そっちへ持っていったら、もっといい形で安定して使えるのではないかと、使

う立場に立ったら、そう思いますよ。 
〇久保田委員 ６４ページに築造・復旧経費の一覧表というのがありますけれども、これ

は久御山町さんの区域のものですかね。ちょっと状況が把握できてないんですけれども。 
〇占用者（久御山町） はい。 
〇久保田委員 これ、５９年度からの復旧工事で、合計で１億４,５００万円という数字

になっているということなんですね。 
〇村上委員長 ずっと継続すると、やっぱり大きいですね。だから、そういう意味では、

僕らは割とまともなことを言っていて、やっぱり税金の使い方としてはまずいんじゃな

いですかと。これはやっぱり考えるべきことだと僕は思いますよ。 
〇宗田委員 ただ、移すとなると…… 
〇村上委員長 費用が要ります。 
〇宗田委員 その上の築造工事のところを見ると、平成２年に多目的・ソフトボール場に

７,２００万円使っているので。 
〇村上委員長 だから、全部は無理としても、一部ひどい浸水部に当たるところは怖いな

と思っていますから、それが起こったときには、それは考えないとしようがない。そこ

はもう使用禁止ということになりますからね。だから、今のうちからそういうことを考

えて手を打ったほうが、僕は賢いと思いますけどね。 
〇宗田委員 スポーツ施設は意外とお金がかかるということがよくわかりますよね。土を

ならすだけでこれだけのお金が……。 
〇村上委員長 でも、多目的にすると多少ましやと思うんです。完全に裸地しなくても、

芝張りでいけますからね。そんなことはやっぱり一度検討してもらうことは必要やと思

うんですよ。 
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〇河川管理者（増田） 結果的に累積した数字、１億４,５００万円というのも当初から

計画しているものじゃなくて、毎年ちょっとずつやっていたらこうなったので、誰も想

定はしていなかったと思うんですけれども、この実態の中で、ちょっとずらしたら、こ

んなに金はかからんけどどうかとか、そこら辺ちょっと、あればまたいろいろとご相談

なり、ご協議なりをさせていただくというのは可能だと思います。 
〇村上委員長 ほかにございますか。その問題はこれで終わったとして。 
  １つだけ気になるのは、チラシ等のところで、遊歩道を使われて観察教室がたびたび

行われているのは非常に結構な話だと思うんですが、それの参加人数とか、それに来た

人は野球場を使っている人が来てるのかとか、その感想、それがどうやったとか、そう

いう内容についてもちょっと触れてほしいなと。せっかくやって、どのぐらいの人数が

来て、どんな感想を持っているのかと、案内文だけじゃなしに、利用人数は何人とか、

感想としてはこういうことになったとかいうふうな説明をしてもらうと、ちょっとよく

なると思うんです。そういうことは、住民に対しても意味があると思うんです。そうい

うことをしてほしい。 
  ここは結構な話なんだけど、もう一歩進めたらどうだろうという話です。 
  ほかにございますか。 
〇久保田委員 ヌートリアなどという指摘を私どもでしているみたいなんですけれども、

ここはいるんですかね。 
〇宗田委員 います、います。前回も聞いて、ヌートリアはいます、アライグマもいます

というお答えだった。 
〇久保田委員 あれ、こちらの場所でしたか。 
〇宗田委員 そうそう。 
〇村上委員長 これだけ広いので、絶対います。 
〇宗田委員 いなくなってくれればいいんですけど、まだいるでしょう、きっと。 
〇村上委員長 ほかになければ、この案件は終わりにしまして、城陽市立木津川河川敷運

動広場、よろしくお願いします。 
〇占用者（久御山町） ありがとうございました。 
 
２－４）城陽市立木津川河川敷運動広場（城陽市） 

 
○司会（髙橋） それでは、４件目の占用案件でございます。城陽市立木津川河川敷運動

広場についてご審議いただきます。 
  簡単に施設の内容をご説明いたします。 
〇事務局（峠） ９２ページをご参照ください。 
  上に記載がございますが、占用目的ですが、運動広場となっております。場所につき

ましては、右岸側の８.８キロから９.６キロぐらいとなっております。 
現在の利用状況でございますけれども、野球場が４面とテニスコートが８面、占用面

積につきましては３.６万平米程度となっております。 
地域の状況につきましては、９６、９７ページに平面図及び写真がございます。 
９４ページに、自然環境的状況という記載がございまして、上から３つ目になります
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「No.33 ⽊津川河川敷運動広場(久御⼭町)」

■過年度審議結果のレビュー

35

平成16年 委員会 当該施設は水衝部にあり、出水規模によっては占用地が侵食・崩壊する恐れがある

冠水頻度の高い場所は運動施設には適さず、生物にとっては重要な生息場となり得る
ので、部分的でも占用を解除するという申し出は非常に結構なことである
河道側にある施設は崖地に近く危険である。施設配置の入れ替え等検討されたい
運動施設としての利用がなくなった際は、植生遷移を調査し把握することが重要
行政による調査だけでなく、NPOや市民との連携が重要

平成17年 委員会 返却される占用施設の今後の利活用の方向性について委員会で議論したい

スポーツ利用についても、都市計画担当、教育委員会、環境担当などが協力し合い、幅
広い議論を行ってほしい

⇒ 自然観察等について、社会教育分野で年間を通じ活動を展開している。河川敷でも野
鳥の会に講師を依頼したり、野草摘みなどの活動を行っており、継続していきたい
占用地区縮小の方向性については、今後、考えていくということで良いか？

⇒ 報告性としては理解しているが、現実問題として厳しい面がある

当該地を将来に向けて自然環境教育の場として活用していくことを見据え、河川敷なら
ではの活用の具体について検討されたい

将来に向けての展望を持ち、自然とのふれあいの場としての活動の実践、あるいは堤内
地での代替施設の確保等について検討されたい

⇒ 町内の地形的制約から、堤内側での新たなスポーツ施設の確保は困難である
⇒ 今回返却する区域以上に、段階的な返却を行っていくことも困難である
⇒ 財政的な問題から、施設の位置の入れ替え等を行うことも困難である

町として取り組みを行っていることについては理解できるが、占用施設をどのように利活
用していくのか、返却する区域との兼ね合いも含め、将来的にどのようにしていくのかを
きちんと検討されたい

【木津川下流】

「No.33 ⽊津川河川敷運動広場(久御⼭町)」

■過年度審議結果のレビュー

36

平成19年 委員会 新たな施設拡充を行わず、河川環境の保全再生に配慮すること
⇒ 施設拡充は行っておらず、自然環境と広場が調和したものとなるよう管理している

関係機関と連携のうえ、自然教育の場としての活用や親水機能を持った施設とするなど
川と人のつながりを重視した取り組みも行うこと

⇒ 水際部については人工的な改変や施設整備を行う予定はない

⇒ 親子科学教室や木津川観察教室など、水辺の生物について知ってもらう取り組みを継
続して実施していく予定

平成21年 委員会 自然教育の場、親水機能の拡充など、人と川とのつながりを重視してほしい

訪れた子供たちを川から遠ざけるのではなく、上手に川と親しんでもらえるような取り組
みを考えてほしい

⇒ 文化スポーツ事業団の主催による観察教室や自然探訪教室などを展開している
冠水の影響など、費用対効果を考慮した施設の適切な配置等を考えてほしい

⇒ 将来構想として代替地も検討していくが、現状では適地がなく、占用を継続したい

占用地下流の「淀生津」は水衝部であり、今後も住民が洪水に対する危機感を持ってい
るということに配慮したうえで、利活用方法を考えていってほしい
河川公園が周辺の治水機能に支障を及ぼさないよう、十分に配慮してほしい

⇒ 施設拡充は行っておらず、自然環境と運動広場利用者の調和がとれる維持管理を
行っている。現状の利用形態を継続したい

【木津川下流】

45



「No.33 ⽊津川河川敷運動広場(久御⼭町)」

■過年度審議結果のレビュー

37

平成24年 委員会 チラシの配布等、環境啓発の取り組みを始めていることは評価できるので、その内容等
について質を高めるよう努められたい

自然環境教室のチラシには担当者（責任者）の名前を明示するなど、開催にあたって責
任を持って実施されたい

スポーツ目的の来訪者に対しても、ヌートリアなどの外来種に関する知識や河川環境に
興味を持ってもらえるような取り組みを進められたい

⇒ 文化スポーツ事業団が主催して自然観察教室などを展開している

平成27年 委員会 ２つの自治体が、隣接する同一箇所を占用する必要性を明確にされたい

今後の河岸侵食に備え、占用箇所の移転や利用形態の変更など、利用者の安全に配
慮した対策をとっていただきたい

河川空間を利用した自然観察プログラムなどの参加者数や、参加者の感想などについ
ても把握されたい

【木津川下流】
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35.京都府木津川運動広場 

（京都府） 

 

 

 

 

 

 

 

京都府山城北土木事務所 

記入者：施設保全室 三好副主査 
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番号 
35.京都府木津川

運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 京都府 場所 右岸3.8k+160m～4.0k+90m 

１．施設の概要                                (占用者作成) 

位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現況写真 

 

現在の 
利用形態 

・野球場 1 面 
都市計画 
の有無 

無し 

占用面積 14,790.5 ㎡ 付帯施設等 ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ（軟式野球場外周部）１基 

許可の経緯 
＜当初許可＞ S57.12.13 

＜許可期限＞ H32.3.31 

利用者数 

平成 25 年度 7,515 人 

平成 26 年度 5,780 人 

平成 27 年度 9,150 人 

平成 28 年度 6,570 人 

平成 29 年度 3,800 人 

堤内地･ 
堤外地 

堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地 

周辺の 
土地利用の

状況 

・久御山町にあっては都市化が進む中で、農地の保全に努め都市近郊に特徴的な野菜生産が盛

んに営まれており、耕作放棄等による広大な未利用地は確認できない。 

・H28 京都府統計書：久御山町面積 13.86ｋ㎡、農地 5,911 千㎡（H27 国勢調査：15,805 人） 

・久御山町は国道 1 号、第 2 京阪道路、京滋バイパス等の主要道路でネットワークされてお

り、その利便性から商工業への土地利用も多い。 

・上記のとおり、京都府内でも比較的狭隘な久御山町で、グラウンドを確保できるほどの一体

地となった遊休地の確保は困難な状況である。 

・占用地の上流側及び下流側は共に、久御山町による占用がなされており、本件占用地と一体

となった運動広場としての活用がされている。 

関連諸計画

における 
占用地の 
位置付け 

・本広場は、「久御山町第５次総合計画（H28.3）」及び「久御山町都市計画マスタープラン」

では、久御山町占用施設と共に、公園・緑地ゾーンに位置づけられている。 

・地域防災計画における位置づけはない。風水害時には冠水となるため避難地としては不適。 

その他 
特記事項 

・府南部地域の人口急増の中、地域住民の強いスポーツ施設拡充を求める声に応える久御山町

の要望に対応するため、占用許可を受け、昭和 58年 7 月 26 日から開設した。 

・久御山町が設置した隣接の野球場、サッカー場と一体的に利用され、本件施設の管理、利用

調整も同町に委託している。 

・近年では、平成 22 年から平成 29 年間では、平成 22 年と 27 年を除き毎年洪水で冠水して

いる。 

・平成 23 年においては台風 6号、12 号の影響により冠水、一部表土の流出が生じ、８月から

年度末まで閉鎖された。 

・平成 28 年度には台風 16 号の影響で冠水たため、流出分の３１立米の土を補充し、約 1ヶ月、

約 60 万円かけて復旧工事を行った。また、平成 29 年度には台風 5 号、21 号の影響で冠水

したため、120 立米の土を補充し、約 1ヶ月、330 万円かけて復旧工事を行った。 

・平成 29 年度の利用者数は、上記の影響で 8月以降使用禁止とされたため、減少している。 

・復旧については、隣接する久御山町の野球場及び球技場の復旧と連携しての復旧作業となる。 
  

ランク：A 
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ランク：A 
 

番号 
35. 京都府木津川

運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 京都府 場所 右岸3.8k+160m～4.0k+90m 

２．施設の現状                                (占用者作成) 

占用の 
必要性 

・昭和 58 年の設置以来、本広場は多くの府民が利用し、１府民当たりの都市公園面積が少な

い府南部地域にあって、スポーツ振興の一翼を担っており、かつ緑に親しむ府民の憩いの場

として広く利用されている。 

・利用者の数値的な目標は設定していないが、毎月のように大会がある。 

管理状況 

・管理主体及び管理規則の有無： 

施設管理及び利用に係る調整は久御山町に委託し、隣接の同町河川敷運動広場と

一体的な管理、運営を行っている。 

・管理内容：日常的な管理は久御山町が行っており、除草関係については同町関係団体が 10

回／年実施し、また 2回／年程度は専門業者に除草させ、スポーツ利用者のみな

らず、一般利用者、地域住民も河川に親しめるよう河川環境の保全に努めている。

（除草剤の散布は行わない。） 

洪水時には久御山町と協同して、移動式トイレ・バックネット・看板を久御山町

役場駐車場へ移動、サッカーゴールは法面上部へ移動する。また、年に一度、出

水期を前に撤去訓練等を実施している 

利用状況 

・利用規則の有無  ： 有 施設の管理等の受託者久御山町条例の「施設の設置及び管

理に関する条例の施行規則」 

・排他独占利用の有無 ： 無 

・申請内容と異なる利用等 ： 有 例年、消防団、陸上自衛隊などにより水防、消防訓練等に

利用 

前回審議の

意見と対応 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・２つの自治体が、隣接する同一箇

所を占用する必要性を明確にされ

たい 

 

・木津川河川敷運動広場において、京都府が占用して
いる木津川運動広場については、府南部の西域部の
貴重なオープンスペースとして「広く府内在住者の
利便性の向上を図る」、「少年の使用を優先」と位置
付け、使用料を免除するなど、久御山町の運動広場
と性格を異にしている点があり、そのため、利用者
の大多数が久御山町外の方が占めている。また、運
動広場開設時において、京都府南部における人口あ
たりの公園面積が京都府全体の平均をかなり下回っ
ており、都市公園に位置づけられないながらも、京
都府としての一定の責をはたしていくとの当初の考
えがあり、その意味からも、今後も京都府の責によ
り占用許可を得ていくのが妥当としている。 
なお、管理運営を久御山町に委託していることから、
町と協力しながら、関係機関等と連携していきたい。 

・今後の河岸侵食に備え、占用箇所

の移転や利用形態の変更など、利

用者の安全に配慮した対策をとっ

ていただきたい 

・自然災害による河岸の浸食から、利用者の安全を守

っていくためには、河岸からの十分な離隔距離を確

保する中で運動広場として提供していくべきであ

り、現状を確認した上で、占用面積の縮小など必要

に応じて対応していきたい。 

・河川空間を利用した自然観察プロ

グラムなどの参加者数や、参加者

の感想などについても把握された

い 

・木津川観察教室 H28.H29.H30 年 1 回開催 参加人数

計 25 名 

・木津川クリーン大作戦 H28 参加人数 74  名。 
・感想等には「河川レンジャーからの木津川やゴミ問

題の現状についての解説がわかりやすかった」「今後

もこのような活動があれば参加したい」などの意見

を頂いている。 
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環境保全 
に向けて 
申請者の 
取り組み 

・本府では、環境部を中心に自然観察会の実施など多様な自然環境保全に取り組んでいるとこ

ろである。 

・また、土木事務所では、道路や河川等の整備において、環境との調和を視野に入れた取り組

みを進めている。特に、河川整備では、間伐材等の自然素材を活用した水生生物にやさしい

工法等、生態系に配慮した整備を行っている。 

・当該占用地における取り組みとしては、管理・運営を久御山町に委託しており、町と協力し

ながら、町の河川敷運動広場と一体的に対応することとしている。 

その他 
・特になし 
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ランク：A 
 

番号 
35. 京都府木津川

運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 京都府 場所 右岸3.8k+160m～4.0k+90m 

３．施設の自然環境的状況                        （河川管理者作成） 

占用地及び周辺の 

自然環境 

・占有地は運動広場として整備されている。 

・上下流は木津川河川敷運動広場で、さらに下流部分は草地の状態である。 

・水際は砂州や湿生の草地となっているほか、ヤナギ類などの河畔林が帯状に

みられる。占用地の周囲には、チガヤ草地が目立つ。 

・占有地の対岸は水際に河原裸地が形成されており、背後にはセイタカヨシ、

ヤナギなどが見られる大規模な砂州が広がっている。 

・オオヨシキリなどのヨシ類の群落に依存する鳥類が見られる。 

自然環境上重要な場所 

・占有地の対岸には、砂河川である木津川特有の大規模な河原が形成されてい

ることから、河原やヨシ原で生息・繁殖する鳥類にとって貴重な場所である。 

・占用地の下流部分の草地状態の区域は、オギ群落なども見られ、鳥類にとっ

て重要な場所である。 

・重要な種として鳥類ではオオヨシキリ等が確認されている。 

水際の 

状況 

水域までの

距離 

・水域までの距離：10～20ｍ 

・河岸は自然河岸であるが、流水に洗われた状態で急峻で、前面の水域は深い。 

・高水敷の端部には柵が設置されている。 

水面との 

高低差 

・約 5ｍ 

・冠水実績：近年では、平成 23 年から平成 29 年間では、平成 27 年を除き毎

年洪水で冠水している。 

環境面から見た 

望ましい利用方針 

・水際が急峻かつ前面が深い流れで危険であることから、水際の利用の場合に

は、安全性確保が必要である。 

・対岸の砂州部が重要と考えられることから、特に、春～秋にかけての生物の

繁殖期には生物の忌避行動につながるような行為（多くの人が集まる、大き

な音が出るなど）は避けた方がよい。 

・昆虫等の生息域となる自然環境を広げるために、管理区域等の草地の刈り残

しを図る。 

・法面に貴重な植物等が生育している可能性があるため、除草等については別

途出張所等と調整を行う。 

・利用範囲の認知のために、占用範囲を看板、標識等により明示する。 

・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用地及び周

辺での利用のあり方や環境保全への意識向上を図る。 

・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと

連携した環境教育のあり方を検討する。 
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ランク：A 
 

番号 
35. 京都府木津川

運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 京都府 場所 右岸3.8k+160m～4.0k+90m 

４．占用許可期間の更新についての意見                   （委員会作成） 
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ランク：A 
 

番号 
35. 京都府木津川

運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 京都府 場所 右岸3.8k+160m～4.0k+90m 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真                （写真撮影者：占用者） 

(平面図) 
 

 

(断面図：3.8k) 
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ランク：A 
 

番号 
35. 京都府木津川

運動広場 

占用

目的 
運動広場 許可受者 京都府 場所 右岸3.8k+160m～4.0k+90m 

               (写真撮影者：委員会事務局) 
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
1
/
2
）

記
入

者
：
三

好
副

主
査

（
所

属
部

署
名

：
京

都
府

山
城

北
土

木
事

務
所

）
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
3
5
.京

都
府

木
津

川
運

動
広

場
）

N
o

確
認

の
視

点
確

認
事

項
過

年
度

意
見

過
年

度
意

見
に

つ
い

て
の

対
応

と
進

捗
占

用
者

に
よ

る
確

認
河

川
管

理
者

に
よ

る
確

認
河

川
保

全
利

用
委

員
会

の
意

見
評

価
欄

評
価

区
分

備
考

1
占

用
の

必
要

性

自
治

体
等

が
策

定
す

る
計

画
に

当
該

施
設

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
※

計
画

名
を

挙
げ

た
う

え
、

具
体

的
な

記
載

箇
所

を
記

す
（
例

）
総

合
計

画
、

都
市

計
画

、
緑

の
基

本
計

画
等

久
御

山
町

第
５

次
総

合
計

画
及

び
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

で
広

場
が

明
記

さ
れ

て
い

る
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

2
避

難
場

所
等

の
防

災
上

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
（
例

）
地

域
防

災
計

画
等

防
災

計
画

上
の

位
置

付
け

は
無

い
。

堤
外

地
で

あ
り

、
増

水
等

を
考

慮
す

る
と

避
難

場
所

に
は

困
難

。
な

お
、

隣
接

の
町

球
技

場
は

京
都

府
南

部
地

域
の

ド
ク

タ
ー

ヘ
リ

の
運

用
に

伴
う

離
発

着
場

に
指

定
さ

れ
て

い
る

。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

3
堤

内
地

に
お

い
て

代
替

施
設

を
設

置
、

又
は

既
存

施
設

に
よ

り
機

能
を

代
替

す
る

計
画

は
あ

る
か

新
た

な
代

替
施

設
の

設
置

に
つ

い
て

は
、

総
合

的
に

府
ス

ポ
ー

ツ
施

設
に

関
す

る
整

備
の

方
向

性
を

検
討

す
る

必
要

が
あ

る
が

、
現

在
の

と
こ

ろ
、

本
施

設
に

代
わ

る
機

能
の

施
設

整
備

は
検

討
さ

れ
て

い
な

い
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

4

川
ら

し
い

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
に

転
換

す
る

計
画

は
あ

る
か

（
例

）
・
水

際
部

の
占

用
面

積
を

縮
小

　
　

　
・
グ

ラ
ウ

ン
ド

を
親

水
公

園
に

変
更

　
　

　
・
河

川
敷

内
で

場
所

移
動

　
　

　
　

等

今
後

の
河

岸
侵

食
に

備
え

、
占

用
箇

所
の

移
転

や
利

用
形

態
の

変
更

な
ど

、
利

用
者

の
安

全
に

配
慮

し
た

対
策

を
と

っ
て

い
た

だ
き

た
い

自
然

災
害

に
よ

る
河

岸
の

浸
食

か
ら

、
利

用
者

の
安

全
を

守
っ

て
い

く
た

め
に

は
、

河
岸

か
ら

の
十

分
な

離
隔

距
離

を
確

保
す

る
中

で
運

動
広

場
と

し
て

提
供

し
て

い
く
べ

き
で

あ
り

、
現

状
を

確
認

し
た

上
で

、
占

用
面

積
の

縮
小

な
ど

必
要

に
応

じ
て

対
応

し
て

い
き

た
い

。

現
施

設
は

自
然

環
境

へ
の

影
響

を
配

慮
し

、
水

際
部

を
除

い
て

占
用

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
現

在
の

利
用

状
況

で
は

影
響

が
少

な
い

も
の

と
考

え
て

い
る

が
、

河
川

区
域

内
公

園
で

あ
り

、
利

用
者

の
安

全
配

慮
は

防
災

訓
練

の
実

施
な

ど
久

御
山

町
と

連
携

し
て

進
め

た
い

。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

5
検

討
体

制

占
用

施
設

の
代

替
地

の
検

討
や

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
へ

の
転

換
に

向
け

て
、

環
境

や
ま

ち
づ

く
り

の
関

係
部

局
と

連
携

し
て

い
る

か
※

連
携

部
局

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

名
称

も
合

わ
せ

て
記

す

久
御

山
町

の
広

場
と

一
体

的
に

活
用

し
て

い
る

と
こ

ろ
で

あ
り

、
町

の
意

向
を

尊
重

し
て

対
応

し
た

い
。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

6
占

用
目

的
占

用
目

的
は

「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

合
致

す
る

か

２
つ

の
自

治
体

が
、

隣
接

す
る

同
一

箇
所

を
占

用
す

る
必

要
性

を
明

確
に

さ
れ

た
い

占
用

し
て

い
る

木
津

川
運

動
広

場
に

つ
い

て
は

、
府

南
部

の
西

域
部

の
貴

重
な

オ
ー

プ
ン

ス
ペ

ー
ス

と
し

て
「
広

く
府

内
在

住
者

の
利

便
性

の
向

上
を

図
る

」
、

「
少

年
の

使
用

を
優

先
」
と

位
置

付
け

、
使

用
料

を
免

除
す

る
な

ど
、

久
御

山
町

の
運

動
広

場
と

性
格

を
異

に
し

て
い

る
点

が
あ

り
、

そ
の

た
め

、
利

用
者

の
大

多
数

が
久

御
山

町
外

の
方

が
占

め
て

い
る

。
ま

た
、

運
動

広
場

開
設

時
に

お
い

て
、

京
都

府
南

部
に

お
け

る
人

口
あ

た
り

の
公

園
面

積
が

京
都

府
全

体
の

平
均

を
か

な
り

下
回

っ
て

お
り

、
都

市
公

園
に

位
置

づ
け

ら
れ

な
い

な
が

ら
も

、
京

都
府

と
し

て
の

一
定

の
責

を
は

た
し

て
い

く
と

の
当

初
の

考
え

が
あ

り
、

そ
の

意
味

か
ら

も
、

今
後

も
京

都
府

の
責

に
よ

り
占

用
許

可
を

得
て

い
く
の

が
妥

当
と

し
て

い
る

。
な

お
、

管
理

運
営

を
久

御
山

町
に

委
託

し
て

い
る

こ
と

か
ら

、
町

と
協

力
し

な
が

ら
、

関
係

機
関

等
と

連
携

し
て

い
き

た
い

。

植
生

等
を

記
載

し
た

チ
ラ

シ
を

グ
ラ

ウ
ン

ド
利

用
者

に
配

布
し

、
豊

か
な

自
然

が
育

ま
れ

て
い

る
場

所
で

あ
る

こ
と

を
周

知
し

て
い

る
。

京
都

府
南

部
の

西
域

に
お

い
て

は
、

貴
重

な
オ

ー
プ

ン
ス

ペ
ー

ス
で

あ
り

、
広

く
府

内
在

住
者

の
利

便
性

向
上

を
図

る
た

め
府

が
占

用
し

て
い

る
こ

と
も

あ
り

、
管

理
運

営
を

委
託

し
て

い
る

久
御

山
町

と
協

力
し

な
が

ら
関

係
機

関
と

連
携

し
た

い
。

○
：
合

致
す

る
△

：
一

部
合

致
す

る
×

：
合

致
し

な
い

7
特

定
の

利
用

者
・
団

体
に

限
定

せ
ず

、
公

平
な

利
用

が
で

き
る

か
月

ご
と

に
利

用
を

公
募

し
、

町
の

利
用

調
整

会
議

に
よ

り
公

平
な

利
用

に
努

め
て

い
る

。

○
：
公

平
に

利
用

で
き

る
△

：
公

平
に

利
用

で
き

な
い

　
　

 場
合

が
あ

る
×

：
特

定
の

者
が

利
用

8
利

用
状

況
は

占
用

目
的

に
合

致
し

て
い

る
か

運
動

広
場

と
し

て
利

用
さ

れ
て

い
る

。
な

お
、

花
火

、
ラ

ジ
コ

ン
、

ゴ
ル

フ
等

は
禁

止
し

て
い

る

○
：
合

致
し

て
い

る
△

：
合

致
し

て
い

な
い

場
合

が
　

　
 あ

る
×

：
合

致
し

て
い

な
い

9
連

携
体

制
「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

関
す

る
取

組
に

つ
い

て
、

施
設

利
用

者
や

地
域

住
民

、
市

民
団

体
等

と
連

携
し

て
い

る
か

特
に

な
し

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

占
用

地
の

下
流

部
分

の
草

地
状

態
の

区
域

は
、

オ
ギ

群
落

な
ど

が
見

ら
れ

、
ヤ

マ
ガ

ラ
な

ど
の

小
型

鳥
類

に
と

っ
て

重
要

な
場

所
と

な
っ

て
い

る
。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

久
御

山
町

か
ら

の
報

告
に

よ
り

把
握

し
て

い
る

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

5
6



Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
山

城
北

土
木

事
務

所
　

　
三

好
副

主
査

●
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
占

用
地

　
名

称
：
3
5
.京

都
府

木
津

川
運

動
広

場
）

N
o

確
認

の
視

点
確

認
事

項
過

年
度

意
見

過
年

度
意

見
に

つ
い

て
の

対
応

と
進

捗
占

用
者

に
よ

る
確

認
河

川
管

理
者

に
よ

る
確

認
河

川
保

全
利

用
委

員
会

の
意

見
評

価
欄

評
価

区
分

備
考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

占
用

部
分

は
生

態
系

が
維

持
さ

れ
て

い
る

連
続

す
る

水
際

部
を

除
い

て
お

り
、

連
続

す
る

水
際

部
の

緑
地

帯
に

、
葦

、
柳

な
ど

が
茂

っ
て

い
る

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

水
際

へ
の

人
工

的
な

改
良

は
し

て
お

ら
ず

、
ま

た
、

日
常

管
理

は
久

御
山

町
に

委
託

し
、

除
草

は
専

門
業

者
に

よ
り

3
回

／
年

実
施

し
て

い
る

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域
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し勉強が要るなあと思って見ていました。 
  でも、最初の一歩が非常に重要なので、つくられたことは非常にいいことやなと、僕

は評価してます。 
  ほかにございますか。 
〇久保田委員 利用者数がこの２年間ちょっと減っているのは、やっぱり災害の影響があ

ったということですね。わかりました。 
〇村上委員長 かなり影響してますね。１万ぐらいはコンスタントにあったんですが、３,

０００から４,０００に落ちてますからね。 
  そうしますと、この件はこれで結構でございます。 
〇占用者（八幡市） ありがとうございました。 
 
２－２）木津川河川敷運動広場（久御山町） 

２－３）京都府木津川運動広場（京都府） 

 
〇村上委員長 ２番目の木津川河川敷運動広場と３番の京都府市木津川運動広場を一緒に

やったほうがスムーズだと思いますので、そうしましょう。 
○司会（髙橋） そうしましたら、２番目と３番目の審議を一緒にするということでござ

いますので、久御山町様と京都府様、同時に前に移動していただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 
〇事務局（峠） そうしましたら、資料の３４ページをご参照ください。まず、上のほう

に記載がありますけれども、３３番、木津川河川敷運動広場ということになっておりま

す。場所につきましては、右岸側の３.８キロ周辺となってございます。 
  現在の利用形態でございますけれども、野球場が１面、球技場が２面、自由広場が２

面となっておりまして、その占用面積につきましては、約４万平米となってございます。 
利用者数でございますけれども、平成２６年度は約１万３,０００人というふうにな

ってございます。 
続きまして、地域の状況ということで、３６ページでございます。占用地及び周辺の

自然環境でございますが、下流部の水際は、砂州や湿生の草地となっているほか、ヤナ

ギ類などの河畔林が帯状に見られる状況です。それから、地域にはオオヨシキリなどの

ヨシ類の群落に依存する鳥類が見られる、そのような地域となってございます。 
前回の意見ということで、３５ページの真ん中辺をご参照いただきまして、ご意見を

４ついただいている状況です。 
１つ目が、チラシの配布等、環境啓発の取り組みを始めていることは評価できるので

その内容等について質を高めるように配慮されたい。２つ目に、自然観察教室のチラシ

等には担当者名を記載し、開催に当たっては責任を持って実施されたい。３つ目、ヌー

トリアなどの外来種に関する知識など、スポーツを目的として占用地を利用している人

にも河川環境に興味を持たせるような取り組みを進められたい。４つ目が、上記の取り

組みに当たっては、河川レンジャー等と連携されたいというふうにご意見をいただいて

いる次第です。以上です。 
〇村上委員長 説明するときに、３８ページみたいな利用状況と４０ページの航空写真、
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これを最初にちょっと見てもらって説明していただいたほうが、現場がよくわかるんで

す。これはわざわざ利用状況に関する図をつくってもらっているので、やはり入れても

らったほうがわかりやすいなと思いますので、よろしくお願いします。 
〇事務局（峠） わかりました。 
  場所はほぼ同じところですけれども、続きまして、７０ページをご参照いただいて、

京都府木津川運動広場となっております。 
場所は、同様に右岸の３.８キロ程度になっています。 
現在の利用形態でございますが、野球場が１面、それから占用面積は約１.４万平米。

利用者数につきましては、約３,０００人となっております。 
場所等につきましては、７４ページ、７５ページに地域の状況がございます。 
以上でございます。 

〇村上委員長 そしたら、占用者の方、お願いします。 
〇占用者（久御山町） 久御山町の池田でございます。よろしくお願いいたします。 
  前回ご審議をいただいたご意見の中で、まず１番目の、チラシの配布等、環境啓発の

取り組みを始めていることについては評価できるので、その内容等について質を高める

ように配慮されたいといった件でございます。 
  管理を任せております久御山町文化スポーツ事業団が主催をいたしまして、町内在住

の小学生などを対象にいたしまして、木津川観察教室などを実施しておりまして、また

自然との共存、環境保全を図るべく、環境啓発のチラシ等の配布を行ってきたところで

ございます。今後も関係機関と連携を深めまして、利用者を初め広く住民の方が興味を

持っていただけるような観察教室などの取り組みを進めてまいりたいというふうに考え

てございます。 
  資料といたしまして、６７ページ、６８ページ等にそのときのチラシ等が載っており

ますので、ご参考にしていただきたいと思います。 
次に、自然観察教室のチラシ等に担当者名を明記し、開催に当たっては責任を持って

実施されたいというご意見がございました。これにつきましては、先ほどありましたよ

うに、６６、６７ページの一番下段のほうに、問い合わせ先なり、責任者、担当者の名

前を明記したところでございます。 
次に、３点目、４点目、これをあわせてのことなんですが、ヌートリアなどの外来種

に関する知識など、スポーツを目的として占用地を利用している人にも河川環境に興味

を持たせるような取り組みを進められたい。また、上記の取り組みに当たっては河川レ

ンジャー等と連携をされたいといったご意見をいただいております。 
これにつきましては、河川レンジャーさんとの連携というのは今のところちょっと難

しいところではございますが、今後、各種団体が河川環境に興味を持っていただけるよ

うに河川レンジャーさんのご指導なり助言をいただく中で、啓発等に取り組んでいきた

いというふうに考えております。 
以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

〇占用者（京都府・関口） 京都府山城北土木事務所の管理室の関口でございます。よろ

しくお願いいたします。 
  京都府の状況につきましては、７１ページが前回いただいたご意見と対応でございま
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す。 
  ７４ページをお開きいただきまして、地図がございますが、真ん中の茶色に塗ってご

ざいます部分が京都府の運動広場ということでございまして、その上流部と下流部につ

きまして久御山町さんの河川敷公園ということで、挟まれたような一体的な土地という

ことで利用させていただいているというところでございます。 
７１ページに戻っていただきまして、前回審議の意見と対応ということで、チラシの

配布等の取り組みには評価をいただいておりまして、その内容について質を高めるよう

に配慮されたいということにつきまして、管理・運営につきましては、先ほど見ていた

だいたような地理の関係上、運営・管理につきまして久御山町さんのほうに京都府から

委託をしておりまして、基本的に久御山町さんと協力しながら河川敷の運動広場と一体

的に対応をするということで、チラシ等の配布をしていただいているところでございま

す。 
次の自然観察教室のチラシ等には担当者を明記し、開催に当たっては責任を持って実

施されたいということでございますが、久御山町文化スポーツ事業団さんが主催をされ

まして、木津川観察教室等を実施していただいております。その内容につきましては、

先ほど説明がございましたように、チラシ等には連絡先とか担当者の名前を記入してい

ただいているというところでございます。 
ヌートリアなどの外来種に関する知識など、スポーツを目的として占用地を利用して

いる人にも河川環境に興味を持たせるような取り組みを進められたい。また、取り組み

に当たっては、河川レンジャーと連携されたいということにつきまして、管理運営につ

きまして、久御山町さんに委託をしてございますので、久御山町さんと協力しながら、

関係機関等と連携をして実施をしてまいりたいというふうに考えております。 
〇村上委員長 そうしましたら、これに対する質問ないし意見を……。 

これ、京都府が管轄する必要はどこにあるんですか。久御山町さんが全部とったら、

全部管理されたんですか。なぜ京都府がそこに出てくるんですか。 
〇占用者（京都府・関口） 利用形態を見てみますと、久御山町以外の利用者が８割以上

というような状況になっております、京都府の部分については。久御山町にお住まいの

方の利用は少なくて、それ以外の京都市内とか、そういうところの利用者が多いという

ことで、その分については京都府のほうで提供しているというふうな考え方で、京都府

が占用しているという形です。 
〇村上委員長 京都府のグラウンドだということで、久御山町以外の人の利用が盛んであ

ると。そうしておいたほうがいいと。 
〇占用者（京都府・関口） そうですね。実際、８割以上が久御山町以外の方の利用とい

うのが実態でございます。 
〇村上委員長 それで、その申し込みとか管理は久御山町がやっているんですか。 
〇占用者（京都府・関口） 一体的な場所にございますので、申し込みとかそういったこ

とについては、久御山町さんのほうに委託をいただいておりまして、そちらのほうでお

世話になっております。 
〇村上委員長 そしたら、久御山町さんの管理しているところはどうなっていますか、利

用者の分布は。久御山町以外の人と久御山町の人とに分けたら、どうなるんですか。要
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するに、どういう人がそこを利用しているのかということ。なぜかというと、こんなん、

一括で管轄したらしまいやないかと思うんですけどね。 
〇久保田委員 今、京都府さんの占用されているところの利用者の８割は久御山町以外だ

という説明ですね。久御山町さんの占用されているところは、どのくらいが町外でどの

くらいが町内かというデータはあるんですか。 
〇占用者（久御山町） ちょっとそこまでのデータは持ち合わせておらないんですが、利

用形態としましては、久御山のサッカーなり野球の団体もかなり利用はされておられる

というところで、詳しいデータまでは今ちょっと持ち合わせはしておりません。 
〇村上委員長 次回からは、利用実態のこともちょっと知りたいですね。それで、京都府

が単なる名義貸しなのか、それともちゃんと意味があるのかというのは、ちゃんとして

おいたほうがいいと思うんですよ。だから、久御山町の名前になっていると使いにくい

けれども、京都府のやったら使いやすいとか、そういうことがあるとすれば、それは意

味があるんでしょうしね。 
〇久保田委員 グラウンドじゃなくて、例えば公民館を使うとかいうときは、その市域も

しくは町内の人でしたら半額だとか、そういう理由があると思うんですけれども、この

グラウンドについては、利用料なんかについては特に差をつけてないわけですね。 
〇占用者（久御山町） 町外の方については、町内の利用の方の２倍と言いますか、要は

町内の方が利用される場合は半額と。 
〇久保田委員 そういうのをやっているんですか。 
〇占用者（久御山町） 内と外では、使用料は分けております。 
〇久保田委員 じゃあ、今データがないということであって、帰ればデータはあるという

ことですね。 
〇村上委員長 そういうことですね。一応それはデータの上ではあるわけですね、町内、

町外の別は。それは、きょうは無理でも、少しは用意しておいてもらったほうが、僕は

いいと思いますね。 
○辻本委員 ここも割合低くて、毎年のように冠水しているんだけれども、先ほどのとこ

ろのように、災害関連というのはないのかなと。グラウンドが掘れたり、それに対する

災害対応の工事をやったり、もう一つ気になるのは、川崖というか、もうすぐ水際です

ね。 
〇村上委員長 あそこは怖いんですよ。 
○辻本委員 あそこの浸食が進んでないのかとか、これだけ浸水していて、そんなことは

気にならないのか。その辺どうなんですかね。冠水する割には、あんまり変化はないん

ですか。 
〇村上委員長 いや、大分変わってますよ。僕が見たら、大分落ちてますね。 
○辻本委員 崖が大分浸食してそうな感じが……。 
〇村上委員長 浸食が進みましたよ。 
〇占用者（久御山町） 直近では、２４年に台風１７号の関係で全面冠水をしております。

２５年度は台風１８号で、これも全面冠水。２６年度は台風１１号による全面冠水。そ

れによって、全部使えなくなったという被害状況でございます。 
今のお話のように、水べりといいますか川べりにつきましては、気にはなっておると
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ころでございます。私どもとして、利用者に対する予防策としましては、区切りを…… 
○辻本委員 陸側のほうでね。陸側のほうで一応境界面を置いて安全柵を…… 
〇占用者（久御山町） 陸側のほうに安全を見て設けているというのと、月１回、業者に

委託はしておるんですが、パトロールも実施する中で、そのあたり大きく変化があれば

把握できるというような形での一定の対応はしておるところでございますが、なかなか

中まで入ってという部分では、目視だけの話にもなろうかと思いますので、その辺はち

ょっと難しい部分もあろうかと思います。 
○辻本委員 グラウンド面自身の被害というのはないんですか、掘れたり堆積したりとい

うのは。 
〇占用者（久御山町） 先ほど池田のほうから申しましたように、２６年に台風１７号の

関係で冠水したときに、うちのほうも野球場のグラウンド面、そのときは土、クレイの

部分が、全部クレイやったんですけれども、それの復旧もありますので、必要最小限に

持っていかれる分は減らすという意味で、内野部分、そちらのほうに芝を張りまして、

流出を極力しないようなということでの施工で対応はさせていただいたところです。 
○辻本委員 それはそれでいいんだけれども、その出水で掘れた分を補うようなことはさ

れなかったんですね。 
〇占用者（久御山町） いや、しております。 
○辻本委員 土を入れられたわけ……。 
〇占用者（久御山町） 土を必要最小限入れました。 
○辻本委員 先ほどのところは何立米という話があったけれども。 
〇占用者（久御山町） 木津川出張所さんのほうとも協議させていただく中で、流された

部分、草なり芝生の上に表土が堆積した部分は、できる限りもとに戻しなさいというこ

とで、取れる範囲は取りまして、もとに戻しての利用というような形もさせていただい

たところなんです。 
○辻本委員 持ち込まずに、切り盛りで大体いけたわけ……。 
〇占用者（久御山町） いや、やはりすき取るにしましても、やはり全部が全部の量が戻

りませんので、ある程度は入れさせていただいたという形にはなるんですけど。 
〇村上委員長 ここのところには入ってないんですけれども、たしかそういうことは書く

ようにというのがあったと思うんですけどね。チェックリストのほうには必ず書いてく

れと言ったんだけれども、施設の現状のところ、自然的状況やったか、どっちか忘れま

したけれども、何年度に冠水した、それで災害復旧したとか、そういうものは必ず書い

てくださいということになっていると思いますが、これ、触れてませんね。 
〇宗田委員 ３４ページの一番下の特記事項のところにその記述はあるんですが、何立米

土を入れたまでは書いてないし、必要最小限客土されて土を入れ、なおかつおたくは内

野にも芝を張ったんですね。 
〇村上委員長 そうそう、それは見ました。 
〇占用者（久御山町） 内野部分に張りました。ベース周りはちょっとあれなんですけど、

内野部分には張り芝はしました。 
〇村上委員長 芝を張ったから、持っていかれてないですね。 
〇占用者（久御山町） 今年の出水時にも３回ほど浸かりはしたんですけれども、張った
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おかげもありまして、流されるということはなかったです。 
〇村上委員長 それは見ました。 
〇宗田委員 最低限カバーはし、芝生を張ったので、これ以上はもう客土しなくて済みそ

うだということですね。 
〇占用者（久御山町） そうですね。 
○辻本委員 問題は、むしろ浸食のほうが進んでくるので、川崖が浸食するのを防止する、

これをずっと使いたかったら、崖をかなり手当てしないといけないというような話が出

てきたら本末転倒なことになりそうなんだけれども、いつごろまでもちそうなのかなと

いう心配な、変化しそうなところですね。 
〇久保田委員 多分、徐々に浸食が進むと思うんです。 
○辻本委員 進みますね。何か施設があれば、抑えたいところなんでしょうね、浸食防止

をしたいと。 
〇久保田委員 それと、資料７５ページに写真が載っているんですけれども、上から２番

目の左側の写真を見ますと、ベンチがほとんど埋まってしまっているような状況で、こ

れは多分、水がかかったときに土も持ってこられて、それで埋まったんじゃないかとい

うふうに思うんですけれども、こういうのを考えると、掘られたところに新しく土を持

ってくる、外から持ってくるんじゃなくて、この中の土をならしてというようなことが

できれば、そのほうがいいんじゃないかというふうに思ったりするんですが。 
〇宗田委員 それもある程度おやりになったということですね。 
〇久保田委員 そういうことなんですかね。 
〇占用者（久御山町） そうですね。取れる分では、ぐっとこうユンボといいますか、あ

れでずっと押して……。 
〇村上委員長 多少は下がったと思います。昔はもっと高かった。 
〇宗田委員 だから、沈んでくるのもあるでしょう。ベンチがそこにあれば、そのベンチ

の足のところが掘られますからね。 
〇村上委員長 でも、あのときには大分堆積してましたからね。 

だから、浸食に関する話は、どうなのですかね、グラウンドにしているところの浸食

は、治水面で問題が起こりかけていますね。もう数メートルでどんと落ちてますね。特

に水が流れるところは浸食されて大変ですけど、この辺の問題は難しいですね。こうい

う場所にはあんまりつくるべきではないと思ってるんですけどね。危ないしね。 
〇河川管理者（増田） 河川敷で言いましたら、やっぱり水が来て河岸が削られておると

いうところになったら、そこをあえて復帰までして占用させるのかというのは、ちょっ

と別議論で絶対出てくると思います。そこで、それはもう占用者の方にはきつい話にな

るんですけれども、先ほど申し上げたように、河川敷はこんなことになっておる、水が

来ることが前提でやっておると。で、縁が切れたときが来たんだという話で判断する可

能性がやっぱり出てくると思います。利用のためなのか、治水のためなのかということ

になったら、治水を犠牲にして利用を復活させるのかといったら、その勇気はちょっと

出てこないと思います。 
〇宗田委員 それはそうでしょう。 
〇河川管理者（増田） ただ、今現在ちょっとずつ浸食を小まめにどうする、ああすると
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いうメンテナンスの話だったら別なんですけれども、状況がもうこれだと判断できると

きが来たときにはというのはですね。それで、狭い面積でまだやりますということだっ

たら、その変更とかはあるんですけれども、こうじゃないとできませんと言われたら、

もうその条件は厳しいですというのを正直に言うしかないと思います。 
〇村上委員長 ７６ページの図を見ると、京都府の管轄している場所が特に水当たり部分

になってましてね、それで狭い面積になっているわけですよ。そしたら、ちょっとずら

してそこのところへ持っていけば、広い河川敷があるわけですよ。だから、この辺のと

ころは、僕は多少配置みたいなことも考えたほうが得だなと思っているんですけどね。 
〇河川管理者（増田） そこら辺を考えたら、チェックリスト、例えば４９ページの４番

なんですけれども、川らしい自然環境に影響が少ない施設に転換する計画はあるかとい

うところで、例えば河川敷内で水のかぶらないところにいっそのこと引っ越したらどう

ですかとかいうのも、このチェックリストの中で何かお考えないですかと投げかけさせ

てもらっているところではあるんです。 
〇村上委員長 だから、これを見ていたら、河川敷の広いところはそれなりに自然環境は

おもしろいんですけれども、でも、しょっちゅう水をかぶるところは、ほっておいたら

割と自然に戻っていくんですよ。そういう意味では、ちょっと移動することも考えたら

どうかというのは、僕は思いますね。これだけ毎年やられて、そんなんやったら損やな

いかと。そっちへ持っていったら、もっといい形で安定して使えるのではないかと、使

う立場に立ったら、そう思いますよ。 
〇久保田委員 ６４ページに築造・復旧経費の一覧表というのがありますけれども、これ

は久御山町さんの区域のものですかね。ちょっと状況が把握できてないんですけれども。 
〇占用者（久御山町） はい。 
〇久保田委員 これ、５９年度からの復旧工事で、合計で１億４,５００万円という数字

になっているということなんですね。 
〇村上委員長 ずっと継続すると、やっぱり大きいですね。だから、そういう意味では、

僕らは割とまともなことを言っていて、やっぱり税金の使い方としてはまずいんじゃな

いですかと。これはやっぱり考えるべきことだと僕は思いますよ。 
〇宗田委員 ただ、移すとなると…… 
〇村上委員長 費用が要ります。 
〇宗田委員 その上の築造工事のところを見ると、平成２年に多目的・ソフトボール場に

７,２００万円使っているので。 
〇村上委員長 だから、全部は無理としても、一部ひどい浸水部に当たるところは怖いな

と思っていますから、それが起こったときには、それは考えないとしようがない。そこ

はもう使用禁止ということになりますからね。だから、今のうちからそういうことを考

えて手を打ったほうが、僕は賢いと思いますけどね。 
〇宗田委員 スポーツ施設は意外とお金がかかるということがよくわかりますよね。土を

ならすだけでこれだけのお金が……。 
〇村上委員長 でも、多目的にすると多少ましやと思うんです。完全に裸地しなくても、

芝張りでいけますからね。そんなことはやっぱり一度検討してもらうことは必要やと思

うんですよ。 
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〇河川管理者（増田） 結果的に累積した数字、１億４,５００万円というのも当初から

計画しているものじゃなくて、毎年ちょっとずつやっていたらこうなったので、誰も想

定はしていなかったと思うんですけれども、この実態の中で、ちょっとずらしたら、こ

んなに金はかからんけどどうかとか、そこら辺ちょっと、あればまたいろいろとご相談

なり、ご協議なりをさせていただくというのは可能だと思います。 
〇村上委員長 ほかにございますか。その問題はこれで終わったとして。 
  １つだけ気になるのは、チラシ等のところで、遊歩道を使われて観察教室がたびたび

行われているのは非常に結構な話だと思うんですが、それの参加人数とか、それに来た

人は野球場を使っている人が来てるのかとか、その感想、それがどうやったとか、そう

いう内容についてもちょっと触れてほしいなと。せっかくやって、どのぐらいの人数が

来て、どんな感想を持っているのかと、案内文だけじゃなしに、利用人数は何人とか、

感想としてはこういうことになったとかいうふうな説明をしてもらうと、ちょっとよく

なると思うんです。そういうことは、住民に対しても意味があると思うんです。そうい

うことをしてほしい。 
  ここは結構な話なんだけど、もう一歩進めたらどうだろうという話です。 
  ほかにございますか。 
〇久保田委員 ヌートリアなどという指摘を私どもでしているみたいなんですけれども、

ここはいるんですかね。 
〇宗田委員 います、います。前回も聞いて、ヌートリアはいます、アライグマもいます

というお答えだった。 
〇久保田委員 あれ、こちらの場所でしたか。 
〇宗田委員 そうそう。 
〇村上委員長 これだけ広いので、絶対います。 
〇宗田委員 いなくなってくれればいいんですけど、まだいるでしょう、きっと。 
〇村上委員長 ほかになければ、この案件は終わりにしまして、城陽市立木津川河川敷運

動広場、よろしくお願いします。 
〇占用者（久御山町） ありがとうございました。 
 
２－４）城陽市立木津川河川敷運動広場（城陽市） 

 
○司会（髙橋） それでは、４件目の占用案件でございます。城陽市立木津川河川敷運動

広場についてご審議いただきます。 
  簡単に施設の内容をご説明いたします。 
〇事務局（峠） ９２ページをご参照ください。 
  上に記載がございますが、占用目的ですが、運動広場となっております。場所につき

ましては、右岸側の８.８キロから９.６キロぐらいとなっております。 
現在の利用状況でございますけれども、野球場が４面とテニスコートが８面、占用面

積につきましては３.６万平米程度となっております。 
地域の状況につきましては、９６、９７ページに平面図及び写真がございます。 
９４ページに、自然環境的状況という記載がございまして、上から３つ目になります
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「No.35 京都府⽊津川運動広場(京都府)」

■過年度審議結果のレビュー

42

平成16年 委員会 当該施設は水衝部にあり、出水規模によっては占用地が侵食・崩壊する恐れがある

冠水頻度の高い場所は運動施設には適さず、生物にとっては重要な生息場となり得る
ので、部分的でも占用を解除するという申し出は非常に結構なことである
河道側にある施設は崖地に近く危険である。施設配置の入れ替え等検討されたい
運動施設としての利用がなくなった際は、植生遷移を調査し把握することが重要
行政による調査だけでなく、NPOや市民との連携が重要

当該施設は利用調整も施設管理も久御山町に委託されている。京都府が申請者となっ
ているのはなぜか？

⇒ 利用者は久御山町民のみでなく、周辺市町からも利用があるため府としても責任の一
端を果たしていきたい

平成17年 委員会 国主導でモデル事業的に取り組み、全国から注目されるような公園としていけると良い

⇒ 京都府として、本来あるべき姿、自然環境、歴史・文化といった内容まで整理して行け
ると良いと考えている

平成19年 委員会 新たな施設拡充を行わず、河川環境の保全再生に配慮すること
⇒ 施設拡充は行っておらず、自然環境と広場が調和したものとなるよう管理している

関係機関と連携のうえ、自然教育の場としての活用や親水機能を持った施設とするなど
川と人のつながりを重視した取り組みも行うこと

⇒ 水際部については人工的な改変や施設整備を行う予定はない

⇒ 親子科学教室や木津川観察教室など、水辺の生物について知ってもらう取り組みを継
続して実施していく予定（久御山町）

【木津川下流】

「No.35 京都府⽊津川運動広場(京都府)」

■過年度審議結果のレビュー

43

平成21年 委員会 自然教育の場、親水機能の拡充など、人と川とのつながりを重視してほしい

訪れた子供たちを川から遠ざけるのではなく、上手に川と親しんでもらえるような取り組
みを考えてほしい

⇒ 文化スポーツ事業団の主催による観察教室や自然探訪教室などを展開している
冠水の影響など、費用対効果を考慮した施設の適切な配置等を考えてほしい

⇒ 将来構想として代替地も検討していくが、現状では適地がなく、占用を継続したい

占用地下流の「淀生津」は水衝部であり、今後も住民が洪水に対する危機感を持ってい
るということに配慮したうえで、利活用方法を考えていってほしい

平成24年 委員会 チラシの配布等、環境啓発の取り組みを始めていることは評価できるので、その内容等
について質を高めるよう努められたい

自然環境教室のチラシには担当者（責任者）の名前を明示するなど、開催にあたって責
任を持って実施されたい

スポーツ目的の来訪者に対しても、ヌートリアなどの外来種に関する知識や河川環境に
興味を持ってもらえるような取り組みを進められたい

⇒ 文化スポーツ事業団が主催して自然観察教室などを展開している

平成27年 委員会 ２つの自治体が、隣接する同一箇所を占用する必要性を明確にされたい

今後の河岸侵食に備え、占用箇所の移転や利用形態の変更など、利用者の安全に配
慮した対策をとっていただきたい

河川空間を利用した自然観察プログラムなどの参加者数や、参加者の感想などについ
ても把握されたい

【木津川下流】
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31.城陽市立木津川河川敷運動広場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
記入者： 城陽市 文化・スポーツ推進課 森 祐介 
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番号 
31.城陽市立木津

川河川敷運動広場 
占用目的 運動広場 許可受者 城陽市 場所 

右岸 8.8k+20m 
～9.6k+27m 

１．施設の概要                                (占用者作成) 

位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現況写真 

 

テニスコート  

 

 

 

 

グラウンド  

（京奈和自動車道  

上流側） 

 

 

（写真撮影者：占用者） 

現在の 
利用形態 

野球場４面、テニスコート８面 
都市計画 
の有無 

都市公園 

占用面積 36,465.68 ㎡ 付帯施設等 
ﾊﾞｯｸﾈｯﾄ４面、ﾃﾆｽ支柱 16 基、ｻｯｶｰｺﾞｰﾙ

２基、備品庫 1基、移動式便所２基 

許可の経緯 
＜当初許可＞ S49.8.14 

＜許可期限＞ H32.3.31 

利用者数 

平成 25 年度 26,184 人 ※1 

平成 26 年度 44,817 人 ※1 

平成 27 年度 43,542 人  

平成 28 年度 51,591 人 

平成 29 年度 41,601 人 ※2 

※1.台風 18号による災害復旧のため平成25

年 9月 16日～平成26年 4月まで使用を制限 

※2.台風 21号による災害復旧のため平成29 

年 10 月 22 日～平成 30 年 6 月まで使用を制

限 

※利用者数は、申請者の申請利用者数を集計 

堤内地･ 
堤外地 

堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地 

周辺の 
土地利用の

状況 

・周辺は農地が広がっている。 

・占用地の上空を京奈和自動車道が横切っている。 

・上流・下流側に堤外民地と耕作地がある。 

関連諸計画

における 
占用地の 
位置付け 

・都市計画内容 種類：近隣公園 面積：32,730 ㎡告示日：昭和 51 年 11 月 13 日 

・第４次城陽市総合計画において、日常的な健康づくりの中心的施設としている。 

・城陽市都市計画マスタープランにおいて、木津川の水辺空間を広域的なレクリエーション軸

および拠点として、市民が暮らしのなかで身近にうるおいを感じることができる保全・整備

するとともに、野性動植物の生態系の保全や河川環境の向上に努めることとしている。 

・城陽市緑の基本計画の「緑の将来構造図」において、「水と緑の回廊軸」の中に位置付けて

おり、桜づつみと共に自然環境保全や都市景観形成において重要な役割を持った水と緑のネ

ットワークを構成する緑地の一部としている。 

・地域防災計画の中で、指定緊急避難所や給水場所、ヘリコプター発着予定場所として位置付

けている。 

その他 
特記事項 

・近年においては、平成 29 年 10 月に発生した台風 21 号により、占用域が冠水した実績があ

る。この台風による被災水位は約 70cm で、グラウンドにおいて土砂が流出及び堆積し、被

害の復旧に約 546 万円を要した。 

・運動広場は利用者の多い施設であることから早期復旧を目指し、グラウンドは平成 30 年 3 

月に、テニスコートは平成 30 年 6 月より供用開始した。 
  

ランク：A 

   ：占用区域 

平成 30 年 

11月15日撮影 
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ランク：A 
 

番号 
31.城陽市立木津

川河川敷運動広場 
占用目的 運動広場 許可受者 城陽市 場所 

右岸 8.8k+20m 
～9.6k+27m 

２．施設の現状                                (占用者作成) 

占用の 
必要性 

・城陽市内提内地に位置する城陽市総合運動公園は、野球場、多目的広場、テニスコート（ハ

ードコート 4 面）、ゲートボール場、体育館競技場、格技場、トレーニングルームを備え、

年間延べ 20 万人～24 万人前後の利用者がある。 

・同じく市内提内地に位置する市民テニスコート（人工芝２面）は、年間延べ 1～1.5 万人前

後の利用がある。 

・学校グラウンドについても開放を行っているが、飽和状態である。 

・城陽市の公園の整備目標である 10 ㎡/人に対して、現状は 6.0 ㎡/人と極めて不足している

状況である。 

・年間延べ 5万人前後が利用している当該施設は、日常的な健康づくりのための中心的施設と

している重要な施設であり、今後も施設の存続、占用は必要である。 

管理状況 

・管理は、指定管理者である公益財団法人城陽市民余暇活動センターが行っている。 

・管理については、城陽市立市民運動広場の設置及び管理に関する条例、同条例施行規則に則

り行っている。 

・主な管理内容は、以下のとおりである。 

・利用者の予約受付（利用希望が重なった場合は抽選）を実施している。 

・冠水が予想される場合は、移動式便所等の付帯設備を堤内地に移動させている。 

利用状況 
・年間延べ 5万人前後が、テニス、野球、ソフトボール、サッカー、グラウンドゴルフ等のプ

レイに利用している。 

・特定の団体による独占的利用はない。 

前回審議の

意見と対応 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・河川管理者と協議した「災害復旧時の具体的

な方針」について明示されたい 

・占用期間は３年が妥当である 

・災害復旧で整地を行う場合は、できる限り
堆積・流出した土砂を使用し、外部からの
持ち込み土砂は必要最小限にとどめること
としている。 

環境保全 
に向けて 
申請者の 
取り組み 

・河川レンジャーの活動を通じて、木津川の環境保全や生態系について利用者と協働で環境保
全に係る取り組みを行っている。 

・ＮＰＯ法人やましろ里山の会の活動を通じて、木津川の環境保全や生態系について利用者等
と協働で環境保全に係る取り組みを行っている。 

・城陽環境パートナーシップ会議（市民協働による団体）が主体となり、市民を対象に自然観
察会（市内に生息する身近な野鳥や動植物の観察、河川・堤防のごみ拾い）を行っている。 

その他 
特になし 
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ランク：A 
 

番号 
31.城陽市立木津

川河川敷運動広場 
占用目的 運動広場 許可受者 城陽市 場所 

右岸 8.8k+20m 
～9.6k+27m 

３．施設の自然環境的状況                        （河川管理者作成） 

占用地及び周辺の 

自然環境 

・占有地は運動広場として整備されている 

・占用地の上下流は茶畑として利用されている。 

・新木津川橋の周辺は低水護岸が整備されているが、上流は竹林、下流はヤナ

ギの河畔林となっている。 

・占有地の対岸は、大規模な河原裸地が形成されており、ツルヨシ、ヤナギな

どが見られる。 

・外来種のセイタカアワダチソウ群落もひろく分布する。 

・オオヨシキリなどのヨシ類の群落に依存する鳥類が見られる。 

・背後地は、中心が京奈和自動車道のインターチェンジで、その周辺はほとん

どが農地である。 

自然環境上重要な場所 

・占有地の対岸には、砂河川である木津川特有の大規模な河原が形成されてい

ることから、河原やヨシ原で生息・繁殖する鳥類にとって貴重な場所となっ

ている。 

・上流の広葉樹林で大規模なサギ類の集団繁殖地が確認されている。 

・重要な種として鳥類ではオオヨシキリ等が確認されている。 

水際の 

状況 

水域までの

距離 

・水域までの距離：20m～150m 

・中央部の河岸はコンクリート護岸で、その前には砂州が形成されている。 

・上流は河岸に竹林があり、自然河岸の状態で前面の砂州につながる。 

・下流は自然河岸でヤナギの河畔林が形成されるが、その前には澪筋が近接し、

淵になっている。 

水面との 

高低差 

・約 5ｍ 

・冠水実績：近年では、平成 16 年、平成 21 年、平成 24 年、平成 25 年、平成

26 年、平成 29 年の洪水で冠水している。 

環境面から見た 

望ましい利用方針 

・中央部から下流部は水際が急峻かつ前面が深い流れで危険であることから、

水際の利用の場合には、安全性確保が必要である。 

・河川内を利用する生物への影響を緩和するため、バッファーゾーンとなる河

畔林などはできるだけ保全することが望まれる。 

・砂州部の環境が重要と考えられることから、特に、春～秋にかけての生物の

繁殖期には生物の忌避行動につながるような行為（多くの人が集まる、大き

な音が出るなど）は避けた方がよい。 

・昆虫等の生息域となる自然環境を広げるために、管理区域等の草地の刈り残

しを図る。 

・法面に貴重な植物等が生育している可能性があるため、除草等については別

途出張所等と調整を行う。 

・利用範囲の認知のために、占用範囲を看板、標識等により明示する。 

・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用地及び周

辺での利用のあり方や環境保全への意識向上を図る。 

・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと

連携した環境教育のあり方を検討する。 
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ランク：A 
 

番号 
31.城陽市立木津

川河川敷運動広場 
占用目的 運動広場 許可受者 城陽市 場所 

右岸 8.8k+20m 
～9.6k+27m 

４．占用許可期間の更新についての意見                   （委員会作成） 
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ランク：A 
 

番号 
31.城陽市立木津

川河川敷運動広場 
占用目的 運動広場 許可受者 城陽市 場所 

右岸 8.8k+20m 
～9.6k+27m 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真                （写真撮影者：占用者） 

(平面図) 

 

 
 

(断面図：9.0k) 
  

 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

3 5

6

7

1
8 9

4

城陽市立木津川河川敷運動広場 

幅   約20m 

高低差 約 5m 

幅 約 150m 

①下流側より施設遠景 ②上流側より施設遠景 

平成 30 年 11 月 15 日(木)撮影 平成 30 年 11 月 15 日(木)撮影 

⑩ 
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ランク：A 
 

番号 
31.城陽市立木津

川河川敷運動広場 
占用目的 運動広場 許可受者 城陽市 場所 

右岸 8.8k+20m 
～9.6k+27m 

               (写真撮影者：占用者) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

③水際の状況 ④グラウンド 

⑤バックネット ⑥仮設トイレ 

⑦進入路 ⑧テニスコート 

⑨駐車場 ⑩倉庫 

平成 30 年 11 月 15 日(木)撮影 
平成 30 年 11 月 15 日(木)撮影 

平成 30 年 11 月 15 日(木)撮影 平成 30 年 11 月 15 日(木)撮影 

平成 30 年 11 月 15 日(木)撮影 平成 30 年 11 月 15 日(木)撮影 

平成 30 年 11 月 15 日(木)撮影 平成 30 年 11 月 15 日(木)撮影 
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つ
い

て
明

示
さ

れ
た

い

・
災

害
復

旧
等

で
整

地
を

行
う

場
合

は
、

で
き

る
限

り
堆

積
・
流

出
し

た
土

砂
を

使
用

し
、

外
部

か
ら

の
持

ち
込

み
土

砂
は

必
要

最
小

限
に

と
ど

め
る

こ
と

と
し

て
い

ま
す

。

・
占

用
目

的
は

、
運

動
広

場
の

設
置

で
す

が
、

河
川

敷
に

位
置

す
る

ス
ポ

ー
ツ

施
設

と
し

て
、

出
来

る
限

り
自

然
環

境
に

配
慮

し
た

施
設

の
維

持
・
管

理
を

行
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

川
ら

し
い

利
用

事
業

等
の

実
施

に
は

当
該

施
設

を
利

用
い

た
だ

い
て

い
ま

す
。

○
：
合

致
す

る
△

：
一

部
合

致
す

る
×

：
合

致
し

な
い

7
特

定
の

利
用

者
・
団

体
に

限
定

せ
ず

、
公

平
な

利
用

が
で

き
る

か

・
条

例
及

び
規

則
に

基
づ

き
、

公
平

な
利

用
と

な
る

よ
う

に
申

込
制

を
採

用
し

て
い

ま
す

。
な

お
、

希
望

が
重

な
っ

た
場

合
に

は
、

抽
選

に
よ

り
利

用
者

を
決

定
し

て
い

ま
す

。

○
：
公

平
に

利
用

で
き

る
△

：
公

平
に

利
用

で
き

な
い

　
　

 場
合

が
あ

る
×

：
特

定
の

者
が

利
用

8
利

用
状

況
は

占
用

目
的

に
合

致
し

て
い

る
か

・
運

動
広

場
と

し
て

、
ソ

フ
ト

テ
ニ

ス
、

サ
ッ

カ
ー

、
野

球
、

ソ
フ

ト
ボ

ー
ル

、
グ

ラ
ウ

ン
ド

ゴ
ル

フ
な

ど
市

民
の

ス
ポ

ー
ツ

活
動

の
場

と
し

て
年

間
約

5
万

人
の

市
民

に
利

用
さ

れ
て

い
ま

す
。

○
：
合

致
し

て
い

る
△

：
合

致
し

て
い

な
い

場
合

が 　
　

 あ
る

×
：
合

致
し

て
い

な
い

9
連

携
体

制
「
川

ら
し

い
利

用
、

川
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

利
用

」
に

関
す

る
取

組
に

つ
い

て
、

施
設

利
用

者
や

地
域

住
民

、
市

民
団

体
等

と
連

携
し

て
い

る
か

・
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

、
N

P
O

法
人

や
ま

し
ろ

里
山

の
会

、
城

陽
市

環
境

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

会
議

等
の

市
民

団
体

と
連

携
し

て
い

ま
す

。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
0

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生

保
全

す
べ

き
動

植
物

な
ど

、
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

で
配

慮
す

べ
き

事
項

を
把

握
し

て
い

る
か

（
例

）
貴

重
種

の
生

育
・
生

息
地

、
ヨ

シ
原

、
干

潟
、

野
鳥

の
営

巣
地

、
外

来
種

の
繁

殖
等

・
占

用
地

の
堤

防
側

法
面

部
分

に
希

少
植

物
で

あ
る

「
レ

ン
リ

ソ
ウ

」
が

生
育

・
安

定
し

た
生

息
地

が
少

な
い

と
思

わ
れ

る
ジ

ャ
コ

ウ
ア

ゲ
ハ

が
食

草
す

る
ウ

マ
ノ

ス
ズ

ク
サ

が
生

育
・
外

来
種

で
あ

る
オ

ニ
ユ

リ
の

群
生

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

・
台

風
等

に
よ

る
水

位
上

昇
の

際
に

は
冠

水
状

況
を

把
握

し
、

冠
水

し
や

す
い

区
域

を
把

握
し

て
い

ま
す

。
特

に
、

高
山

ダ
ム

の
放

流
量

及
び

飯
岡

観
測

所
の

水
位

に
留

意
し

て
い

ま
す

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

7
7



Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
森

 祐
介

（
城

陽
市

教
育

委
員

会
事

務
局

 文
化

・
ス

ポ
ー

ツ
推

進
課

）
●

河
川

保
全

利
用

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
（
占

用
地

　
名

称
：
3
1
.城

陽
市

立
木

津
川

河
川

敷
運

動
広

場
）

N
o

確
認

の
視

点
確

認
事

項
過

年
度

意
見

過
年

度
意

見
に

つ
い

て
の

対
応

と
進

捗
占

用
者

に
よ

る
確

認
河

川
管

理
者

に
よ

る
確

認
河

川
保

全
利

用
委

員
会

の
意

見
評

価
欄

評
価

区
分

備
考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

・
第

2
～

４
グ

ラ
ウ

ン
ド

の
外

野
部

分
は

植
生

を
維

持
し

て
お

り
、

ス
ポ

ー
ツ

施
設

と
し

て
の

効
用

を
維

持
し

つ
つ

、
最

大
限

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

・
ゴ

ミ
は

、
利

用
者

の
持

ち
帰

り
を

徹
底

す
る

と
と

も
に

、
定

期
的

に
指

定
管

理
者

が
巡

回
し

管
理

し
て

い
ま

す
。

・
草

刈
り

は
、

国
土

交
通

省
か

ら
指

定
さ

れ
た

範
囲

を
行

っ
て

お
り

、
水

際
部

分
の

草
刈

り
は

行
っ

て
お

り
ま

せ
ん

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

・
環

境
保

全
の

た
め

ゴ
ミ

の
持

ち
帰

り
、

目
的

外
使

用
禁

止
等

の
啓

発
看

板
を

設
置

し
て

い
ま

す
。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

・
河

川
レ

ン
ジ

ャ
ー

、
N

P
O

法
人

や
ま

し
ろ

里
山

の
会

の
協

力
を

得
て

、
木

津
川

の
自

然
を

学
習

す
る

事
業

を
実

施
し

て
い

ま
す

。
・
城

陽
環

境
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
会

議
が

主
体

と
な

り
市

民
を

対
象

に
自

然
観

察
会

を
実

施
し

て
い

ま
す

。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

・
設

置
し

て
い

ま
せ

ん
。

○
：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

・
使

用
し

て
い

ま
せ

ん
。

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

　
　

 あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か

・
本

占
用

施
設

は
比

較
的

高
水

敷
に

あ
り

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

路
が

な
く
、

水
面

利
用

者
は

、
施

設
近

隣
を

使
用

さ
れ

ま
せ

ん
。

○
：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
支

障
が

あ
る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か （
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

・
利

用
者

は
、

ゴ
ミ

の
持

ち
帰

り
及

び
大

会
に

お
け

る
自

主
的

な
交

通
誘

導
な

ど
地

域
住

民
に

配
慮

し
た

施
設

利
用

を
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

地
域

住
民

か
ら

の
苦

情
も

あ
り

ま
せ

ん
。

○
：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

・
利

用
状

況
や

利
用

者
か

ら
の

要
望

を
踏

ま
え

て
、

利
用

上
の

ル
ー

ル
を

定
め

、
許

可
書

と
供

に
印

刷
配

布
し

て
い

ま
す

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
1

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・

再
生

に
関

す
る

事
項

は
定

め
て

い
る

か

・
都

市
公

園
条

例
第

4
条

（
行

為
の

禁
止

）
で

定
め

て
い

ま
す

。
・
ゴ

ミ
箱

の
設

置
は

行
わ

な
い

こ
と

と
し

、
ゴ

ミ
の

持
ち

込
み

禁
止

、
ゴ

ミ
の

持
ち

帰
り

を
徹

底
し

て
い

ま
す

。
・
農

薬
使

用
を

禁
止

し
て

い
ま

す
。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

　
　

 ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

・
利

用
状

況
や

利
用

者
か

ら
の

要
望

を
踏

ま
え

て
、

利
用

上
の

ル
ー

ル
を

定
め

、
許

可
書

と
供

に
印

刷
配

布
し

て
い

ま
す

。
（
再

掲
）

・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
に

関
係

条
例

等
を

掲
載

し
周

知
し

て
い

ま
す

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

　
　

 ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

7
8
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利用者数の把握方法（利用者から利用者数の申請を受け、指定管理者が毎月集計しています。）

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度
４月 1,228 0 1,041 1,185 1,032
５月 998 1,138 1,009 1,074 963
６月 860 837 573 933 796
７月 1,545 1,267 1,306 1,462 1,285
８月 1,331 852 1,314 1,129 1,122
９月 318 1,304 1,338 1,026 901
１０月 0 891 1,022 821 613
１１月 0 1,254 871 830 50
１２月 0 892 941 872 0
１月 0 795 1,076 743 0
２月 0 765 806 609 0
３月 0 935 953 972 0
計 6,280 10,930 12,250 11,656 6,762

４月 5,023 3,751 3,353 6,142 6,495
５月 3,532 3,638 3,811 4,360 3,231
６月 3,845 3,905 2,620 2,460 2,876
７月 2,549 3,201 2,086 2,909 3,088
８月 3,757 2,230 1,907 2,410 3,898
９月 1,198 3,707 4,036 3,482 2,925
１０月 0 1,708 2,641 4,265 1,870
１１月 0 3,277 2,084 3,876 0
１２月 0 1,610 2,484 2,666 2,933
１月 0 1,588 1,738 1,678 1,560
２月 0 3,264 2,165 2,355 2,411
３月 0 2,008 2,367 3,332 3,552
計 19,904 33,887 31,292 39,935 34,839

合　　計 26,184 44,817 43,542 51,591 41,601

市
民
運
動
広
場

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

野
球
場
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No.6、No.12 関連写真 
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No.9、No.13 関連写真 
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No.14関連写真 
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No.9、No.15 関連写真 
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No.19 関連写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.22 関連写真 
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城陽市立木津川河川敷運動広場 利用実態平面図 

第４グラウンド 

第 3グラウンド 

第 2グラウンド 

第 1グラウンド 

テニスコート(8面) 

駐車場 

進入路 

バックネット 

バックネット 

手洗い場 

手洗い場 

物置き 

仮設トイレ 

仮設トイレ 

車留め 
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チェックリスト Ｎｏ．１資料 
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チェックリスト Ｎｏ．２資料 
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チェックリスト Ｎｏ．３資料 

城陽市緑の基本計画より抜粋 
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チェックリスト Ｎｏ．１０資料 

木津川の自然 
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城陽生き物ハンドブック 
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城陽生き物ガイドブック 
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城陽市動植物環境調査報告書 

 

 

 

 

130



 

 

 

 

 

131



 

 

 

 

 

132



 

 

 

 

 

 

133



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136



 

 

 

 

 

 

 

137



チェックリスト Ｎ０．１１資料 

 

城陽市立市民運動広場過去の冠水歴 

 

 

平成 ２年  ９月と１２月に台風により冠水する。（一部施設は翌年の３月まで使用

を中止する。） 

平成 ５年  ８月の台風により冠水する。（一部施設短期間使用を中止する。） 

平成 ６年  ９月の台風により全面冠水する。（一部施設は１１月まで使用を中止と

する。） 

平成 ７年  ５月の大雨により冠水する。（一部施設短期間使用を中止する。） 

平成 ９年  ７月の台風により全面冠水する。（一部施設は１１月まで使用を中止す

る。） 

平成１６年  ８月と９月の台風により冠水する。（８月の冠水により一部施設は翌年

の３月まで使用を中止する。９月は冠水するも問題なかった。） 

  平成２１年  １０月８日の台風１８号により全面冠水 

         （高山ダム最大放流量 10月 8日 am5:50 1,277.56㎥/s） 

         （元々予定していた護岸改修工事等と併せて整備工事を行ったため、

一部施設は翌年 6月まで使用を中止する。） 

  平成２４年  台風１８号により冠水。（被害なし） 

  平成２５年  台風１８号により全面冠水。（平成 26年 3月 31日まで施設全面閉鎖） 

          費用：①測量・設計委託   5,145,000円 

             ②復旧工事     19,425,000円 

  平成２６年  ８月９～１０日の台風１１号により冠水。（被害軽微） 

  平成２９年  １０月２１日～２３日の台風２１号により全面冠水。 

         （グラウンドは平成 30年 2月 28日まで、テニスコートは平成 30年 5

月 31日まで施設閉鎖） 

          費用：①測量・設計委託    489,348円 

             ②復旧工事      4,973,400円 

 

 

 

＊現在のグラウンドの面積になったのは、昭和６１年に京奈バイパスの開通による補償工

事以降である。  
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場　所

2 山城大橋下ＮＰＯ法人やましろ里山の会
5月27日（日）
9：00～12：00

 
川で遊ぼう！学ぼう！

(ワンドでの魚さがし・投
網体験・水質調べ等)

内　容 開催日 講　師

サン・アビリティーズ城陽1 京都府アーチェリー連盟
5月20日（日）

9：30～1１：３0
アーチェリーに挑戦！

主 催 城陽市教育委員会

対 象 者 市内在住の小学校４年生から６年生 ２０人

（応募者多数の場合は抽選）

参 加 費 無料

申込方法 はがき、FAXまたはEメールにて、参加者氏名（ふりがな）、性別、

学校名、学年、保護者名、郵便番号、住所、電話番号を記入の上

〒６１０-０１９５ 城陽市寺田東ノ口１６・１７番地

城陽市役所 西庁舎 ３Ｆ 城陽市教育委員会 文化・スポーツ推進課

「キッズスポーツ☆チャレンジ広場」まで

※締め切り ５月９日（水）必着

FAX ５６－０８０１ Eメール sports@city.joyo.lg.jp

そ の 他 ・教室における事故については、応急処置のみ行います。

・両日参加できることを原則とします。

・各教室はすべて現地集合となります。

問 合 せ 城陽市教育委員会

文化・スポーツ推進課（５６―４０４８）

運動が苦手でも、体力に自信がなくて

も大丈夫！

ルールは簡単！的に向かって矢を放

ち、矢の刺さった箇所の得点の合計

を競います。

木津川はどんな川？

木津川にいる、いろんな生き物を捕まえ

てみよう！

川に親しみ、川について学びます。

見て、触れて、体験しよう！
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チェックリスト Ｎｏ．２０～２２資料 
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チェックリスト Ｎｏ．２２資料 
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ホーム くらしのガイド 市の紹介 市政情報 ⼊札・契約

[2006年7⽉28⽇] ID:1138 ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ホーム くらしのガイド 教育 ⽂化・スポーツ ⽂化・スポーツ

⽊津川河川敷運動広場

所在地

郵便番号610-0118
京都府城陽市⽔主下外島23番地の１地先

利⽤時間

午前６時〜午後７時

休場⽇

なし

⾞でのご来場の場合

⾞でのご来場の場合は、付近住⺠のご迷惑となりますので、住宅街には進⼊せず、必ず上図の⽮印に従って通⾏してくだ
さい。また、堤防上は通⾏できません。
進⼊路近辺での路上駐⾞、および、堤防上への駐⾞もご遠慮願います。
なお、駐⾞スペースが限られておりますので、⾞でご来場の際は、できるだけ乗り合わせの上ご来場いただきますようご
協⼒ください。

検索 English 한국어 ⽂字サイズ 標準 拡⼤

���ページ木津川河川敷運動広場 ��城陽市

���������������������������������������������
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教育委員会事務局⽂
化・スポーツ推進課
スポーツ推進係

施設概要と使⽤料

野球場４⾯、クレーテニスコート８⾯

１時間当たりの使⽤料⼀覧

施設 使⽤料（円）

テニスコート（１⾯） 施設使⽤料100

野球場（１⾯） 施設使⽤料300

利⽤⼿続

窓⼝予約

スポーツセンター事務所（市⺠体育館内）へ直接ご来館のうえ申し込んでください。城陽市内の団体は使⽤⽇の１カ⽉前
から、城陽市外の団体は使⽤⽇の21⽇前から受付します。プラムイン城陽、アイリスイン城陽の宿泊利⽤者は使⽤⽇の
２カ⽉前から予約することができます。

インターネット予約

使⽤⽇の21⽇前（３週間前）から予約ができます。
城陽市公共施設予約サービスへ（別ウインドウで開く）

使⽤の制限

次の場合は使⽤をお断りします。

• 許可された目的以外で使⽤する場合
• 施設の運営上⽀障があると認められる場合
• その他、職員の指⽰に従わない場合

問い合わせ・連絡先

〈スポーツセンター（市⺠体育館内）〉
郵便番号610-0121
京都府城陽市寺⽥奥⼭１
TEL︓0774(55)6222
FAX︓0774(55)6221

このサイトについて サイトマップ リンク集 各課の窓⼝

城陽市役所 〒610-0195 京都府城陽市寺⽥東ノ⼝16・17  電話 0774-52-1111（代表） FAX 0774-56-3999

Copyright 2015 Joyo City. Al l  r ights reserved. 制作︓京都芸術デザイン専門学校（別ウィンドウで開く） 草野典世 トップへ戻る

お知らせ

���ページ木津川河川敷運動広場 ��城陽市

���������������������������������������������
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【参考資料】河川保全利用委員会速記録 

（関連部分のみ抜粋） 
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平成 27 年度 

木津川下流保全利用委員会 

 

平成 27 年 12 月 16 日 
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〇河川管理者（増田） 結果的に累積した数字、１億４,５００万円というのも当初から

計画しているものじゃなくて、毎年ちょっとずつやっていたらこうなったので、誰も想

定はしていなかったと思うんですけれども、この実態の中で、ちょっとずらしたら、こ

んなに金はかからんけどどうかとか、そこら辺ちょっと、あればまたいろいろとご相談

なり、ご協議なりをさせていただくというのは可能だと思います。 
〇村上委員長 ほかにございますか。その問題はこれで終わったとして。 
  １つだけ気になるのは、チラシ等のところで、遊歩道を使われて観察教室がたびたび

行われているのは非常に結構な話だと思うんですが、それの参加人数とか、それに来た

人は野球場を使っている人が来てるのかとか、その感想、それがどうやったとか、そう

いう内容についてもちょっと触れてほしいなと。せっかくやって、どのぐらいの人数が

来て、どんな感想を持っているのかと、案内文だけじゃなしに、利用人数は何人とか、

感想としてはこういうことになったとかいうふうな説明をしてもらうと、ちょっとよく

なると思うんです。そういうことは、住民に対しても意味があると思うんです。そうい

うことをしてほしい。 
  ここは結構な話なんだけど、もう一歩進めたらどうだろうという話です。 
  ほかにございますか。 
〇久保田委員 ヌートリアなどという指摘を私どもでしているみたいなんですけれども、

ここはいるんですかね。 
〇宗田委員 います、います。前回も聞いて、ヌートリアはいます、アライグマもいます

というお答えだった。 
〇久保田委員 あれ、こちらの場所でしたか。 
〇宗田委員 そうそう。 
〇村上委員長 これだけ広いので、絶対います。 
〇宗田委員 いなくなってくれればいいんですけど、まだいるでしょう、きっと。 
〇村上委員長 ほかになければ、この案件は終わりにしまして、城陽市立木津川河川敷運

動広場、よろしくお願いします。 
〇占用者（久御山町） ありがとうございました。 
 
２－４）城陽市立木津川河川敷運動広場（城陽市） 

 
○司会（髙橋） それでは、４件目の占用案件でございます。城陽市立木津川河川敷運動

広場についてご審議いただきます。 
  簡単に施設の内容をご説明いたします。 
〇事務局（峠） ９２ページをご参照ください。 
  上に記載がございますが、占用目的ですが、運動広場となっております。場所につき

ましては、右岸側の８.８キロから９.６キロぐらいとなっております。 
現在の利用状況でございますけれども、野球場が４面とテニスコートが８面、占用面

積につきましては３.６万平米程度となっております。 
地域の状況につきましては、９６、９７ページに平面図及び写真がございます。 
９４ページに、自然環境的状況という記載がございまして、上から３つ目になります
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けれども、新木津川橋の周辺は低水護岸が整備されています。上流は竹林、下流はヤナ

ギの河畔林となっているという状況でございます。鳥類等なんですけれども、下から２

つ目、オオヨシキリなどのヨシ類の群落に依存する鳥類が見られる状況というふうにな

ってございます。 
前回の審議のご意見が９３ページにございます。３つほどご意見をいただいておりま

して、１つ目が、治水上の支障とならないように、災害復旧等で整地をする場合には砕

石や土砂等を持ち込まないようにすること。２つ目が、木津川らしい川のダイナミズム

や環境を学ぶことができる環境学習の場としての活用等を河川管理者と協力し検討・実

施されたい。３つ目が、注意書きの看板等は占用者である城陽市として明記し掲示され

たいということでご意見をいただいております。 
簡単ですが、以上です。 

〇村上委員長 そしたら、占用者さん。 
〇占用者（城陽市） 城陽市の新井と申します。よろしくお願いいたします。 
  前回審議の意見と対応というところで、その後の対応状況等をご説明させていただき

ます。 
  治水上の支障とならないように、災害復旧等で整地する場合には砕石や土砂等を持ち

込まないようにすることということでございます。それで、現地視察いただいたときに

も一部砕石等について説明させていただきましたが、極力持ち込まないようにというこ

とで対応してきております。それから、災害復旧時におきましては、河川管理者様とご

協議させていただき、この委員会での結果も踏まえて、極力持ち込まない、最小限の形

でやっていくというようなことで取り組みを進めてきております。 
  それから、木津川らしい川のダイナミズムや環境を学ぶことができる環境学習という、

この環境を利用した形を河川管理者様と協力してやっていくようにという内容でござい

ますが、市といたしましては、河川レンジャーさん、それからＮＰＯ法人やましろ里山

の会様、こういった団体に協力をいただいたり、あるいは市のほうの施設をご利用いた

だいたりというようなことで、木津川の自然を学習する機会を設けております。 
先ほど他の団体様でありました参加者とか感想等は載せておりませんが、やった際に

はアンケート、簡単な感想を書いていただくということで資料収集はできております。

きょうは残念ながら持ってきておりませんが、必要であればお出しすることはできます。 
それから、城陽環境パートナーシップ会議という市の環境課のほうと一緒にやってお

るところがございまして、木津川、あるいは近隣の古川とかいうところで市民と一緒に

自然観察会などを進めておるというところと連絡調整したりしております。 
それから、注意書きの看板に、占用者である城陽市としての明記をというご意見をい

ただいております。市のほうは、先ほどからも出ておりますが、指定管理者制度を利用

いたしまして、城陽市民余暇活動センターというところに委託しております。市のほう

の名前を書くということについて管理者のほうと協議等をしておるんですが、市民に誤

解を招くと。誤解といいますのは、何かあったときの連絡先がどこがいいのかというの

が、いろいろ判断する場面が変わってきますので、管理者ということでやらせていただ

きたいというふうに考えておるところでございます。 
以上でございます。 
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〇村上委員長 そしたら、どこからでも質問なりご意見を。 
〇久保田委員 最後に、指定管理者さんの話でしたね。要するに、連絡先は指定管理者に

なっているという、そういう意味ですか。 
〇占用者（城陽市） お申し込みとか、何かあったときのまず最初の連絡先というのが、

市のほうじゃなしに、委託しております城陽市民余暇活動センターというところになり

ますので、施設の貸し出し等もそちらのほうに全てお願いしておるというところがござ

います。そういった状況で市のほうに電話してもらっても、対応できない部分がござい

ますので、管理者ということで皆様一応認識していただいているところがございます。

その辺も踏まえまして、従来どおりの対応でお願いしたいなというところでございます。 
〇村上委員長 １番目のところ、取り組みを進めてきたという内容がさっぱりわからない

ので、例えば災害復旧等で整地する場合には土砂を外部から極力持ち込まないようにし

ているとか、そういうふうに具体的に答えてもらえませんか。 
〇占用者（城陽市） 当然と言うと失礼な話になるんですが、持ち込まずにすることはで

きないという状況がございます。測量した結果を踏まえて、こういう形で復旧のほうを

進めていきたいということでお話しさせていただく中で、そのときのやり方について、

この委員会のご意見を踏まえた形でやっていくようにという話が出ているかと思います。

その辺を踏まえて、最小限の土の量でできるようにという形で整備をしてきていると。 
〇村上委員長 だから、その方針を書いてください、具体的に。記載されてないので、ど

ういう取り組みをしたか、さっぱりわからない。だから、そこは先ほど言葉で言われた

から、その言葉をちゃんと明快に書いてくださいと、そういうことです。 
〇占用者（城陽市） わかりました。 
〇村上委員長 ほかに何かございますか。 
  ここは、災害の起こり方とか、それについての記述はどこにされているんですか。 
〇宗田委員 ９２ページの下に。 
〇久保田委員 そこは特記事項で、平成２５年…… 
〇村上委員長 これ、この前、特記事項を書くことにしましたかね。 
〇占用者（城陽市） 別にも資料のご提出をさせていただいたんですが。メールでうまく

送れなかったのかどうか、ちょっとそこは不明なのですが、資料としてはご提出させて

いただいておりまして、平成２年から２６年の間でどういう冠水歴があるかというのは

お出ししております。本日いただきました資料にはついていませんでして、口頭で説明

させていただきましたら、平成２年９月と１０月に台風、平成５年につきましては８月、

平成６年９月、平成７年５月、平成９年７月、次に１６年８月と９月、そして２１年１

０月、２４年が最も近年の分になりますが、台風１８号と。２６年８月に台風１１号で

冠水しておりますが、数年に…… 
〇河川管理者（松原） １５４ページ。 
〇占用者（城陽市） あっ、入っております。１５４ページにあるとおりでございます。

失礼いたしました。 
  数年に一度冠水はしておるんですが、大きな復旧というのは、やはり２５年の台風の

ときになるかなと思っております。 
〇宗田委員 ここに関しては、議事録にもありますけれども、以前、客土に関しては随分
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議論したんですね。 
〇村上委員長 これは議論しましたね。だけど、全部に共通して出てきますね、やっぱり

木津川では。だから、この問題はやっぱり割と共通的な問題として取り上げる必要があ

ると思うんですよ。災害復旧に関するルールみたいなところと、それからその場合、ど

の程度起こったらどうかというのは、占用者が考えることですが、あんまりもったいな

いのでという話はやっぱり考えたほうがいいということは起こりますね。 
〇占用者（城陽市） こんなことを言わせてもらってよいのかどうかわかりませんけれど

も、先ほどから堤内への移設というお話が出てきておって、過去からずっといくと、１

億からのお金がかかってるやないかというお話ですけれども、ただ、これだけの広い面

積を堤内地に求めていくということの難しさというものがやはり出てくるのではないか

と。うちでもここと同じ意見ですと、これはつかってるのにどうなのというお話は確か

にあります。ただ、やっぱりその辺の部分が非常に難しいので、今、不法工作地なんか

もたくさん出てきている中で、そういうものが集約できれば、そちらに持っていきたい

なという思いもあるんですけれども、やっぱりなかなかそれもちょっと難しい話ですの

でね。 
〇宗田委員 長年我が国の人口が増加してくる中で都市化が進んできましたと。だから、

市街地に住宅が増える割に、運動施設の整備が遅れるという時代が続いていたわけです

ね。それは２０年前からもう方向は完全に変わっていまして、人口減少の中、まち・ひ

と・しごと創生法というのが昨年施行されて、国土交通省のほうでも立地適正化計画を

つくるようにお願いしているわけです。御市でもご準備されたんだと思うんですが、そ

の中で、２０年後のこの運動施設がどうなるかという判断をされているかです。 
人口予測はもう十分出ていると思いますし、少子化の影響もありますよね。にもかか

わらず、この運動場をこれだけの経費をかけていつまで使っていくつもりなのかという

ことを厳しく問われているという前提で今お話をしているわけです。 
今まではなかった。それはそうでしょう。戦後７０年間、都市化の影響でそういう問

題が起こってきたことは我々もよく知っていますが、今そんな仕事をしているわけじゃ

ないですね。国土が縮小していく中で、公共施設の適正化ということを国を挙げて検討

しているわけじゃないですか。それでわざわざ今回も国の仕事としてこういうことに向

かっているわけで、じゃあ、立地適正化をどうお考えですかというふうにすぐ切りかえ

して、運動施設２０年後は一体何人のお子さんがいらっしゃる、スポーツクラブはどう

なっているんだ、どのくらいの利用頻度のあるもとに今のことをおっしゃっているんだ

ということになりますから、それから耕作放棄地のこともお話しになりましたし、それ

から空き屋率のこともそうでしょうし、小学校の統廃合ということもありますよね。だ

から、公共用地の余剰ということも重要な問題ですね。 
その中で体育館をどう今後維持管理していくかとかいうこと、小学校の耐震化をどう

進める中で、少子化にどう対応するかということもあるわけで、それをまじめに検討し

ていただければ、ほかの公共施設と同じように、これをどう取り扱うかという整理され

たご議論が出てくるんですね。 
だから、今、既に市街化したところで広い土地をとるのは難しいという３０年前だっ

たらわかる話をもう一回繰り返されても、我々もこういう反応をするしかないわけです
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よ。 
〇占用者（城陽市） お話しいただいているところもあるかと思いますが、歴史的経過を

見ますと、当該公園につきましては、昭和４９年８月に占用の許可をいただいておりま

す。その後、人口増加という傾向にありまして、ピーク時は８万５,０００というよう

な人口に城陽市はなっております。現在８万人を切るような状況になっておりまして、

ご指摘いただいているような全国的な状況と同じような自治体になっているかと思いま

す。 
  それで、堤内地のほうにグラウンド整備を求めてこなかったわけではないというとこ

ろがございます。昭和６１年に、城陽市総合運動公園という部分がスポーツゾーンとし

て７ヘクタール完成しております。その後に９ヘクタール、同じ場所でレクリエーショ

ンゾーンということでオープンしておるわけなんですが、これらの施設につきましても、

現在、お話の老朽化というところもあるんですが、今の人口レベルでもかなりご利用が

満員というような状況がございまして、河川敷のほうにつきましても、年間５万人とい

うことでご利用をいただいております。いつお話しいただいているようなときが来るの

かなというのは、我々としても考えていかなければいけないところだと思うんですが、

今現在は、やはり飽和状態というふうに思っておりますので、継続して利用させていた

だけるように、よろしくお願いしたいと思います。 
〇宗田委員 今返せと言っているわけでは決してない。返すことがふさわしいと思ってい

るわけではないんですね。 
せっかくなので、城陽市さんのご事情を申し上げると、山砂利採取場が昔から大問題。

京都府立大なものですから申し上げると、あそこに運動施設、自然公園施設をつくると

いう計画もあった。サッカーのワールドカップのときも、長年の、あれは第４次の京都

府総合計画のときから話題になっていまして、それがっていう状況じゃないですか。そ

うすると、京都府のお立場──自然環境のほうなのでちょっと違うかとは思いますけれ

ども、私も４総の委員もしてましたし、その後の山城広域振興局の戦略会議の座長もし

ているものですから、そういう観点からすると、この城陽市さんを含む山城地域の運動

施設がどうあるかということは、広い範囲で考えるべき。中途半端に終わっているとこ

ろもありますし、山砂利採取場の跡地に関しても、もっと府としてもちゃんと整備して

いくべきだと思いますし、その中で、広い運動施設がもうちゃんとできていれば、こう

いうご苦労をおかけすることもなかったということも含めて言ってますので、城陽市だ

けを責めているわけではないです。 
今、当面必要だということもよくわかってます。 

〇村上委員長 少し展望を持った話をしないといかんということですね。 
〇久保田委員 市役所さんも環境の部局がちゃんとあって、それでこういった民間の環境

に関する活動をする団体さんと協力し合っているということは非常にいいと思いますの

で、この調子で、川というのはやっぱり環境とか防災とか、それこそまちを考えるのに

非常に重要な要素だと思いますので、ここで利用されているスポーツの方たちにも、そ

ういったものがずっと浸透していくようにこれからも努めていただけたらと思います。 
〇占用者（城陽市） 河川レンジャーさんがごみを集める取り組みをされているときに、

利用されている方にもお声かけをさせていただいて、きょうはこういうふうになってま
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すので、一緒にしていただけますかというようなことで、ちょっと写真のほうもつけさ

せていただいておりますが、ご協力いただいて、やっていただいたりしておるというと

ころでございます。

〇村上委員長 一応努力されていると思いますよ。できたら、看板の設置とか、そういう

ものも少しずつでもやっていただけたらいいと思います。

〇久保田委員 そうなんですね。言い忘れてました。看板が何かお堅くて、ここでいい環

境があるんだというイメージを湧かせるものがないんですね。何かお堅くて、これをし

てはいけませんみたいな感じなので、ここはこういうすばらしいところですという、そ

ういうアピールをしてほしいなと思います。

〇宗田委員 看板は八幡市のやつがよかったです。

〇占用者（城陽市） 参考にさせていただきます。

〇村上委員長 それでは、この件はこれでよろしいですね。

それでは、これで終わります。

２－５）田辺木津川運動公園（京田辺市） 

〇村上委員長 そしたら、５番目の田辺木津川運動公園、京田辺市、よろしくお願いしま

す。

○司会（髙橋） それでは、５番目の案件、田辺木津川運動公園につきまして、事務局よ

り簡単にご説明させていただきます。

〇事務局（峠） それでは、１８０ページをご参照ください。田辺木津川運動公園でござ

います。

占用目的は都市公園としておりまして、場所につきましては、左岸側の１１.２キロ

付近となってございます。

 現在の利用形態ですが、野球場が１面、ソフトボール場が２面、テニスコート４面。

それから、毎年１０月に京田辺市さん主催のマラソン大会の運営拠点として利用されて

いるということでございます。

占用面積につきましては、２万７,０００平米となっておりまして、利用者ですが、

平成２６年度は約４万１,０００人ということでございます。 
地域の場所と風景の写真等でございますが、１８５ページに記載のとおりでございま

す。

 それから、地域の状況ということですが、１８３ページにございまして、占用地及び

周辺の自然環境ということですが、上から２つ目、水際は自然河岸で、上流部分の前面

に大規模な中洲が形成されています。中洲には大規模な河原裸地があります。それから、

下流部分の前面にも大規模な砂洲がありまして、大規模な河原裸地、ツルヨシ、ヤナギ

などが見られるような環境となってございます。

 前回の審議のご意見等ですが、１８２ページの真ん中辺にございます。ご意見は２つ

いただいておりまして、１つ目、駐車場の適正化に引き続き努められたい。２つ目、河

川環境や防災に関する学習の場としての利用など、河川敷の特性を活かした多目的な利

用について、河川レンジャー・ＮＰＯ等各種団体と連携して進められたい。また、その
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「No.31 城陽市⽴⽊津川河川敷運動広場(城陽市)」

■過年度審議結果のレビュー

32

平成19年 委員会 広大な面積をグラウンド、駐車場として利用している
⇒ 年間4万7千人前後の、非常に多くの利用者が訪れている

特に駐車場の利用について、占用範囲外の利用実態について把握し、必要台数や維持
管理のあり方について河川管理者と協議し、次回更新時に新たに申請すること

⇒ 駐車場申請に向け、門扉の設置や鍵の管理方針等について河川管理者と協議中

人と川とのつながりを重視し、施設の利用と管理にあたること。竹林など水際の自然環
境を保全し、共存する方針を検討されたい
河川環境について考えるイベントや広報活動は、引き続き取り組まれたい

平成21年 委員会 車利用を減らす取り組みを実施されたい。車利用に関するガイドラインの作成なども検
討されたい

⇒ ピーク時に150台程度の利用があるが、125台のスペースを確保し、乗り合いによる台
数削減を推進した。併せて、不正利用者排除のため車止めを設置した

（過年度指摘への対応）

⇒ 川らしい利用に向け、スポーツ施設としての機能拡充より、河川空間の自然を残したグ
ラウンド整備に心がけている

⇒ 水際の自然環境保全のため、占用範囲外への進入を制限する看板を設置した
⇒ 河川の広場であることを活かし、自然観察会等のイベントを実施していきたい

平成24年 委員会 災害復旧の整地の際、砕石や土砂等を持ち込まないようにすること
環境学習の場としての活用を、河川管理者と協力して検討・実施されたい

⇒ レンジャー、やましろ里山の会、城陽環境パートナーシップ会議等と連携している
注意書きの看板等に、占用者である「城陽市」を明示されたい

⇒ 利用者に誤解を招かないよう、適切な表記に努めたい

【木津川下流】

「No.31 城陽市⽴⽊津川河川敷運動広場(城陽市)」

■過年度審議結果のレビュー

33

平成25年 委員会 河川管理者と協議した「災害復旧時の具体的な方針」について明示されたい
占用期間は３年が妥当である

【木津川下流】

168



36.田辺木津川運動公園

記入者：京田辺市 建設部 施設管理課 

緑のまちづくり室長 井上 哲也 
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番号 
36. 田辺木津川運

動公園 
占用目的 都市公園 許可受者 京田辺市 場所 

左岸 11.2k+15m～

11.6k+15m 

１．施設の概要                                (占用者作成) 

位置図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現況写真 

近鉄橋梁より 

上流側    

 

 

 

 

近鉄橋梁より 

上流側    

 

平成 30 年  

11 月撮影  

：占用区域 

現在の 
利用形態 

・野球場１面、ソフトボール場２面（競

技場）、テニスコート４面 
・毎年１０月に京田辺市主催のマラソ

ン大会の運営拠点として利用してい

る。 

都市計画 
の有無 

無し 

占用面積 27,007.39 ㎡ 付帯施設等 

・移動式便所 2基 

・バックネット（転倒式）2基 

・サッカーゴール 

・器具庫 2基等 

許可の経緯 
＜当初許可＞ S49.12.1 

＜許可期限＞ H32.3.31 

利用者数 

平成 25 年度４３，６３３人 

平成 26 年度４１，４０４人 

平成 27 年度４５，７４３人 

平成 28 年度４６，６３５人 

平成 29 年度１５，７８５人 

堤内地･ 
堤外地 

堤内地 ・ 堤防 ・ 堤外地 

周辺の 
土地利用の

状況 

・堤外地の占用地の上流側は、同占用地の草内木津川運動公園（野球場 1面他）となっている。

また、占用地の下流側左岸堤防は、つつみ公園があり、遊具・植栽が整備された公園が隣接

している。 

・堤内地側は、一部、旧集落と農地が広がっており、その区域に隣接して、第 1種低層住居専

用地域（低層住宅のための良好な住居の環境を保護するための地域）となっている。また、

小学校が１校あり密集市街地を形成していて、その南には高校が１校ある。 

・左岸側堤防には府道京都八幡木津自転車道（サイクリングロード）が整備されている。 

関連諸計画

における 
占用地の 
位置付け 

・京田辺市総合計画(第 3 次)では、「本市を流れる木津川などの河川と、天井川切り下げに伴

う緑道や公園･緑地を有機的に結び、都市と一体となった水と緑のネットワークづくりを進

める。」と位置づけている。 

・京田辺市都市計画マスタープラン(改訂版)では、「自然生態系の保全に努める中で、自然学

習の場として活用するなど、自然とのふれあい空間をめざす。」と位置づけている。 

・京田辺市緑の基本計画では、「緑の舞台づくり」としての位置づけがなされている。 

・地域防災計画に位置づけられていない。 

その他 
特記事項 

・本公園は、本市の人口の著しい増加による運動施設の不足の解消と、住民の健全なる精神を

育成することを目的とし昭和 49 年 12 月 1 日付けで占用許可を受け、以後も占用の継続を行

い現在に至っている。 

・近年における占用地の冠水実績は平成 21 年 10 月（台風 18 号）、平成 23 年 9 月（台風 12

号）、平成 24 年 9 月（台風 17 号）、平成 25 年 9 月（台風 18 号）、平成 26 年 8 月（台風 11

号）、平成 29 年 10 月(台風 21 号)により冠水を被った。（※なお、（H29）冠水後の復旧につ

きましては、緑のまちづくり室で仕訳（グランドの整正および流木・ごみ等除去）し供用し

ております。） 

ランク：A 
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ランク：A 

 

番号 
36. 田辺木津川運

動公園 
占用目的 都市公園 許可受者 京田辺市 場所 

左岸 11.2k+15m～

11.6k+15m 

２．施設の現状                                (占用者作成) 

占用の 
必要性 

【現況占用の必要性】 

・京田辺市内の 3公園に野球場 5面(内ソフトボール場 2面)がある。（うち堤内地 1面） 

・野球チーム 26 団体(スポーツ少年団含む)、ソフトボールチーム 9 団体、サッカーチーム 3

団体等が、NPO 法人京田辺市社会体育協会に在籍している。 

・既に整備されている堤内地のグラウンド施設のみでは需要を満足することは不可能であり、

引き続き現状施設の維持並びに整備が必要である。 

・京田辺市の公園の整備目標である 10 ㎡/人に対して、現状は 6.１８㎡/人（平成３０年 3月

末現在）と不足している状況である。 

・本施設の利用に対する需要は高く、本市民等のスポーツ活動の場として欠かせない施設とな

っている。 

管理状況 

・京田辺市が京田辺市教育委員会に事務委任を行い、指定管理者制度により NPO 法人京田辺市

社会体育協会が貸出業務や日常管理を行っている。 

・京田辺市都市公園条例、同施行規則、社会体育施設管理規則を定め、適正な管理を実施して

いる。 

【管理内容について】 

・公園利用者に対しては、京田辺市都市公園条例第 4条により、公園の損傷、汚損、竹木の伐

採、植物の採取、土地の形質変更、鳥獣類の捕獲、殺傷等の行為を禁止し、罰則規定を定め

適正な利用に努めるよう指導している。 

・京田辺市社会体育施設管理規則第 11 条により、利用者に対し使用後の整備および清掃･原状

回復、ゴミなどの各自持ち帰り等の遵守事項を定め指導している。 

・毎日巡視を行い、早期に異常を発見し、適切な管理に努めている。 

・施設の維持管理については、年 3 回の除草(芝刈り)、週 1 回～2 回の清掃･月 1 回の施設点

検を実施している。 

・天気予報や水資源開発機構高山ダムの放流情報を基に、洪水が予想される場合は、移動式便

所等の付帯施設を堤内地等に移動させる。また、河川増水時の事故を未然に防止するため、

既設置看板により注意を促している。 

・出水期の前に、河川の増水を想定した撤去訓練を年１回実施している。 

【駐車場の管理について】 

・公園駐車場の利用者に対し、京田辺市都市公園条例第 4条の規定により、指定された場所以

外への車両の乗り入れや駐車を禁止すると共に罰則規定を定め、適正な利用が行われるよう

努めている。 

・今後想定される河川増水時に、車両等が公園区域内に存置されることのないよう、適切な管

理に努めます。 

・公園施設(公園利用者駐車場を含む)の管理体制として、施設利用者のいない時は出入口部分

を施錠し管理体制を強化すると共に、施設利用の際には、利用者から使用当日の責任者を定

め適切に公園施設の使用に努めてもらうと共に、公園使用完了時に鍵の返却と報告書の提出

を求め、報告書で異常が確認されれば、速やかに現地へ向かい処理を行うこととしている。 

利用状況 

・現在、野球場、ソフトボール場 2 面（競技場）、テニスコート 4 面の利用となっており、ソ

フトボール場 2面（競技場）についてはサッカーやラクロス、アルティメット等も利用され

ている。 

・平成 26 年度の年間利用者数は 41,404 人、土・日・祝の年間利用率は 6割、年間平均利用率

は 3割である。 

・毎年１０月に京田辺市主催のマラソン大会の運営拠点として利用され、約７００人が参加し

ている。 

・カヌーでつなぐ「琵琶湖・淀川流域圏」に発着場所の提供を行っている。 
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ランク：A 
 

番号 
36. 田辺木津川運

動公園 
占用目的 都市公園 許可受者 京田辺市 場所 

左岸 11.2k+15m～

11.6k+15m 

 

前回審議の

意見と対応 

前回審議の意見 前回審議意見の対応 

・啓発広報を実施する際には、希少種や外来種

に関する説明等、市民の環境理解を進めるよ

う配慮されたい 

・利用者に対し、施設の使用点検報告書の裏
に木津川の希少種等を掲載し、意識啓発を
図っている。 

環境保全 
に向けて 
申請者の 
取り組み 

・NPO 法人やましろ里山の会により、木津川の清掃活動や市民文化祭等において、木津川の自

然や保全の大切さ等、写真パネルなどを使って展示･広報していただいている。 

・近年、NPO 法人京田辺市社会体育協会の協力を得て、スポーツ少年団等に呼びかけ、田辺･草

内両公園の河川の美化活動を年 2回実施している。 

・また、河川レンジャーとも連携し、施設利用者である少年野球団等や地元企業のクリーン大

作戦参加への呼びかけや、同協会の自主事業である川遊び教室の支援を実施し、環境啓発に

努めている。 

・大会等における駐車場の利用については、交通整理員を立て安全管理に努めるよう指導する

と共に、利用者に対し、車の乗り合わせを徹底するよう指導している。 

・施設利用者に、河川レンジャー等河川情報誌を提供している。 

その他 
 

 

３．施設の自然環境的状況                        （河川管理者作成） 

占用地及び周辺の 

自然環境 

・占有地は運動公園（都市公園）として整備されている。 

・水際は自然河岸で、上流部分の前面に大規模な中洲が形成されている。 

・中洲には大規模な河原裸地がある。 

・下流部分の前面にも大規模な砂州があり、大規模な河原裸地、ツルヨシ、ヤ

ナギなどが見られる。 

・上流はマダケの植林、下流は茶畑、マダケの植林などである。 

・堤防天端は自転車道として整備されている。 

・背後地はほとんどが農地である。 

・下流部の堤防天端付近にはつつみ公園が整備されている。 

自然環境上重要な場所 

・占用地周辺の高水敷は茶畑として利用されるなど比較的人為的影響の大きい

環境となっている。占用地側の水際は河岸斜面に植生があるが面積も小さい。

一方、対岸の砂州は面積も大きく多様な環境が維持されているため、周辺で

は重要な生物生息地となっていると考えられる。 

・堤防においても貴重な植生が確認されている。（20 年度現地視察で NPO 確認） 

・重要な種として鳥類ではオオヨシキリなどが確認されている。 

水際の 

状況 

水域までの

距離 

・水域までの距離：30～200ｍ 

・全体に河岸は自然河岸である。 

・植生が密生しているため容易にアクセスできない。 

・高水敷の端部には柵が設置されている。 

水面との 

高低差 

・約 4ｍ 

環境面から見た 

望ましい利用方針 

・砂州部の環境が重要と考えられることから、特に、春～秋にかけての生物の

繁殖期には生物の忌避行動につながるような行為（多くの人が集まる、大き

な音が出るなど）は避ける必要がある。 

・環境啓発看板を設置し、利用者に周辺の貴重な環境を周知し、占用地及び周

辺での利用のあり方や環境保全への意識向上を図る。 

・環境啓発の一環として、利用施設周辺の清掃を行う。 

・利用者の河川の環境保全に関する意識向上を目的として、河川レンジャーと

連携した環境教育のあり方を検討する。 
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ランク：A 
 

番号 
36. 田辺木津川運

動公園 
占用目的 都市公園 許可受者 京田辺市 場所 

左岸 11.2k+15m～

11.6k+15m 

４．占用許可期間の更新についての意見                   （委員会作成） 
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ランク：A 
 

番号 
36. 田辺木津川運

動公園 
占用目的 都市公園 許可受者 京田辺市 場所 

左岸 11.2k+15m～

11.6k+15m 

５．委員会の審議内容に関わる現況写真                （写真撮影者：占用者） 

(平面図) 
 

 
 

(断面図：11.4k) 
  

 
 
 

   
   ①下流側グラウンド 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田辺木津川運動公園 

幅 約 200ｍ 

幅    約 30ｍ 

高低差 約 4m 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 
⑧ 
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ランク：A

番号 
36. 田辺木津川運

動公園
占用目的 都市公園 許可受者 京田辺市 場所 

左岸 11.2k+15m～

11.6k+15m 

(写真撮影者：委員会事務局及び京田辺市、平成 30 年 11 月撮影) 
②上流側グランド

③バックネット ④テニスコート

⑤進入路（上流側） ⑥駐車場

⑦トイレ ⑧水際(下流側)
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Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
1
/
2
）

記
入

者
：
井

上
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也
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京
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辺

市
 建

設
部

 施
設

管
理

課
 緑

の
ま

ち
づ

く
り

室
）

●
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
占

用
地

　
名

称
：
3
6
.田

辺
木

津
川

運
動

公
園

_）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
占

用
の

必
要

性

自
治

体
等

が
策

定
す

る
計

画
に

当
該

施
設

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
※

計
画

名
を

挙
げ

た
う

え
、

具
体

的
な

記
載

箇
所

を
記

す
（
例

）
総

合
計

画
、

都
市

計
画

、
緑

の
基

本
計

画
等

「
第

3
次

京
田

辺
市

総
合

計
画

」
、

「
京

田
辺

市
都

市
計

画
マ

ス
タ

ー
プ

ラ
ン

」
、

「
緑

の
基

本
計

画
」
が

策
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
（
※

マ
ス

タ
ー

プ
ラ

ン
：
自

然
生

態
系

の
保

全
に

努
め

る
中

で
、

自
然

学
習

の
場

と
し

て
活

用
す

る
な

ど
、

自
然

と
の

ふ
れ

あ
い

空
間

を
め

ざ
す

。
）

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

2
避

難
場

所
等

の
防

災
上

の
位

置
づ

け
は

あ
る

か
（
例

）
地

域
防

災
計

画
等

地
域

防
災

計
画

に
お

け
る

位
置

づ
け

は
あ

り
ま

せ
ん

。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

3
堤

内
地

に
お

い
て

代
替

施
設

を
設

置
、

又
は

既
存

施
設

に
よ

り
機

能
を

代
替

す
る

計
画

は
あ

る
か

現
時

点
に

お
い

て
、

運
動

公
園

と
し

て
の

代
替

施
設

の
設

置
ま

た
は

機
能

の
代

替
計

画
は

あ
り

ま
せ

ん
が

、
市

内
に

あ
る

本
公

園
以

外
の

公
共

施
設

（
田

辺
公

園
野

球
場

や
各

小
・
中

学
校

グ
ラ

ン
ド

等
）
を

提
供

し
利

用
し

て
い

た
だ

い
て

い
ま

す
。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

4

川
ら

し
い

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
に

転
換

す
る

計
画

は
あ

る
か

（
例

）
・
水

際
部

の
占

用
面

積
を

縮
小

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

を
親

水
公

園
に

変
更

・
河

川
敷

内
で

場
所

移
動

　
　

　
　

等

現
在

の
と

こ
ろ

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
に

転
換

す
る

計
画

は
あ

り
ま

せ
ん

。

○
：
あ

る
△

：
検

討
中

×
：
な

い

5
検

討
体

制

占
用

施
設

の
代

替
地

の
検

討
や

自
然

環
境

に
影

響
が

少
な

い
施

設
へ

の
転

換
に

向
け

て
、

環
境

や
ま

ち
づ

く
り

の
関

係
部

局
と

連
携

し
て

い
る

か
※

連
携

部
局

が
あ

る
場

合
に

は
、

そ
の

名
称

も
合

わ
せ

て
記

す

本
市

関
係

所
管

（
京

田
辺

市
教

育
委

員
会

、
指

定
管

理
者

等
）
と

連
携

を
図

っ
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

検
討

課
題

の
対

応
等

に
つ

い
て

も
、

庁
内

関
係

所
管

及
び

貴
委

員
会

並
び

に
河

川
管

理
者

と
の

連
携

も
図

り
た

い
と

考
え

て
い

ま
す

。

○
：
連

携
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

6
占

用
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占

用
目
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は
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川
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い
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、
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な
け

れ
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な
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な
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に
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の
繁

殖
等

「
植

生
図

」
（
環

境
省

自
然

環
境

局
生

物
多

様
セ

ン
タ

ー
提

供
）
「
木

津
川

の
「
主

な
希

少
植

物
と

残
し

た
い

草
花

た
ち

」
と

・
魚

・
蝶

（
や

ま
し

ろ
里

山
の

会
資

料
）
」
、

本
市

「
緑

の
基

本
計

画
」
等

で
把

握
に

努
め

て
い

ま
す

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
1

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

に
お

い
て

、
水

位
変

動
に

よ
り

冠
水

・
撹

乱
さ

れ
る

区
域

を
把

握
し

て
い

る
か

本
公

園
の

冠
水

等
の

実
績

は
、

平
成

2
1
年

1
0
月

・
平

成
2
3
年

9
月

・
平

成
2
4
年

9
月

・
平

成
2
5
年

9
月

・
平

成
2
6
年

8
月

、
平

成
2
9
年

1
1
月

と
な

っ
て

お
り

ま
す

。

○
：
把

握
し

て
い

る
△

：
調

査
中

×
：
連

携
し

て
い

な
い

1
7
7



Ａ
ラ

ン
ク

案
件

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
様

式
（
2
/
2
）

記
入

者
：
井

上
 哲

也
（
京

田
辺

市
 建

設
部

 施
設

管
理

課
 緑

の
ま

ち
づ

く
り

室
）

●
河

川
保

全
利

用
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

（
占

用
地

　
名

称
：
3
6
.田

辺
木

津
川

運
動

公
園

_）
N

o
確

認
の

視
点

確
認

事
項

過
年

度
意

見
過

年
度

意
見

に
つ

い
て

の
対

応
と

進
捗

占
用

者
に

よ
る

確
認

河
川

管
理

者
に

よ
る

確
認

河
川

保
全

利
用

委
員

会
の

意
見

評
価

欄
評

価
区

分
備

考

1
2

施
設

整
備

は
河

川
の

生
態

系
の

連
続

性
（
縦

断
方

向
及

び
横

断
方

向
）
の

確
保

な
ど

自
然

環
境

に
配

慮
し

て
い

る
か

（
例

）
水

際
部

に
緩

衝
緑

地
を

設
置

等

水
際

ま
で

の
距

離
が

最
短

で
約

3
0
m

あ
り

、
水

際
周

辺
ま

で
ツ

ル
ヨ

シ
や

ヤ
ナ

ギ
等

が
見

ら
れ

る
。

ま
た

、
公

園
管

理
者

及
び

指
定

管
理

者
に

お
い

て
日

常
及

び
定

期
的

に
点

検
を

実
施

し
、

清
掃

や
美

化
に

努
め

維
持

管
理

を
履

行
し

て
お

り
ま

す
。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
3

管
理

運
営

は
占

用
区

域
及

び
そ

の
付

近
の

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

配
慮

し
て

い
る

か
（
例

）
投

棄
さ

れ
た

ゴ
ミ

の
収

集
、

除
草

時
の

水
際

部
刈

り
残

し
、

野
鳥

の
営

巣
時

期
の

利
用

制
限

等

上
記

と
同

じ
く
、

環
境

保
全

、
美

化
に

努
め

、
集

中
利

用
を

回
避

す
る

た
め

施
設

利
用

の
分

散
化

（
田

辺
公

園
野

球
場

や
各

小
・
中

学
校

等
）
を

図
っ

て
い

ま
す

。

○
：
配

慮
し

て
い

る
△

：
検

討
中

×
：
配

慮
し

て
い

な
い

1
4

施
設

利
用

者
に

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
に

関
す

る
情

報
発

信
、

注
意

喚
起

は
行

っ
て

い
る

か
（
例

）
情

報
板

設
置

に
よ

る
環

境
配

慮
へ

の
啓

発
等

啓
発

広
報

を
実

施
す

る
際

に
は

、
希

少
種

や
外

来
種

に
関

す
る

説
明

等
、

市
民

の
環

境
理

解
を

進
め

る
よ

う
配

慮
さ

れ
た

い

施
設

の
使

用
点

検
報

告
書

の
バ

イ
ン

ダ
ー

の
裏

に
、

木
津

川
の

希
少

種
に

関
す

る
資

料
を

添
付

す
る

と
共

に
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
N

e
w

sを
配

布
し

、
啓

発
に

努
め

て
い

る
。

広
報

情
報

板
の

掲
示

や
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
ス

タ
ン

ド
を

配
備

し
、

施
設

申
込

者
（
利

用
者

）
に

対
し

て
、

啓
発

お
よ

び
資

料
の

配
布

等
を

行
っ

て
い

ま
す

。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
5

占
用

区
域

及
び

そ
の

付
近

の
自

然
環

境
を

活
か

し
た

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

る
か

学
校

関
係

者
と

、
当

公
園

の
環

境
学

習
の

場
と

し
て

の
利

用
に

向
け

た
協

議
を

行
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、

河
川

レ
ン

ジ
ャ

ー
主

催
の

行
事

へ
参

加
す

る
と

と
も

に
、

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
N

o
.9

で
記

載
し

た
連

携
体

制
を

維
持

、
向

上
し

て
ま

い
り

ま
す

。
今

後
も

環
境

学
習

・
保

全
活

動
を

行
っ

て
い

く
上

で
も

、
関

係
団

体
等

と
連

携
を

図
り

ま
す

。

○
：
行

っ
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
行

っ
て

い
な

い

1
6

適
正

な
利

用
不

許
可

の
工

作
物

は
設

置
さ

れ
て

い
な

い
か

本
公

園
の

日
常

点
検

や
定

期
的

な
点

検
に

お
い

て
把

握
に

努
め

て
お

り
、

占
用

区
域

内
で

不
許

可
の

工
作

物
等

は
あ

り
ま

せ
ん

。

○
：
設

置
さ

れ
て

い
な

い
△

：
設

置
さ

れ
る

場
合

が
あ

る
×

：
設

置
さ

れ
て

い
る

1
7

占
用

区
域

外
を

使
用

し
て

い
な

い
か

（
例

）
・
ト

イ
レ

、
道

具
入

れ
等

の
工

作
物

設
置

・
グ

ラ
ウ

ン
ド

、
駐

車
場

等
の

造
成

・
利

用
等

占
用

区
域

外
の

使
用

は
し

て
い

ま
せ

ん
。

ま
た

、
利

用
者

に
対

し
、

施
設

以
外

、
ま

た
目

的
外

使
用

を
し

な
い

よ
う

指
示

し
て

い
ま

す
。

○
：
使

用
し

て
い

な
い

△
：
使

用
し

て
い

る
場

合
が

　
　

 あ
る

×
：
使

用
し

て
い

る

1
8

占
用

施
設

及
び

そ
の

利
用

者
が

自
然

観
察

や
水

面
利

用
（
カ

ヌ
ー

、
釣

り
等

）
な

ど
を

行
う

河
川

利
用

者
の

水
辺

へ
の

ア
ク

セ
ス

の
支

障
に

な
っ

て
い

な
い

か

カ
ヌ

ー
で

つ
な

ぐ
「
琵

琶
湖

・
淀

川
流

域
圏

」
に

場
所

を
提

供
さ

せ
て

い
た

だ
い

ま
す

の
で

、
河

川
利

用
者

（
カ

ヌ
ー

・
釣

り
）
の

支
障

と
な

っ
て

お
り

ま
せ

ん
。

○
：
支

障
は

な
い

△
：
支

障
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
支

障
が

あ
る

1
9

地
域

住
民

の
迷

惑
に

な
る

利
用

が
な

さ
れ

て
い

な
い

か
（
例

）
施

設
利

用
者

に
よ

る
ゴ

ミ
の

投
棄

、
車

両
通

行
や

路
上

駐
車

に
よ

る
交

通
問

題
、

騒
音

等

日
常

及
び

定
期

的
な

点
検

に
よ

り
巡

視
お

よ
び

清
掃

等
実

施
し

て
お

り
、

迷
惑

な
利

用
は

さ
れ

て
お

り
ま

せ
ん

。

○
：
迷

惑
な

利
用

は
な

い
△

：
迷

惑
に

な
る

場
合

が
あ

る
×

：
迷

惑
な

利
用

が
あ

る

2
0

利
用

状
況

を
ふ

ま
え

た
管

理
運

営
・
利

用
の

ル
ー

ル
を

定
め

て
い

る
か

京
田

辺
市

都
市

公
園

条
例

・
京

田
辺

市
都

市
公

園
条

例
施

工
規

則
・
京

田
辺

市
社

会
体

育
施

設
管

理
規

則
・
有

料
公

園
施

設
使

用
の

手
引

き
等

で
定

め
て

い
ま

す
。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い

2
1

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
に

自
然

環
境

の
保

全
・
再

生
に

関
す

る
事

項
は

定
め

て
い

る
か

都
市

公
園

条
例

（
行

為
の

禁
止

）
第

4
条

で
定

め
て

い
ま

す
。

（
（
1
）
都

市
公

園
を

損
傷

し
、

又
は

汚
損

す
る

こ
と

（
2
）
竹

木
を

伐
採

し
、

又
は

植
物

を
採

取
す

る
こ

と
　

（
4
）
鳥

獣
類

を
捕

獲
、

又
は

殺
傷

す
る

こ
と

等

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

　
　

 ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

2
2

管
理

運
営

・
利

用
の

ル
ー

ル
は

施
設

利
用

者
及

び
管

理
運

営
者

に
周

知
し

て
い

る
か

利
用

看
板

及
び

啓
発

看
板

等
、

ま
た

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
関

係
条

例
・
施

行
規

則
等

に
よ

り
周

知
し

て
い

ま
す

。

○
：
定

め
て

い
る

△
：
検

討
中

×
：
定

め
て

い
な

い
、

又
は

　
　

 ル
ー

ル
を

定
め

て
い

な
い

1
7
8
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すので、一緒にしていただけますかというようなことで、ちょっと写真のほうもつけさ

せていただいておりますが、ご協力いただいて、やっていただいたりしておるというと

ころでございます。 
〇村上委員長 一応努力されていると思いますよ。できたら、看板の設置とか、そういう

ものも少しずつでもやっていただけたらいいと思います。 
〇久保田委員 そうなんですね。言い忘れてました。看板が何かお堅くて、ここでいい環

境があるんだというイメージを湧かせるものがないんですね。何かお堅くて、これをし

てはいけませんみたいな感じなので、ここはこういうすばらしいところですという、そ

ういうアピールをしてほしいなと思います。 
〇宗田委員 看板は八幡市のやつがよかったです。 
〇占用者（城陽市） 参考にさせていただきます。 
〇村上委員長 それでは、この件はこれでよろしいですね。 
  それでは、これで終わります。 
 
２－５）田辺木津川運動公園（京田辺市） 

 
〇村上委員長 そしたら、５番目の田辺木津川運動公園、京田辺市、よろしくお願いしま

す。 
○司会（髙橋） それでは、５番目の案件、田辺木津川運動公園につきまして、事務局よ

り簡単にご説明させていただきます。 
〇事務局（峠） それでは、１８０ページをご参照ください。田辺木津川運動公園でござ

います。 
占用目的は都市公園としておりまして、場所につきましては、左岸側の１１.２キロ

付近となってございます。 
  現在の利用形態ですが、野球場が１面、ソフトボール場が２面、テニスコート４面。

それから、毎年１０月に京田辺市さん主催のマラソン大会の運営拠点として利用されて

いるということでございます。 
占用面積につきましては、２万７,０００平米となっておりまして、利用者ですが、

平成２６年度は約４万１,０００人ということでございます。 
地域の場所と風景の写真等でございますが、１８５ページに記載のとおりでございま

す。 
  それから、地域の状況ということですが、１８３ページにございまして、占用地及び

周辺の自然環境ということですが、上から２つ目、水際は自然河岸で、上流部分の前面

に大規模な中洲が形成されています。中洲には大規模な河原裸地があります。それから、

下流部分の前面にも大規模な砂洲がありまして、大規模な河原裸地、ツルヨシ、ヤナギ

などが見られるような環境となってございます。 
  前回の審議のご意見等ですが、１８２ページの真ん中辺にございます。ご意見は２つ

いただいておりまして、１つ目、駐車場の適正化に引き続き努められたい。２つ目、河

川環境や防災に関する学習の場としての利用など、河川敷の特性を活かした多目的な利

用について、河川レンジャー・ＮＰＯ等各種団体と連携して進められたい。また、その

181
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結果を報告していただきたいということで、２つのご意見をいただいているところです。

簡単ですが、以上です。

〇村上委員長 そしたら、占用者さん。

〇占用者（京田辺市） 京田辺市の緑のまちづくり室の井上でございます。本日はよろし

くお願いいたします。

前回審議のご意見につきまして説明させていただきます。

  駐車場の件ですけれども、駐車場につきましては、１８６ページの⑦番のところに駐

車場の写真がございますが、この部分が駐車場となっておりまして、ちょっと写真では

ロープが細いものですから写っておらないんですが、ちょうど車がとまっております上

の部分にロープを横断的に張りまして、駐車場区域を明確に明示をして、それ以外のと

ころには車をとめないようにということを利用者の方にお願いをしております。また、

車につきましてもできるだけ乗り合わせて来ていただくというようなことで、スポーツ

少年団の方々等にもお願いをいたしまして、乗り合わせで来ていただいて、できるだけ

ここの利用数を少なくしていくというようなことを進めておるところでございます。

 それから、河川環境や防災に関する学習の場としての利用ということで、学校のほう

とそういった河川環境の授業がここでできないかなということで、ちょっとまだ具体的

な事例は挙がってこないんですけれども、そういった協議を教育サイドのほうでお願い

をしておりますとともに、河川レンジャーさんのほうで木津川の一斉清掃等をしていた

だいておりまして、そちらのほうにこの公園の管理をしています指定管理者のほうから

参加していただいたりとか、それから淀川流域圏連携交流会主催の第３回カヌーでつな

ぐ琵琶湖・淀川流域圏、資料は２４９ページについておりますけれども、木津川の上流

から下流までをカヌーで下るということで、その中継地点として、この１１月２１、２

２日、ちょうどこの場所をご利用いただいたというようなところがございます。  

また、河川レンジャーさん主催のいろいろな「淀川発見講座」というようなところに

参加をして、いろいろ勉強させていただいたりとかというようなことをやっております。

以上でございます。

〇河川管理者（増田） 河川管理者からも、この件については申し上げることが１件ござ

います。

 この京田辺市の公園のことにつきましては、１１月２０日ぐらいの京都新聞に載りま

して、それは何かと申しましたら、淀川河川事務所に京都の行政評価事務所が河川管理

のことを聞きたいということで、巡視のこととか、川にはどんなものがあるんですかと

いうのをちょっと聞きに来られて、７月ぐらいにヒアリングがありました。そのときに

書類を見ていただいてまして、その中で手続中で許可書がまだおりていないものとか、

見せてということで見せて、説明させてもらっておったんですが、その後で行政評価事

務所が現地に行って、ここと抱き合わせになっている民地の２６条許可を出していると

ころをごっちゃにしまして、新聞の中では、別々の書類のものが一緒になってしまって、

これは許可が出てないんじゃないですかという形で記事になってしまったと。

それで、市さんのほうにも問い合わせがあったらしいんですけれども、市さんのほう

もそのときにそこまでの説明をようせんままに、記事として、手続が遅れている、から

始まって、これはアウトじゃないのとか、許可とってるのかとか、そういう記事になっ
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たという経緯がございました。これについては、うちのほうも個別の説明の中ではそれ

はしてなかったんだけれども、そういうことになってしまうのだったら、今後は書類、

別々の書類のものも抱き合わせにしてわかりやすくするとか、ちょっといろいろ手を打

ってみようかなと。それから、書類の遅れについてはどんどんやっていこうという形で、

ちょっと内部的に話をさせてもらっているという現状がございます。 
〇村上委員長 いまの話ね、その記事を知らん人にはさっぱりわからん。その記事の内容

を軽く説明してから言ってもらえませんか。 
〇河川管理者（増田） 記事の内容は…… 
〇村上委員長 ２つありましたね。 
〇河川管理者（増田） はい。河川敷に手続、許可更新がおくれている公園が幾つかござ

いますと。もう一つが、公園の中には、書類上これはないというのが現地にあるんじゃ

ないか、これはある意味不法じゃないのかという意味の、この２点の記事が載りました。 
それで、手続がおくれたことにつきましては、これはもう行政評価事務所さんのほう

に、今こういう審議をしておって、こういう内容で今もんでいるんですという説明をさ

せていただいて、これは当たり前の話として、すぐ手続を進めさせていただきますと。

それから、物については、手続がとれていないものというのがあるんだったら、それは

撤去か手続をとってもらうか、どっちかですという話をさせていただきました。 
その中に、京田辺市さんの別件で手続をとっている、別件で許可を出しているものと

いうのが、その書類の中に、別の書類ですので入ってませんでしたので、評価事務所さ

んのほうが、これは手続とれてないですよという感じでちょっと記事になったと。 
それで、それが市さんのほうにも何か連絡が行ったらしいんですけど、市さん、その

ときにはそこまでのお話はされてなかったということで、そのまま記事になったという

形になりました。 
〇河川管理者（松原） ２つの許可があって、敷地と設置施設がセットの許可、施設のみ

の許可、どちらも許可としてはあるんですけれども、いつも私どもは施設と敷地のセッ

トの許可というのが多いので、施設のみの許可というのはすごくまれな事例ということ

で、そしてこの施設の許可というのは更新をしないんですよ。だから、かなり昔に許可

されていたのがそのまま生き残っていて、こちらについての認識が薄かったと。それが

行評さんにうまく説明できていなかったのと、京田辺市さんのほうもマスコミにうまく

説明できなかったということで記事になったということです。 
〇村上委員長 何か不法占有みたいなことが書いてあるね。 
〇河川管理者（松原） そういう扱いになったということです。昔から更新のない許可が

ずっと生きていたんだけれども、こちらのほうは埋もれたという状況であの記事が起こ

ったということでございます。 
〇村上委員長 でも、それはそういう誤解が生じないような手続をしておかないといかん

ですな。 
〇河川管理者（松原） ですから、今度はこれをこっち側のやつに、更新型の中の許可に

一本で書いてしまおうという形で、今度は京田辺市さんとうちのほうで打ち合わせをし

たと。 
〇村上委員長 あれを見てね、えらいことを書かれているなと思ってね。実は困ったなと
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思って、きょうぐらいにちゃんとしておかんと、ああいうふうに書かれると、木津川下

流河川保全利用委員会は何をしているのかという話になりますので。

〇宗田委員 その誤解はどこがしたんですって。行政ですか。

〇久保田委員 新聞社が誤解したんでしょう。

〇河川管理者（増田） 行政評価事務所が誤解をしているという形になります。

〇宗田委員 新聞社が悪いんではなくて……。

〇河川管理者（増田） 行政評価事務所にも、僕らのほう、指摘事項についての回答とい

うのがございますので、これはこういうことですという回答文をつくってお渡しすると

いう予定になっております。

〇宗田委員 だから、誰に責任があるかというと、行政評価事務所の誤解――それは説明

するほうも悪かったということはあるのかもしれませんけれども、変な話ですね。

〇村上委員長 変な話。

〇河川管理者（松原） 行評への私どもの説明が不足しているだろうという話になるかも

しれませんし、私どもはこういう許可だという話をもう一度お伝えしなければいかんと

いう立場になっていると思います。

〇宗田委員 だから、行政評価事務所も……

〇河川管理者（松原） もう一度理解していただくために、うちのほうから回答を……。

〇宗田委員 官と官との話ですよね。

〇河川管理者（松原） そうですね。

〇河川管理者（増田） 書類はこれですかということで、この書類を見せました。現地は

その隣に別のものがありますというのを一緒に見れてということで……

〇宗田委員 いや、官と官の間の誤解が新聞社に漏れて記事になるということもまた問題

ですよね。

〇河川管理者（松原） 行評が発表したんですよ。

〇河川管理者（増田） 行評が、こういう調査をして、こういうふうなものですというの

を出して、それでちょっと新聞社さんが市さんに問い合わせをしたときに、そのときも

そこまでの話にいかんままに、新聞社さんもそれを不法やという意味で書いたと。

〇宗田委員 行政評価事務所のほうは、当然公表することを前提に仕事をしてますからね。

〇河川管理者（増田） うちのほうも舌足らずの説明というか、そこまで説明しないとい

けなかったのかな、というのもあったんですけれども、これからは書類一本にして、つ

いでに言っておきますけど、これはこういうことですから、とやらんことには、要らん

混乱を招くということで、市さんともお話をさせてもらったところです。

〇宗田委員 本題とは関係なさそうですね。

〇河川管理者（増田） そうです。

〇村上委員長 そういう誤解でも何でも起こらないようにするというのをやっておかない

と、それこそ、あっ、こんなことが出てるわと思って、委員会は何をしとるんやという

話になったら困るのでね。

 僕らは当然、そこにネットか何か張っている場合は、それは許可を得ているものと思

っているわけですよ。それを一々、許可をとったかというふうに占用者に聞かないでし

ょう。そんなんを聞いていたらたまらんですからね、それを前提に言ってますので、ち
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ょっとそういうことが起こると困るなあと。 
  だから、チェック項目の中に、そういうのは許可をとってますねというのはどこかに

入れておいてもらってね。それは当然のことなんですよ。そういうことをやっておかな

いと、ああいうときに困ったことになる。 
  それで、許可更新が数年遅れているというのは、そしたらもうこれは、更新を許可し

ているのは僕らですからね、審議しているのは。だから、それはもうやめたらどうかと

いう話になりますよね。だから、それはやっぱりまずいと思うんですよ。 
  それは割と大きな問題なので、それで、きょうはちょっと話をしておいてと言ってお

いたんです。やっぱりこれは今後とも起こることなので、あんな形で出ると、せっかく

保全利用委員会でやっているのに、水を差すような話になると思うので。 
  そしたら、今の審議に行きましょう。 
〇久保田委員 １８２ページ、表の一番下の、環境保全に向けての申請者の取り組みのと

ころで、ＮＰＯ法人京田辺市社会体育協会の協力を得て呼びかけ。近年、これはいつか

らされているのかというのと、何人ぐらい参加されているのか、広報はどうされている

のか、その辺は大体わかりますでしょうか。もしわかれば……。 
〇占用者（京田辺市） いつからか、正式にはこの場では調べないとお答えはできないん

ですけれども、結構かなり前から、私はこのＮＰＯ法人京田辺市社会体育協会の職員な

んですけれども、少なくとも指定管理を受けたここ５年に関しては継続して行っている

と。 
  一回の参加で、大体スポーツ少年団等々で２００名ないし３００名程度で一斉清掃の

活動を行っているというふうな形になっています。 
〇久保田委員 ありがとうございます。 
〇村上委員長 これはやましろ里山の会に言うべきことかもしれんけれども、発行やまし

ろ里山の会の「木津川の「主な希少植物と残したい草花たち」と魚・蝶」というパンフ

レットがありますね。この中で、オニユリとかは外来種なんですね。それから、ホソオ

チョウ、ブルーギルというのがありますね。特にホソオチョウに関しては、ジャコウア

ゲハと競合するから非常に困った状態なんです。それで、これがおることによってジャ

コウアゲハが圧迫されてまして、これは趣味で放したチョウなんです。それで、こんな

ものは希少動物でも何でもない。外来種そのもの、侵略的外来種です。だから、こうい

うものを一緒にしてもらうと困るんです、ブラックバス、ブルーギル。だから、「希少

種とそれに影響を与える外来種」ぐらいにして分けて書かないと、知らん人が見たら、

ホソオチョウもきれいなチョウチョやなということで、これは完全に誤解されますよ。 
外来種の国際的な委員もしてますし、生態学の環境省の委員もしているんですよ。こ

れは非常に困ります。だから、ちょっと気をつけてほしいなと思います。こういう看板

とかを出すときは、少し相談していただいたら、私も知恵を出しますので。 
〇占用者（京田辺市） お願いします。 
〇村上委員長 ここは、防災とかそういうことに関する記述はどこかにしてあるんですか。

ないんですか。 
〇占用者（京田辺市） 特にしてはおりません。 
〇村上委員長 ということは、余り起こらなかったということですか。その頻度が少ない
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んですか。要するに、災害を受けた頻度がどのぐらいあるかとか、その災害復旧をどう

したかとか。 
〇宗田委員 １８１ページ。 
〇占用者（京田辺市） 災害等につきましては、１８１ページに挙がっておりますけれど

も、防災の訓練ということですか。ちょっと聞き取れませんで、申しわけございません。 
〇宗田委員 災害のことは災害のことなので、防災広場のことではないです。 
〇村上委員長 やっぱり大分受けているんですね。 
〇占用者（京田辺市） 受けております。 
〇村上委員長 これ、どのぐらいの規模でどのぐらいの修理費だったかというのは、どこ

かにあるんですか。 
〇占用者（京田辺市） ２４５ページに参考資料をつけさせていただいております、ここ

近年の被災と復旧の内容ということで。私ども、草内木津川運動公園のほうも占用させ

ていただいておりまして、２つが同時に受けたこともございます。この場合はそういう

形で受けておりまして、復旧費につきましては、それぞれの公園ごとに記載させていた

だいておるところでございます。 
〇村上委員長 相当な額いってるんですね。 
〇占用者（京田辺市） はい。前回、２６年のこの場所の被災につきましては、極力堆積

した土砂のほうを戻すと。グラウンドが波打ったような形になりまして、極力堆積土砂

をそこへ戻すということでやったんですが、若干足りんところにつきましては、堆積土

砂が８００立米弱、９０立米ほどはちょっと足りませんでしたので、その分は協議させ

ていただいた中で購入等で整地をさせていただいたという経緯がございます。表面のま

さ土等を整地で使ったんじゃないのかなと思います。 
〇村上委員長 今後この辺のことは、やっぱり木津川って割と議論になると思うんです。

だから、その辺の今後どうするかということも含めて、特記事項には書いてあるんです

が、このページにこれが書いてあるとか、見てわかるようにしておいてもらったらいい

ですね。お願いします。 
それで、やっぱりそういうことがたびたび重なると、いろんなことを考えたほうがい

いと思いますよ。 
〇占用者（京田辺市） そうですね。 
〇村上委員長 これは共通してますね。 

ほかにございますか。 
  特になければ、これでいいということで、ご苦労さまです。 
〇占用者（京田辺市） ありがとうございました。 
 
４．一般傍聴者からの意見聴取 

 
〇村上委員長 そうしますと、これで各河川公園のことについては済んだんですが、一般

傍聴者のご意見として、どなたかおられましたら意見を出してください。 
  どうぞ。 
〇一般傍聴者（米道氏） 堺市から来ました米道といいます。 
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「No.36 ⽥辺⽊津川運動公園(京⽥辺市)」

■過年度審議結果のレビュー

44

平成19年 委員会 占用申請にない駐車場の利用について、占用範囲外も含め駐車場としての利用実態を
把握し、必要台数、維持管理のあり方について検討されたい

大学生の利用が盛んとのことだが、ある特定の団体による排他独占的な利用になってい
ないかどうか、実態を把握されたい

⇒ 近鉄鉄橋高架下など、占用区域外の駐車等が見られたが、公園利用者への指導、看
板設置、植栽等で対策を講じ、一定の成果が得られている。利用者へは乗り合いを推
奨するなど車両台数の制限を行った

河川環境について考える機会となっているイベント等については、継続して実施されたい。
また、その活動を利用者等に広報・周知されたい

平成21年 委員会 駐車場利用に関し、引き続き利用実態の把握に努め、適正な台数を検討されたい

当該占用地は浸水が起きやすく、アクセス道路にも課題があるため、利用適地としての
位置づけ等についても長期的な検討が必要

川らしい自然環境の保全再生、人と川とのつながりを重視し、川を訪れた子供たちを川
から遠ざけるのではなく、上手に川と親しんでもらえるような取り組みを展開されたい

⇒ 自然環境保護に留意した利用と管理に努めるとともに、親水対策等についても関係書
簡と連携し、運用に努める

平成24年 委員会 駐車場の適正化について、引き続き努められたい

河川環境や防災に関する学習の場としての活用など、河川敷の特性を活かした多目的
の利用について、河川レンジャー、NPO等と連携し取り組みを展開されたい

⇒ 学校関係者との協議を進めている。また、河川レンジャー主催の各種行事に場所を提
供するなど連携に努めている

【木津川下流】

「No.36 ⽥辺⽊津川運動公園(京⽥辺市)」

■過年度審議結果のレビュー

45

平成27年 委員会 啓発広報を実施する際には、希少種や外来種に関する説明等、市民の環境理解を進め
るよう配慮されたい

【木津川下流】

187




